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米 沢 市 の 概 要 
 

本市は山形県の最南端に位置し、県の母なる川「最上川」

の源である吾妻連峰の裾野に広がる米沢盆地の南東部にあ

ります。気候は、夏が高温多湿、冬は寒さが厳しく多くの

降雪があります。積雪深は、市街地でも約 100cm になり、

特別豪雪地帯に指定されています。 

 米沢の地名は中世後期から見られ、その由来は「ヨネ（米）

のなるサワ（草の生える湿地）」や「白い水が沸く米井（よ

ねい）がある」などの説があります。 

鎌倉時代に地頭が置かれて以降まちが形成され、特に伊

達氏 43年間・上杉氏 272年間本拠にしたことから、城下町

として栄えてきました。米沢藩初代藩主・上杉景勝の家老

である直江兼続が、今に残る米沢の城下町の礎を築いたと

伝えられています。 

本市は、我が国で最初に市制施行（明治 22 年 4 月 1 日）

した 31市中の１市で、令和元年に市制施行 130周年を迎えました。 

平成 27年国勢調査による本市の産業別就業人口比率は、第一次産業 3.8％、第二次

産業 34.3％、第三次産業 58.9％（分類不能 3.0％）となっており、第二次産業の就業

者が多いことが特徴です。これは、200 年以上前に上杉鷹山が「米沢織」をはじめと

する殖産興業を奨励して以来、「ものづくりのまち」として発展してきたことによる

ものです。全国初の中核工業団地「八幡原中核工業団地」や平成 12 年に分譲開始し

た「米沢オフィス・アルカディア」があり、東北有数の工業都市です。 

また、市内には３つの高等教育機関（山形大学工学部、山形県立米沢栄養大学、山

形県立米沢女子短期大学）が立地し、4,000 人もの教職員・学生が暮らす学園都市で

もあります。近年は、山形大学工学部を中心として産学官が連携した有機エレクトロ

ニクス関連技術の研究開発が進んでいます。 

観光では、上杉氏ゆかりの名所旧跡はもとより、国宝「洛中洛外図屏風」「上杉家

文書」など貴重な文化財が数多く存在するほか、「米沢上杉まつり」「上杉雪灯篭ま

つり」など四季を通じて米沢の心を表現するまつりが開催されます。加えて、八つの

名湯・秘湯に恵まれるとともに、米沢の味Ａ（Apple）・Ｂ（Beef）・Ｃ（Carp）を

代表とする食の宝庫でもあり、歴史と伝統文化が息づく「上杉の城下町」として年間

250万人を超える観光客が訪れる県内屈指の観光都市です。 

平成 29 年 11 月に東北中央自動車道（米沢～福島）が開通し、平成 30 年 4 月には

米沢中央 ICに隣接して「道の駅米沢」が開業しました。山形県の南の玄関口として、

交流人口の拡大と産業振興の活性化が期待されています。 

面 積：548.51㎢ 

市の木：こめつが 

市の花：あずましゃくなげ 



２ 

 

人口推移と財政状況 

 

１．総人口と世帯数の推移（推計人口：令和 4年 10月 1日現在） 

 
 
 
２．性別・５歳階級別人口の推移（推計人口：令和 4年 10月 1日現在） 
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社会福祉総務費 11.53%

障がい者福祉費 16.96%

老人福祉費 12.88%

国民年金費 0.16%

児童福祉総務費 9.76%

子育て支援医療費 2.49%

ひとり親家庭等医療費 0.36%

児童措置費 29.75%

児童福祉施設費 3.77%

児童養護施設費 1.12%

市立保育所費 1.58%

生活保護総務費 1.00%

生活保護扶助費 8.62%

0.02%

2億2,411万9千円

 生活保護費内訳

1億4,264万7千円

12億2,534万円

 災害救助費 288万5千円

13億 8,739万7千円

3億5,470万2千円

5,077万6千円

42億2,901万7千円

5億3,535万7千円

1億5,661万2千円

 社会福祉費内訳

16億3,914万9千円

24億1,102万2千円

18億3,017万5千円

2,343万1千円

 児童福祉費内訳

３．令和５年度 一般会計 当初予算 

 

【 歳 入 】 ４０６億２,０００万円

 

 

【 歳 出 】 ４０６億２,０００万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生費の内訳 
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４．民生費(決算額)の推移 

 

 

 

５．令和５年度 介護保険事業勘定特別会計 当初予算 

 

【 歳 入 】 ９５億２，７９５万２千円 

 

 

【 歳 出 】 ９５億２，７９５万２千円 

   

（単位：千円） 



   5 

 

令和５年度 米沢市福祉行政運営方針 

本市を取り巻く社会環境は、少子高齢化を伴う人口減少に加え、地域の繋がりの希薄化

が進む中、いわゆる制度の狭間や複合的な問題を抱える世帯や、ひきこもりなど長期的支

援が必要な世帯が増加傾向にあり、今後も公的福祉サービスへのニーズは増大していくと

見込まれます。よって、本市福祉行政に関わる各々の計画に沿った各種事業の推進に努め、

個人・地域住民・事業者・行政が一体となって問題解決に取り組んでいきます。 

また、新型コロナウイルスや原油価格・物価高騰等の影響で生活に困窮する方々に対し、

福祉行政面からの支援が迅速に行き届くよう努めてまいります。 

 

市民の福祉意識醸成や地域における福祉活動の活性化を支援するとともに

「第４期地域福祉計画」策定のための意識調査を行います。また、「地域共生社会」の実現

に向け、重層的支援体制の構築に取り組むとともに、個別避難計画の作成及び関係機関へ

の提供をはじめとした避難支援体制を促進します。 

 

生活保護受給者に対しては、経済的支援とともに、自立の助長を図るためき

め細やかな指導・助言を行っていきます。生活困窮者の自立支援については、価格高騰等

により困難件数が増加している生活相談支援や利用が増加している子どもの学習・生活支

援事業等が円滑に実施できるよう体制強化を図りながら、包括的かつ継続的な支援体制を

整備し総合的に推進していきます。 

 

「米沢市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」に基づき、

引き続き、共生社会の実現を目指します。また、障がい者が地域で安心して住み続けられ、

災害時には迅速かつ適切な避難支援が行われるよう、地域生活支援拠点の整備及び個別避

難計画作成に取り組みます。 

 

      多子世帯の経済的負担の軽減として、第３子以降の保育料の無償化事業を継

続実施します。生計を一にする最も年長の子どもから数えて第３子以降となる子どもの保

育料及び副食費について、利用している施設に関係なく保育料等の無償化を継続します。

また、子育て支援医療給付事業について、高校３年生等までの子どもの医療費の無償化を

継続実施します。新生児訪問や乳幼児健康診査の実施により、子どもの発育・発達の確認

とともに育児相談も行い、母親の精神面の支援等を行います。児童虐待に適切に対処する

とともに、様々な課題を抱える子ども・家庭への支援体制の充実を図ります。 

 

支援を必要とする高齢者の早期発見・早期対応とともに、高齢者が参加しや

すい活動の場の拡大を図り、介護予防と生活習慣病の疾病予防・重度化予防を一体的に実

施するフレイル対策事業や健康づくりを強力に推進します。また、令和３年度から３か年

を計画期間とする「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」に基づき、要介護認定や

ケアマネジメントなどの適正化事業を推進するとともに、成年後見制度の推進及び高齢者

施策全般に係る取組を実施していきます。 

 地域福祉 

 生活福祉 

 障がい福祉 

 児童福祉 

 高齢者福祉 
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支援担当 7 

 

利用者支援専門員 1 

子育て支援課 43 

1 
 

1 
障がい者支援室 8 

障がい福祉担当 5 

障がい児支援担当 2 

身体・知的障害者相談員 15 

日赤等事務員 

 

2 

事業管理担当 3 

高齢福祉課 20 
介護認定給付担当 6 

3 地域包括支援担当 4 

高齢者福祉担当 4

 

面接相談員・就労支援相談員 3 

レセプト照合事務員 1 

嘱託医 

 

2 

福 

祉 

事 

務 

所 
98 

総務企画担当 6 
社会福祉課 26 

福祉事務所の機構と職員数 

令和５年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

※補佐級（室長・副主幹）は、担当に含みません（ただし、保育園は園長を含む）。 

障がい福祉業務員 3 

支給認定業務員 2 

施設担当 5 

介護認定調査員 6 

介護相談員 

生活福祉担当 10 

2 

 

給付担当 4 

 
緑ケ丘保育園 

 

12

1 
吾妻保育園 13 

母子・父子自立支援員 1 

家庭児童相談員 3 

高額療養費請求業務員 1 

重度心身障がい（児）者医療給付業務員 1 

5 

 

家庭支援担当 

企画担当 
子ども家庭課 8 

4 

 

高齢者虐待防止相談員 1 
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福祉事務所事務分掌 

１ 社会福祉課 

総 務 企 画 担 当 

① 地域福祉に関すること。 

② 民生委員・児童委員に関すること。 

③ 社会福祉法人の認可等事務、指導監査に関すること。 

④ 米沢市社会福祉協議会に関すること。 

⑤ 戦傷病者及び戦没者遺族援護に関すること。 

⑥ 中国帰還者等及び未帰還者に関すること。 

⑦ 災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関すること。 

⑧ 避難行動要支援者の避難支援等に関すること。 

⑨ 低所得世帯の冬の生活応援助成金の支給に関すること。 

⑩ 生活保護等の経理に関すること。 

⑪ 日本赤十字社に関すること。 

生 活 福 祉 担 当  

① 生活保護に関すること。 

② 中国残留邦人等支援給付に関すること。 

③ ホームレス・行旅病人・行旅死亡人等に関すること。 

④ 生活困窮者自立支援に関すること。 

⑤ 嘱託医に関すること。 

障がい福祉担当 

① 障がい者計画及び障がい福祉計画に関すること。 

② 障がい者福祉団体等に関すること。 

③ 障がい者自立支援給付に関すること。 

④ 障害者手帳に関すること。 

⑤ 障害支援区分認定に関すること。 

⑥ 障害者相談員に関すること。 

⑦ 障がい者等の福祉サービス事業に関すること。 

⑧ ひきこもり相談及びひきこもりサポート事業に関すること。 

⑨ 重度心身障がい（児）者医療給付に関すること。 

障がい児支援担当  

① 障がい福祉の経理に関すること。 

② 障がい児総合支援に関すること。 

③ 特別児童扶養手当の進達に関すること。 

④ 特別障害者手当等の支給に関すること。 

⑤ 重度心身障がい児養育手当の支給に関すること。 

⑥ 山形県心身障がい者扶養共済制度の進達に関すること。 

⑦ ひまわり学園に関すること。 

⑧ 障がい児通所支援の利用認定及び給付費の支給に関すること。 

⑨ 障がい児援護対策に関すること。 
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２ 子育て支援課 

支 援 担 当 

① 米沢市子ども・子育て会議に関すること。 

② 子どものための教育・保育の給付認定及び給付に関すること。 

③ 保育所、認定こども園の利用調整に関すること。 

④ 保育料決定及び徴収、滞納処理に関すること。 

⑤ 児童センターの入所及び使用料徴収、滞納処理に関すること。 

⑥ 子ども・子育て支援交付金に関すること。 

⑦ 地域子ども・子育て支援事業に関すること。 

⑧ ファミリー・サポート・センター事業に関すること。  

⑨ 市単独補助金に関すること。 

⑩ 私立幼稚園に関すること。 

⑪ やまがた子育て応援パスポートに関すること。 

施 設 担 当 

① 市立保育所の管理運営に関すること。 

② 児童センターの管理運営に関すること。 

③ 放課後児童健全育成事業に関すること。 

④ 認可外保育施設に関すること。 

⑤ 児童遊園に関すること。 

⑥ 特定教育・保育施設等及び家庭的保育事業等に関すること。 

⑦ 民間保育施設等の施設整備に関すること。 

⑧ 紅花ふれあい基金に関すること。 

⑨ 屋内遊戯施設整備に関すること。 

給 付 担 当 

① 子育て支援医療給付に関すること。 

② ひとり親家庭等医療給付に関すること。 

③ 児童手当に関すること。 

④ 児童扶養手当に関すること。 

⑤ 未熟児養育医療給付に関すること。 

⑥ 置広指定ごみ袋子育て支援事業に関すること。 

米沢市立 

緑ケ丘保育園

吾 妻 保 育 園 

① ０～５歳児保育の実施に関すること。 

② 教材管理に関すること。 

③ 環境整備に関すること。 

④ 保育指導案作成に関すること。 

 

３ 子ども家庭課 

企 画 担 当 

① 里親に関すること。 

② 子育て短期支援事業に関すること。 

③ 入院助産施設等措置に関すること 

④ 興望館の管理運営に関すること。 

⑤ 子どもの貧困対策に関すること。 
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家 庭 支 援 担 当 

① 子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室含む）の運営に関すること。 

② 児童虐待防止対策に関すること。 

③ ひとり親福祉及び寡婦福祉に関すること。 

④ 母子・父子自立支援事業に関すること。 

⑤ 要保護児童対策地域協議会に関すること。 

 

 

４ 高齢福祉課 

事 業 管 理 担 当 

① 介護保険事業特別会計予算管理、介護保険給付基金に関すること。 

② 介護保険事業計画策定、進行管理に関すること。 

③ 米沢市介護保険運営協議会に関すること。 

④ 地域密着型サービス、居宅介護支援及び総合事業指定事業者等の指定、 

指導等に関すること。 

⑤ 介護保険制度の啓発に関すること。 

⑥  国、県等補助金・交付金に関すること。 

介護認定給付担当 

① 要介護認定に関すること。（審査会･認定調査･主治医意見書） 

② 介護保険給付に関すること。 

③ 給付費適正化に関すること。 

④ 市独自の利用者負担助成に関すること。 

⑤ 被保険者証交付、資格管理に関すること。 

高齢者福祉担当 

① 老人ホーム入所措置等の調整管理に関すること。 

（事前調査・入所判定委員会） 

② 高齢者の在宅福祉サービスに関すること。 

③ 高齢者の権利擁護に関すること。 

④ 高齢者等の緊急通報システムに関すること。 

⑤ 高齢者の創造活動事業に関すること。 

地域包括支援担当 

（地域包括支援センター） 

① 地域包括支援センターの運営に関すること。 

② 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

③ 在宅医療・介護連携推進に関すること。 

④ 認知症総合支援に関すること。 

⑤ 生活支援体制整備に関すること。 

⑥ 地域ケア会議に関すること。 

⑦ 介護相談員派遣に関すること。 
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Ⅰ 一般社会福祉 

 

１ 民生委員・児童委員（主任児童委員） 

民生委員・児童委員は、町内会等からの推薦に基づき、地区選考委員会、米沢市民生委員推

薦会、山形県社会福祉審議会を経て、厚生労働大臣及び県知事から委嘱される。任期は 3年で、

本市の定数は 200名となっている。 

活動については、地域住民の生活実態を把握し、援助を必要とする人たちの相談に応じ、そ

の人たちの有する能力に応じて自立した日常を営むことができるよう支援するなど、行政や専

門機関へのパイプ役としての役割を果たしている。また、市内 14地区に組織される民生委員児

童委員協議会の一員として、毎月定例会を開催し、様々な問題についての意見交換や自発的な

研修を通して問題の解決等にあたるなど、地域の福祉課題の解決や改善を組織的に図っていく

役割を担っている。 

民生委員・児童委員の一部は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する「主任児童委

員」として厚生労働大臣から指名され、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育て

の支援や児童健全育成活動などに取り組んでいる。近年の子育て不安、児童虐待問題等の増加

の状況に対応するため、地区民生委員児童委員協議会が担当する地区に 2 人ずつ配置されてお

り、28名（男 5名、女 23名）が活動している。 

 

（１）地区別の委員数 （令和 5年 3月末現在） 

地区 男 女 計 地区 男 女 計 地区 男 女 計 

中部 
9 4 13 

松川 
5 8 13 

三沢 
9 2 11 

(1) (1) (2)  (2) (2)  (2) (2) 

東部 
9 13 22 

愛宕 
5 4 9 

山上 
6 5 11 

 (2) (2)  (2) (2)  (2) (2) 

西部 
12 9 21 

万世 
7 3 10 

上郷 
6 6 12 

(1) (1) (2)  (2) (2)  (2) (2) 

南部 
16 3 19 

広井郷 
10 5 15 

南原 
9 3 12 

(1) (1) (2)  (2) (2)  (2) (2) 

北部 
10 6 16 

窪田 
12 1 13 

計 
125 72 197 

 (2) (2) (2)  (2) (5) (23) (28) 

（ ）は主任児童委員 
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（２）活動状況 

  H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相 

談 

・
支 

援 

件 

数 

内 
 

容 
 

別 

在宅福祉 595 611 605 588 492 

介護保険 126 119 84 76 105 

健康・保健医療 164 149 184 205 151 

子育て・母子保健 175 121 89 99 70 

子どもの地域生活 329 286 215 371 274 

子どもの教育・学校生活 323 285 188 196 147 

生活費 138 140 189 130 129 

年金・保険 17 43 23 14 19 

仕事 51 40 38 24 29 

家族関係 180 155 132 178 115 

住居 106 75 98 98 65 

生活環境 241 248 308 236 225 

日常的な支援 1,721 1,600 1,336 1,348 1,452 

その他 2,002 1,986 1,903 2,039 1,821 

計 6,168 5,858 5,392 5,602 5,094 

分 

野 

別 

高齢者に関すること 3,092 3,210 3,161 3,109 3,036 

障がい者に関すること 271 198 234 197 129 

子どもに関すること 1,249 993 607 797 561 

その他 1,556 1,457 1,390 1,499 1,368 

計 6,168 5,858 5,392 5,602 5,094 
 

そ
の
他
の
活
動
件
数 

調査・実態把握 2,165 2,459 2,392 2,312 2,278 

行事・事業・会議への参加協力 4,882 4,687 2,151 2,456 2,921 

地域福祉活動・自主活動 5,519 5,143 3,995 4,834 4,436 

民児協運営・研修 5,003 5,731 4,688 4,851 5,363 

証明事務 261 394 420 517 419 

要保護児童の発見の通告・仲介 78 33 62 36 57 

訪問 

回数 

訪問・連絡活動 19,541 19,512 20,593 19,814 19,532 

その他 5,410 5,670 5,958 6,446 5,957 

連絡調 

整回数 

委員相互 6,724 7,328 6,340 6,281 6,649 

その他の関係機関 3,876 3,888 3,345 3,915 3,564 

活 動 日 数 24,711 24,725 21,351 22,630 22,714 
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２ 援護・恩給 

  戦傷病者・戦没者遺族に対して給付金・弔慰金の受付業務を行う。 

○戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく各種請求書進達 

○戦傷病者特別援護法による給付の周知及び請求書進達 

○戦傷病者・戦没者等の遺族に対する特別給付金支給 

○中国残留邦人等帰国援護、援護関係団体協力 

○シベリア抑留死亡者の遺族調査 

○米沢市戦没者追悼式 など 

 

３ 災害弔慰金支給及び災害援護資金貸付事業 

  災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施するとともに、この法律の適用を受けない小

規模災害等についても、市独自の弔慰金等を支給している。 

種    別 基 準 額（円） 
R4年度実績 

件数 支給額（円） 

災害弔慰金 
法適用災害 

死亡者が主たる生計維持者 5,000,000 0 0 

その他 2,500,000 0 0 

上記以外の災害（市独自） 150,000 1 150,000 

災 害 障 害 

見 舞 金 

障がい者が主たる生計維持者 2,500,000 0 0 

その他の場合 1,250,000 0 0 

災害見舞金 

( 市 独 自 ) 

全焼・全壊・流出・埋没 
(2人以上世帯)  20,000 2 40,000 

(単身世帯)    10,000 1 10,000 

半焼・半壊・半流出・半埋没 
(2人以上世帯)  10,000 0 0 

(単身世帯)     5,000 1 5,000 

床上浸水 5,000 4 20,000 

災 害 援 護 

資 金 貸 付 

(世帯主に 

1 ヶ月以上

の負傷があ

るとき) 

家財の 1／3 以上の損壊 1,500,000 0 0 

家財の損害があり、かつ住居の損害がない

場合 
2,500,000 0 0 

住居が半壊した場合 2,700,000 0 0 

住居が全壊した場合 3,500,000 0 0 

住居の残存部分を取り壊さざるを得ない

場合等特別の事情がある場合 
3,500,000 0 0 

災 害 援 護 

資 金 貸 付 

(世帯主に 

負傷がない

場合) 

家財の損害があり、かつ住居の損害がない

場合 
1,500,000 0 0 

住居が半壊した場合 1,700,000 0 0 

住居が全壊した場合 2,500,000 0 0 

住居全体が滅失又は流出した場合 3,500,000 0 0 

住居の残存部分を取り壊さざるを得ない

場合等特別の事情がある場合 
2,500,000 0 0 

住居が全壊した場合で特別の事情がある

場合 
3,500,000 0 0 
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４ 社会福祉法人に対する認可等事務 

  本市に事務所を有し、市内で事業を実施する社会福祉法人について、所轄庁として法人設立

認可等事務や指導監査を実施している（平成 25年度権限移譲）。 
 

 対 象 法 人 名 所 在 地 
設立認可 
年月日 

1 社会福祉法人 米沢仏教興道会 塩井町塩野 1476番地の 1 S27. 5.17 

2 社会福祉法人 法音会 御廟 2丁目 3番 17号 S40. 4. 1 

3 社会福祉法人 米沢市社会福祉協議会 西大通 1丁目 5番 60号 S43. 3.11 

4 社会福祉法人 米沢栄光の里 万世町梓山 5494番地の 1 S44. 9.20 

5 社会福祉法人 米沢中央保育園 桜木町 1番 75号 S47. 9.26 

6 社会福祉法人 山上保育園 通町 4丁目 11番 20号 S49. 3.18 

7 社会福祉法人 緑成会 広幡町成島字窪平山 2120番地の 5 S51. 6.21 

8 社会福祉法人 ましみず会 塩井町塩野 2081番地の 6 S53. 3.10 

9 社会福祉法人 照護会 西大通 1丁目 6番 56号 S60. 2.20 

10 社会福祉法人 米沢弘和会 大字簗沢 3046番地 H 1. 3.31 

11 社会福祉法人 仁慈の会 吾妻町 4番 25号 H 2. 9.18 

12 社会福祉法人 米沢明星会 門東町 3丁目 2番 27号 H 3. 6.18 

13 社会福祉法人 あづま会 大字李山 8132番地の 11 H 4. 5.15 

14 社会福祉法人 回春堂 大字花沢 2986番地の 1 H 7. 6.26 

15 社会福祉法人 敬友会 大字下新田 28番地 H11. 3. 3 

16 社会福祉法人 にじの家 太田町 3丁目 1番 32号 H15. 6.27 

 

５ 避難行動要支援者避難支援事業 

  災害対策基本法に基づき、高齢者や障がい者など、災害発生または災害が発生するおそれが

ある場合に自ら避難することが困難な者（避難行動要支援者）について名簿を作成するととも

に、災害時要援護者（避難行動要支援者）避難支援制度への登録を促し、登録情報を民生委員・

児童委員及び自主防災組織と共有することで、平時から地域で支え合う体制の構築を推進する。 

                              （令和 5年 2月 1現在） 

区  分 避難行動要支援者数 

75歳以上の高齢者のみの世帯 4,978 

要介護 3～5認定者 407 

身体障害者手帳交付者(1級,2級) 849 

療育手帳交付者(A判定) 93 

精神障害者保健福祉手帳交付者（1級） 53 

障害者総合支援法上のサービス給付を受けている難病患者・医療的ケア児・者 8 

市長が認める者（災害時要援護者避難支援制度登録者（※）のうち記要件外の者） 787 

計 7,175 

※災害時要援護者避難支援制度登録者数 3,319人（令和 5年 3月 31日現在） 
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６ 福祉バスの運行 

  福祉に関する団体、ボランティア活動を行う団体及び米沢市老人クラブ連合会に加入してい

る老人クラブが、福祉に関する活動を行う移動手段として福祉バスを活用することにより、地

域福祉活動の向上を図る。 

① 1号車 24名以上 38名以内 

定員：座席（30）、補助席（6）、車いす（2） 

 

2号車 10名以上 23名以内 

定員：座席（14）、補助席（7）、車いす（2） 

  ※ 平成 23年 4月から 2台で運行 

 

② 運行状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

運行日数 
１号車 102 86 25 35 45 

２号車 104 85 8 10 44 

利用人数 
１号車 2,772 2,175 333 560 955 

２号車 1,625 1,276 63 93 488 

稼働率（％） 
１号車 34.00 29.65 8.28 11.55 14.80 

２号車 34.55 28.42 2.66 3.30 14.52 

 

７ 日本赤十字事業 

  日本赤十字社の「人道と博愛」を基調とし、本市も日本赤十字米沢市地区として各種事業を

推進している。 

（１）社資収納状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

目標額（円） 15,923,600 15,989,400 15,981,700 15,973,300 15,971,200 

収納額（円） 14,784,980 14,699,095 14,663,070 15,037,048 14,297,168 

達成率（％） 92.8 91.9 91.7 94.1 89.5 

 

（２）講習会実施状況                       （令和 4年度実績） 

 
救急法 

水 上 

安全法 

幼 児 

安全法 

健康生活 

支援講習 
計 

基礎 養成 短期 
 

短期 短期 短期 
うちＡＥＤ 

実施回数 2 0 17 17 1 2 0 22 

受講人数 45 0 361 361 16 36 0 458 
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（３）災害救護 

 
被災件数 救援物資交付数 見舞金支給額

（円） 全焼(全壊) 半焼（半壊） 部分焼 毛布 緊急セット 学用品 

H30年度 1 0 0 1 1 0 20,000 

R元年度 4 0 0 15 5 0 80,000 

R2年度 2 0 0 0 0 0 40,000 

R3年度 2 0 0 6 2 0 40,000 

R4年度 7 1 0 3 3 0 150,000 

 

（４）義援金等の受付状況 

名称 受付金額（円） 受付期間 備考 

令和 2年 7月豪雨災害義援金(指定なし)  2,975 
R2.7.13 

 ～R4.9.30 

累計 

  95,485円 

ウクライナ人道危機救援金 1,443,124 R4.3.8～ 

累計 

(R5.3.31現在) 

2,218,077円 

令和 4年 3月福島県沖地震  12,222 
R4.3.23 

～R4.6.30 

累計 

12,222円 

令和 4年 8月 3日からの大雨災害義援金 

（山形県） 
131,658 

R4.9.2 

～R4.12.28 
 

ＮＨＫ海外たすけあい募金 1,352 
R4.12.1 

～R4.12.25 
 

2023年トルコ・シリア地震救援金  223,638 R5.2.9～  

計 1,814,969   

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ 低 所 得 者 福 祉 
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Ⅱ 低所得者福祉 

１ 生活保護  

日本国憲法第２５条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る」と規定され、この理念に基づき国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度

に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること

を目的として、生活保護法が制定されたものである。この制度の基本原理は、１.無差別平等の

原理、２．最低生活保障の原理、３．補足性の原理から成り立っている。生活保護行政は、単に

生活に困窮している国民に対して最低生活を保障することだけでなく、さらに積極的に、それ

らの人々の自立の助長を図ることを目的としている。 

本市における生活保護の状況は、被保護世帯数、被保護人員数、保護率とも平成８年度まで

は、おおむね減少の傾向で推移してきたが、その後は増加傾向に転じ、特に平成２０年に発生

したリーマンショックの影響により製造業を中心とした雇用環境の悪化を受け、平成２４年１

月には７８０世帯、１,０６４人、保護率１.１９％と最高値を記録したところである。その後

は減少傾向で推移していたが、令和元年度から増加傾向に転じ、新型コロナウイルス感染症や

電気、ガス、食料品等の価格高騰の影響も受け、令和４年度は６８３世帯、８０９人、保護率

１．０１％となっている。 

被保護世帯の世帯別類型については、従前より高齢者世帯の割合が最も高い割合を占めてい

たが、高齢化の一層の進展に伴い令和３年度は５７.３％と半数を超える状況となっている。 

また、稼働年齢層である「その他の世帯」の割合は、平成２１年度（９.９％）から平成２４

年度（２１.９％）にかけて顕著な増加傾向が見られたが、それ以降は雇用環境の改善等を受け

減少傾向で推移している。 

生活保護の運用においては、経済的援助のほか、在宅支援や介護サービス等を活用しての処

遇の充実を図るなど日常的にきめ細かく、適切な助言指導を行うことにより、経済的・精神的

自立の助長を図る必要があるため、平成２１年４月から就労支援相談員を１名配置している。

さらに、平成２８年４月からは「被保護者就労準備支援事業」も実施し被保護者への就労支援

や指導を実施している。 

また、平成２４年４月から面接相談員を１名配置し、複雑化・高度化する相談業務に対応し

ている。 

（１）生活保護世帯等の推移（年度平均） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

被保護世帯数 ６５０ ６６６ ６７２ ６８４ ６８３ 

被保護人員 ７８３ ７９４ ８０２ ８１６ ８０９ 

保
護
率
％ 

米沢市 ０．９４ ０．９６ ０．９８ １．００ １．０１ 

山形県 ０．７２ ０．７３ ０．７３ ０．７４ ０．７４ 

全 国 １．６６ １．６４ １．６４ １．６３ １．６３ 

 ※年度平均…被保護世帯数・人員は常に変動するため、毎月末時点の値を合計し１２か月で

除したもの（県調査「生活保護の実施状況」による）。 
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（２）保護の開始理由別世帯数の推移 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

傷病 ２９ ２０ １４ １２ １２ 

要介護状態 ０ １ ７ １４ ９ 

働いていた者の死亡 ０ ０ １ ０ ０ 

働いていた者の離別 ２ ４ １ ２ １ 

失業・解雇等 ６ ６ ８ ９ ８ 

老齢による収入の減少 ６ ４ ４ １ ２ 

事業不振・倒産 ０ ０ ４ １ ２ 

その他の働きによる収入減少 １ １ １ ２ ０ 

社会保障給付金の減少・喪失 ０ ４ ２ １ １ 

貯金等の減少・喪失 ２８ ３２ ３３ ４０ ３８ 

仕送りの減少・喪失 ７ ３ ５ １ ４ 

ケース移管 ４ ３ ３ ３ ６ 

その他 ７ ８ ９ ６ １８ 

計 ９０ ８６ ９２ ９２ １０１ 

 

（３）保護の廃止理由別世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

傷病治癒 ０ ０ ０ ０ ０ 

死亡 ４１ ３６ ３７ ５１ ４１ 

失踪 ０ ０ ０ ０ ０ 

働きによる収入の増加・取得 ８ ５ ４ ４ ９ 

働き手の転入 ０ ０ ０ ０ ０ 

社会保障給付金の増加 ８ ５ ７ ４ ８ 

仕送り等の増加 １ ０ ０ ０ ０ 

親類縁者等の引取り ３ ４ ４ ３ ６ 

施設入所 ３ ８ ６ ３ ９ 

医療費の他法負担 ０ ２ ０ ０ １ 

ケース移管 ４ ３ ３ ２ ２ 

その他 １９ １４ ３０ ２０ ２３ 

計 ８７ ７７ ９１ ８７ ９９ 
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（４）生活保護世帯類型別の推移（年度平均、停止世帯を除く） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

高齢者世帯 
世帯数 

割 合 
３５２ 
54.1％ 

３７４ 
56.1% 

３７８ 
56.2％ 

３９２ 
57.3% 

３９１ 
57.2% 

母子世帯 
世帯数 

割 合 
２５ 
3.8％ 

２０ 
3.0% 

２１ 
3.1％ 

２５ 
3.7% 

２３ 
3.4% 

障がい者世帯 
世帯数 

割 合 
７８ 

12.0％ 
８０ 

12.0% 
７６ 

11.5％ 
８１ 
11.8% 

９０ 
13.2% 

傷病者世帯 
世帯数 

割 合 
１２５ 
19.2％ 

１２３ 
18.5% 

１１８ 
17.5％ 

１１１ 
16.2% 

１０９ 
16.0% 

その他の世帯 
世帯数 

割 合 
７１ 

10.9％ 
６９ 

10.4% 
７９ 

11.7％ 
７５ 
11.0% 

７０ 
10.2% 

 

（５）生活保護費の扶助別支給状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

生活扶助 
人 員（人） 
金 額（円） 

8,243 
337,070,487 

8,237 
337,917,565 

8,190 
323,998,297 

8,310 
324,973,515 

8,160 
316,627,504 

住宅扶助 
人 員（人） 
金 額（円） 

7,870 
169,214,102 

7,765 
162,449,132 

7,865 
174,189,070 

7,946 
182,665,623 

7,963 
181,885,130 

教育扶助 
人 員（人） 
金 額（円） 

353 
3,928,613 

381 
4,100,166 

346 
3,405,546 

342 
3,515,171 

243 
2,781,472 

介護扶助 
人 員（人） 
金 額（円） 

2,484 
43,259,429 

2,201 
35,233,389 

2,448 
53,411,472 

2,547 
42,303,122 

2,505 
45,427,984 

医療扶助 
人 員（人） 
金 額（円） 

7,942 
657,881,030 

7,711 
682,762,610 

7,840 
703,745,689 

7,914 
709,162,026 

7,964 
656,099,566 

出産扶助 
人 員（人） 
金 額（円） 

0 
0 

0 
0 

1 
188,720 

0 
0 

0 
0 

生業扶助 
人 員（人） 
金 額（円） 

166 
3,010,656 

147 
1,993,672 

171 
2,185,796 

164 
2,423,512 

173 
2,828,987 

葬祭扶助 
人 員（人） 
金 額（円） 

4 
753,373 

12 
1,509,801 

4 
732,080 

12 
2,138,763 

11 
2,129,046 

保護施設 
事 務 費 

人 員（人） 
金 額（円） 

246 
42,208,819 

262 
41,254,671 

259 
46,181,396 

262 
48,810,318 

238 
47,334,714 

委 託 
事務費 

人員（人） 
金額（円） 

- - 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

就労自立 
給 付 金 

人員（人） 
金額（円） 

6 
159,758 

3 
181,533 

2 
77,332 

1 
20,000 

5 
178,231 

進学準備
給 付 金 

人 員（人） 
金 額（円） 

2 
400,000 

2 
400,000 

3 
500,000 

2 
200,000 

0 
0 

合計 
人 員（人） 
金 額（円） 

27,316 
1,257,886,267 

26,721 
1,267,802,539 

27,129 
1,308,615,398 

27,410 

1,316,212,050 

27,262 

1,255,292,634 

 ※「委託事務費」は令和２年度から創設 

 

（６）被保護者の救護施設入所状況（年度平均）                             

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

救護施設泉荘（長井市） １１ １０ １２ １２ １２ 

救護施設紅花ホーム（天童市）  ６ ６ ６ ５ ５ 

救護施設みやま荘（河北町）  ５ ５ ５ ４ ３ 
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２ 生活困窮者自立支援 

雇用環境の変化や超高齢社会の到来の影響を受け、全国の生活保護受給者数は急増し、平成

２７年３月には現行制度下で過去最高となる約２１７万人を記録した。 

生活保護受給世帯を世帯類型ごとにみると、稼働年齢層を含む「その他世帯」が平成２７年

までの１０年間で約３倍強に増加しており、こうした状況を受け、生活困窮者について早期支

援と自立促進を図るために「生活困窮者自立支援法」が平成２７年４月に施行された。 

本制度は生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対して包括

的な支援を行うものであり、生活困窮者の自立と尊厳の確保及び生活困窮者支援を通じた地域

づくりを目的としている。 

令和 4 年度は相談者数 264 名、住居確保給付受給者数 17 名と前年度よりも減少しているが、

継続した相談は長期化傾向となっている。また、子どもの学習・生活支援利用者数 22名は、コ

ロナ禍以前に比べ 2倍以上となっている。 

 

（１）必須事業（委託先：(社)米沢市社会福祉協議会） 

自立相談支援事業 
生活困窮者の相談に応じ、相談者の状態にあったプランを作成し、

必要なサービスの提供につなげる。 

住居確保給付事業 
離職により住居を失った又はその恐れが高い方に、有期で家賃相

当額を支給する。 

 

（２）任意事業 

就労準備支援事業 

（委託先：NPO法人 With優） 

 直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対し、一般就労に

従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援

する。 

家計改善支援事業 

（県事業活用） 

 家計の管理に課題を抱える生活困窮者世帯に対し、収入、支出そ

の他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高め

ることを支援する。 

子どもの学習・生活支援事業 

（委託先：NPO法人 With優） 

 生活困窮者世帯等の子どもに対し学習支援等を行うとともに、そ

の保護者等に対して養育支援を行う。（生活保護受給者世帯も対象） 

 

（３）事業実施状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相談者数  １９５ １８６ ５１５ ３３８ ２６４ 

新規支援プラン決定者 １５ ９ ２８ ３０ １１ 

住居確保給付金受給者 ９ ９ ４３ ３４ １７ 

就労準備支援利用者 ７ ６ ５ １０ ７ 

家計改善支援利用者 － ０ ０ ０ ０ 

子どもの学習・生活支援利用者 ７ ９ １４ １６ ２２ 

 ※「家計改善支援事業」は令和元年度から実施 
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Ⅲ 障がい児・者福祉 

 

１ 障がい児・者福祉 

障がい者福祉制度は、平成１５年度からノーマライゼーションの理念に基づいて「支援費制

度」が施行された。平成１８年４月からは、障がい者が地域で安心して暮らせる社会を実現す

るために「障害者自立支援法」が施行され、更なる福祉サービスの充実が図られた。平成２４

年には、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法

律の整備が図られ、平成２５年４月に障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律「障害者総合支援法」に改正された。法律の基本理念には「基本

的人権を享有する個人としての尊厳」を盛り込み、障がい者の範囲に難病が追加された。 

障がい児福祉制度については、施設系は児童福祉法、事業系は障害者自立支援法と分かれて

実施されてきたが、障がい児支援の強化を図るため平成２４年度より児童福祉法に一元化され

た。 

 

（１）障害者相談員 

身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づき、身体障がい者及び知的障がい者の福

祉の増進を図ることを目的とする。平成２４年度より県から市へ委譲された。 

① 身体障害者相談員（任期：令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日） 

 氏  名 住  所 電  話 

１ 藤 身 貴 一 米沢市中田町７９５番地の１７ 37-2273 

２ 大 竹 雄 次 米沢市塩井町塩野２２８７番地の７ ３-３０６号室 ― 

３ 髙 橋 祐 三 米沢市中央１丁目１３番１４号 ６０１号室 21-1370 

４ 木 村   了 米沢市東大通３丁目８番９号 22-2686 

５ 齋 藤 定 雄 米沢市太田町４丁目１番１２８－８号 38-6115 

６ 我 妻 收 子 米沢市塩井町塩野７９８番地の５ 21-6431 

７ 退 田 妙 子 米沢市六郷町桐原２８７番地 37-4479 

８ 山 田 記 子 米沢市中央２丁目６番６号 ５０２号室 090-9740-3382 

９ 佐 藤 登志男 米沢市諸仏町４８６６番地の６ 38-3795 

１０ 我 妻 次 雄 米沢市諸仏町３５８０番地の２ 38-3375 

１１ 清 水   潤 米沢市矢来１丁目３番６５号 22-8199 
 

② 知的障害者相談員（任期：令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日） 

 氏  名 住  所 電  話 

１ 我 妻 みさ子 米沢市万世町牛森４８５０番地 28-6927 

２ 髙 橋 美津子 米沢市花沢町３２４９番地 23-6893 

３ 山 口 好 江 米沢市吾妻町３番１６号 38-5150 

４ 佐 藤 美智子 米沢市城西２丁目３番３２号 22-6300 
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③  相談内容及び件数                     （令和４年度実績） 

身体障害者相談員 知的障害者相談員 

身体障害者手帳 7   療育手帳 0   

補装具 3   教育・学校生活等 14   

日常生活用具 5   成年後見制度 0   

更生・育成医療 21   福祉施設 35   

福祉施設 15   障害年金・手当 0   

障害年金・手当 5   介護保険 0   

介護保険 2   生活福祉資金 0   

生活福祉資金 1   障がい福祉サービス 6   

税金 1   税金 0   

保健・医療 10   保健・医療 25   

結婚・育児 1   結婚・育児 0   

就職・就労 5   就職・就労 2   

対人関係 4   対人関係 20   

虐待 0   虐待 0   

その他 42   その他 110   

計 122  計 212   

 

（２）手帳の交付 

① 身体障害者手帳 

各種福祉制度を受ける場合、税の控除、減免、ＪＲ、バス、タクシー等の運賃割引等各

種の制度を利用するため交付するもので、平成２２年４月から肝臓機能障がいも対象と

なっている。 

ア 年度別身体障害者(児)手帳交付状況 

 

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

新

規

交

付 

年
度
末
現
在 

新

規

交

付 

年
度
末
現
在 

新

規

交

付 

年
度
末
現
在 

新

規

交

付 

年
度
末
現
在 

新

規

交

付 

年
度
末
現
在 

視
覚
障
害 

18歳 

未満 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18歳 

以上 
14 171 11 172 5 163 8 173 22 179 

計 14 171 11 172 5 163 8 173 22 179 

聴
覚
平
衡 

機
能
障
害 

18歳 

未満 
1 9 0 7 0 7 0 6 0 5 

18歳 

以上 
14 267 16 255 21 256 18 293 41 309 

計 15 276 16 262 21 263 18 299 41 314 
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音
声
・
言
語
・
そ

し
ゃ
く
機
能
障
害 

18歳 

未満 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18歳 

以上 
6 40 4 36 3 38 4 46 5 53 

計 6 40 4 36 3 38 4 46 5 53 

肢
体
不
自
由 

18歳 

未満 
0 28 3 28 0 22 3 21 3 21 

18歳 

以上 
91 1,888 87 1,819 55 1,766 73 1,901 95 1,880 

計 91 1,916 90 1,847 55 1,788 76 1,922 98 1,901 

内
部
障
害 

18歳 

未満 
1 14 1 13 1 12 0 11 1 10 

18歳 

以上 
120 1,118 108 1,099 105 1,103 104 1,200 181 1,251 

計 121 1,132 109 1,112 106 1,115 104 1,211 182 1,261 

計 

18歳 

未満 
2 51 4 48 1 41 3 38 4 36 

18歳 

以上 
245 3,484 226 3,381 189 3,326 207 3,613 344 3,672 

計 247 3,535 230 3,429 190 3,367 210 3,651 348 3,708 
 

イ 等級別身体障害者手帳交付台帳登載者数        

障害名 年齢層 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

視覚障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

18～64歳 13 21 3 1 8 2 48 

65歳以上 30 61 5 10 20 5 131 

計 43 82 8 11 28 7 179 

聴覚障害 

18歳未満 0 3 2 0 0 0 5 

18～64歳 8 24 4 8 0 12 56 

65歳以上 15 26 33 72 2 102 250 

計 23 53 39 80 2 114 311 

平衡機能障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

18～64歳 0 0 1 0 0 0 1 

65歳以上 0 0 0 0 2 0 2 

計 0 0 1 0 2 0 3 

音声･言語･そしゃく機能

障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

18～64歳 0 4 6 8 0 0 18 

65歳以上 1 4 23 7 0 0 35 

計 1 8 29 15 0 0 53 
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上肢機能障害 

18歳未満 5 0 2 0 1 0 8 

 18～64歳 47 41 23 16 11 15 153 

肢 65歳以上 134 112 45 37 36 19 381 

 計 186 153 68 53 48 34 542 

 

下肢機能障害 

18歳未満 0 0 2 0 1 2 5 

体 18～64歳 15 10 20 59 49 30 183 

 65歳以上 22 33 166 398 235 83 937 

 計 37 43 188 457 285 115 1,125 

不 

体幹機能障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

 18～64歳 7 11 14 0 11 0 43 

 65歳以上 24 26 34 1 28 0 113 

自 計 31 37 48 1 39 0 156 

 脳 

上肢機能障害 

18歳未満 1 0 0 0 0 0 1 

 原 18～64歳 13 4 5 3 1 1 27 

由 性 65歳以上 6 1 2 1 0 1 11 

 運 計 20 5 7 4 1 2 39 

 動 

移動機能障害 

18歳未満 5 2 0 0 0 0 7 

 機 18～64歳 9 8 0 1 0 4 22 

 能 65歳以上 2 0 5 0 2 1 10 

  計 16 10 5 1 2 5 39 

 

心臓機能障害 

18歳未満 6 0 2 2 0 0 10 

 18～64歳 62 0 14 23 0 0 99 

内 65歳以上 422 5 111 88 0 0 626 

 計 490 5 127 113 0 0 735 

 

じん臓機能障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

部 18～64歳 98 0 0 0 0 0 98 

 65歳以上 150 0 1 0 0 0 151 

 計 248 0 1 0 0 0 249 

障 

呼吸器機能障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

 18～64歳 2 0 4 1 0 0 7 

 65歳以上 26 2 26 6 0 0 60 

が 計 28 2 30 7 0 0 67 

 

膀胱・直腸機能障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

 18～64歳 0 0 6 33 0 0 39 

い 65歳以上 1 0 5 154 0 0 160 

 計 1 0 11 187 0 0 199 

 

小腸機能障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

 18～64歳 0 0 0 0 0 0 1 

 65歳以上 0 0 1 1 0 0 1 

 計 0 0 1 1 0 0 2 
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免疫機能障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

 18～64歳 1 1 1 1 0 0 4 

 65歳以上 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

計 1 1 1 1 0 0 4 

肝臓機能障害 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0 

18～64歳 3 0 0 0 0 0 3 

65歳以上 2 0 0 0 0 0 2 

計 5 0 0 0 0 0 5 

合    計 

18歳未満 17 5 8 2 2 2 36 

18～64歳 278 124 101 154 80 64 801 

65歳以上 835 270 455 775 325 211 2,871 

計 1,130 399 564 931 407 277 3,708 
 

② 療育手帳 

昭和４８年９月に制定され、知的障がい児・者に対して、一貫した指導、相談を行う

とともに、各種の福祉制度を受けやすくするために交付している。 

障害程度  H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

Ａ（重度） 
１８歳未満 ３３ ２３ ２１ １９ １６ 

１８歳以上 １７１ １８７ １９０ １９７ １９７ 

Ｂ（中・軽度） 
１８歳未満 ６１ ６１ ５３ ５４ ５７ 

１８歳以上 ４１８ ４１７ ４２２ ４２１ ４３１ 

計 ６８３ ６８８ ６８６ ６９１ ７０１ 
 

③ 精神障害者保健福祉手帳 

精神障がいのある方が、各種福祉制度を受けやすくするための手帳で、精神障がいの

ため長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約がある方に交付している。 

障害程度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

１級 ９４ １０４ １０３ ９７ ９４ 

２級 ２１３ ２４３ ２５７ ２６４ ２８３ 

３級 １２２ １５２ １６７ １７６ １８６ 

計 ４２９ ４９９ ５２７ ５３７ ５６３ 

 

（３）自立支援給付 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の基本理念にのっと

り、障がいの有無によって分け隔てられることなく共生する社会を実現するため「介護給

付」及び「訓練等給付」を実施する。 

平成２４年度からは相談支援の充実が図られ、計画相談支援の対象が障がい福祉サービ

ス利用者全員に拡大され、さらに地域相談支援が新設された。 
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介

護

給

付 

居宅介護 

障がいのある人に、居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調

理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言そ

の他の生活全般にわたる援助を行う。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由な人、又は重度の知的障がい若しくは精神障が

いにより、行動上著しい困難を有し、常時介護を要する人に、居

宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等

の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわ

たる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。 

行動援護 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常時

介護を要する人に、行動する際に生じる危険を回避するために必

要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介

護その他の行動する際の必要な援助を行う。 

短期入所 

居宅において、その介護者の疾病その他の理由により、短期間の

入所を必要とする障がいのある人について、短期間施設に入所し

入浴、排泄及び食事の介護その他の必要な支援を行う。 

同行援護 
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行

し、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行う。 

療養介護 

医療の必要な障がいのある人で常時介護が必要な人に、医療機関

で機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行う。また、療養介

護のうち医療に係るものを療養医療として提供する。 

生活介護 

常時介護が必要な障がいのある人に、主として昼間において、入

浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに

生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、

創作活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能

力の向上のために必要な援助を行う。 

施設入所支援 

施設に入所している障がいのある人に対して、主として夜間にお

いて、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び

助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。 

訓

練

等

給

付 

自立訓練（機能訓練） 

身体に障がいのある人又は難病等のある人に対し、理学療法、作

業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談

及び助言その他の必要な支援を行う。 

自立訓練（生活訓練） 

知的障がい又は精神障がいのある人に対し、入浴、排せつ及び食

事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等

に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 

宿泊型自立訓練 

知的障がい又は精神障がいのある人に対し、居室その他の設備を

利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための

支援、生活等に関する相談及び助言その他の支援を行う。 

就労移行支援 

就労を希望する６５歳未満の障がいのある人に対し、通常の事業

所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、

職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及

び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その

適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために

必要な相談その他の必要な支援を行う。 
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就労継続支援（Ａ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人のうち、

適切な支援により雇用契約等に基づき就労する人に対し、生産活

動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力

の向上のために必要な訓練その他の支援を行う。 

就労継続支援（Ｂ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人のうち、

通常の事業所に雇用されていた障がいのある人であって、その年

齢、心身の状態その他の事情により雇用されることが困難となっ

た人及び、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されなか

った人に対し、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労

に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の支援を

行う。 

自立生活援助 

居宅において単身等で生活する障がい者につき、定期的な巡回訪

問や随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅におけ

る自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情

報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立し

た日常生活を営むために必要な援助を行う。 

共同生活援助 

障がいのある人に、主として夜間において、共同生活を営むべき

住居において相談、入浴、排せつ又食事の介護その他の日常生活

上の援助を行う。 
 

① 訪問系サービス利用状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

居宅介護 １４９ １５２ １５７ １７１ １８０ 

重度訪問介護 ７ ７ ４ ３ ２ 

同行援護 ６ ５ ３ ６ ３ 

行動援護 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 １６２ １６４ １６４ １８０ １８５ 
 

② 日中活動系サービス利用状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

短期入所 ７５ ７７ ５２ ６０ ６３ 

療養介護 １６ １９ ２３ ２３ ２４ 

生活介護 ２２９ ２３４ ２４１ ２３９ ２３８ 

自立訓練（機能訓練） ７ ７ ８ ７ ８ 

自立訓練（生活訓練） １ １ １ １ ０ 

宿泊型自立訓練 ０ １ １ １ ０ 

就労移行支援 ２１ ２２ ２２ １３ ９ 

就労継続支援（Ａ型） ４５ ４７ ３０ ２３ ２９ 

就労継続支援（Ｂ型） ４１２ ４２４ ４４７ ４６０ ４５４ 

自立生活援助 ０ １ １ ３ ２ 

計 ８０６ ８３３ ８２６ ８３０ ８２７ 
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③ 居住系サービス利用状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

施設入所支援 １２７ １３０ １２９ １２６ １２９ 

共同生活援助（グループホーム） １４７ １５７ １５３ １５１ １５１ 

計 ２７４ ２８７ ２８２ ２７７ ２８０ 
 

④ 相談支援利用状況 

ア 計画相談支援・障害児相談支援 

自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネ

ジメントによりきめ細かく支援するため、サービス等利用計画を作成する。 

イ 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

施設や病院から地域へ移行するための相談や、地域で生活するための常時の連絡体

制を確保し、必要な支援を行う。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

計画相談支援 ７８３ ８０１ ８３２ ８４１ ８３３ 

障害児相談支援 １５０ １６１ １６４ １８４ ２００ 

地域移行支援 ４ ６ ４ ２ ０ 

地域定着支援 １ ２ １ １ １ 

計 ９３８ ９７０ １，００１ １，０２８ １，０３４ 
 

⑤ 障がい児通所支援事業 

障がい児が身近な地域で通所により適切な支援を受けることができるようにする制度

であり、平成２４年度から児童福祉法に創設された。障害児通所支援の創設により、障

害者自立支援法に基づく「障害福祉サービス」の１つであった児童デイサービスは、「障

害児通所支援」の「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」または、「放課後等デイサー

ビス」に移行した。 

令和２年度から、保育所等に通うお子さんについて、通い先の施設等を訪問して集団

生活に適応するための専門的な支援や支援方法などを指導する「保育所等訪問支援」を

開始した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

児童発達支援 ３１ ３３ ２８ ４９ ５６ 

医療型児童発達支援 １ １ １ １ ０ 

放課後デイサービス １０３ １２６ １２６ １２９ １４６ 

保育所等訪問支援   ２７ ４２ ５８ 
 
 

⑥ 補装具の給付 

身体障がい児・者の失われた部位、欠陥のある部分を補って必要な身体機能を取り戻

し、あるいは補うために用いられる用具（補装具）の交付及び修理を行う。 

  H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

義肢 
交 付 ３ ８ ３ ３ ５ 

修 理 １３ ６ １３ ９ １４ 
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装具 
交 付 ２４ １９ ２４ ２３ １６ 

修 理 ４ １２ ４ ４ ５ 

座位保持装置 
交 付 ５ ８ ６ ７ ６ 

修 理 ７ １２ ７ １２ ６ 

立位保持装置 
交 付 ０ １ １ ０ ０ 

修 理 ０ １ ０ ０ ０ 

盲人安全つえ 
交 付 ０ ２ ０ １ ４ 

修 理 ０ ０ ０ ０ ０ 

眼鏡 
交 付 １ ３ １ ０ ３ 

修 理 ０ ０ ０ ０ ０ 

補聴器 
交 付 ３１ ２８ ３０ ３９ ４６ 

修 理 ２３ １４ ２３ １７ ２０ 

車いす 
交 付 １５ １７ １５ １７ １１ 

修 理 ２３ ２５ ２３ １５ １９ 

電動車いす 
交 付 ２ ０ ２ １ １ 

修 理 １４ １４ １４ ９ １１ 

歩行器 
交 付 ０ ０ ０ ５ １ 

修 理 ０ ０ ０ ０ １ 

歩行補助つえ 
交 付 １ １ １ １ １ 

修 理 ０ ０ ０ ０ ０ 

意思伝達装置 
交 付 １ ０ ０ １ ０ 

修 理 ０ ０ ０ ０ ０ 

座位保持いす 
交 付 ２ １ ２ １ ０ 

修 理 ０ ０ ０ ０ ０ 

起立保持具 
交 付 ０ ０ ０ １ ０ 

修 理 ０ ０ ０ ０ ０ 

頭部保持具 
交 付 ０ ０ ０ ０ ０ 

修 理 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 
交 付 ８５ ８８ ８５ １００ ９４ 

修 理 ８４ ８４ ８４ ６６ ７６ 

 

（４）自立支援医療給付 

① 更生医療 

身体障害者手帳を所持している１８歳以上の方で、手術などにより身体上の障害を軽

減し、または機能の保持が保たれる見込みがある場合に医療の給付を行う。 
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 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

視覚障害 ０ ０ ０ ０ ０ 

聴覚・平衡機能障害 ０ １ ０ ４ ０ 

音声・言語・咀嚼機能障害 １ １ １ １ １ 

肢体不自由 ３５ ２８ １１ １８ １４ 

内
臓
障
害 

心臓機能障害 ６３ ５４ ４６ ６２ ７２ 

腎臓機能障害 １６０ １６１ １７２ １９０ ２０６ 

小腸機能障害 ０ ０ ０ ０ ０ 

肝臓機能障害 ０ ０ ０ ０ ０ 

免疫機能障害 ５ ４ ４ ６ ４ 

計 ２６６ ２４９ ２３４ ２８１ ２９７ 
 
 

② 育成医療 ※平成２５年度より県から事務移譲 

現に身体に障がいがある１８歳未満の児童で、障がいの程度を軽減し、または取り除

いたりするための手術を必要とし、確実な治療効果が期待される場合に医療の給付を行

う。 

 
H30年度 
受給者 

R元年度 
受給者 

R2年度 
受給者 

R3年度 
受給者 

（新規決定
者） 

R4年度 
受給者 

（新規決定
者） 

視覚障害 ３ ３ １ ０（０） ０（０） 

聴覚・平衡機能障害 ２ １ １ ０（０） ０（０） 

音声・言語・咀嚼機能障害 ９ ７ ６ ５（１） ５（４） 

肢体不自由 ６ ４ ２ ４（２） ０（０） 

内
臓
障
害 

心臓機能障害 １ ３ １ ２（０） ０（０） 

腎臓機能障害 ０ ０ ０ ０（０） ０（０） 

小腸機能障害 ０ ０ ０ ０（０） ０（０） 

肝臓機能障害 ０ ０ ０ ０（０） ０（０） 

その他 ２ １ ０ ０（０） ０（０） 

免疫機能障害 ０ １ １ ２（１） ２（１） 

計 ２３ ２０ １２ １３（４） ７（５） 

③ 精神通院医療 

精神的な疾病により通院を必要とする方に対し、治療上必要と認められる医療に対し

て医療の給付を行う。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

精神通院医療 １，２６９ １，３５６ １，３７２ １，３７９ １，４２０ 
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（５）地域生活支援 

① 地域活動支援センター事業 

障がいのある方が事業所に通い、創作的活動又は生産活動の機会提供、社会との交流

の促進等を図る。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

米沢ひまわりの家 １９ ２１ １９ ２１ ２０ 

ホープ米沢 １０ １０ １１ １５ １５ 

米沢市社会福祉協議会 １６ １６ １５ １５ １３ 

とまり木  ３ ４ ３ ５ ７ 

計 ４８ ５１ ４８ ５６ ５５ 
 

   ② 手話通訳者設置事業 

日常生活における意思の疎通を円滑に行うために、米沢市社会福祉協議会に委託、手

話通訳者２名を配置し、障がい者の利便と福祉の増進を図る。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

医療 １９７ １３７ １７１ １９４ １７３ 

教育保育 ３ ３ ５ ５ ４ 

職業 ０ ０ ０ １ ０ 

手続き １３６ １１４ ９２ ８７ １０９ 

生活 ６１３ ４４９ ３６０ ４０９ ３７２ 

手話指導 ０ １ ０ ３ １３ 

相談 １３ ９ ８ １２ ８ 

その他 １６ ２３ ９ １３ １７ 

市外者 １ １ ２ ４ ８ 

緊急 １ １ ２ １ ３ 

計 ９８０ ７３８ ６４９ ７２９ ７０７ 
 

③ 意思疎通支援者派遣事業 

聴覚及び音声又は言語機能に障がいのある者が医療機関や就職の手続に事業所等に出

かける場合意思疎通支援者を派遣し円滑な意思疎通を図る。 

     令和４年４月現在、手話奉仕員１０名、要約筆記１名登録。 

手話通訳 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

医療 ０ １ ０ ０ １ 

教育保育 ０ ０ ０ ３ １ 

職業 ０ ０ ０ ０ ０ 

生活 ６ ２ ３ ７ １５ 

会議 ３ ３ ２ １ ０ 

行事 ７ ５ １ ０ ２ 

その他 ９ ７ １ ７ ４ 

計 ２５ １８ ７ １８ ２３ 
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 要約筆記は、イベントの際に行った。（４回） 

④ 移動支援事業 

単独で外出することが困難な障がい者に対し、ガイドヘルパーを派遣し、目的地まで

の安全な移動を支援する。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

利用者数 ３１ ３４ ２０ ２９ ２９ 

延べ利用者数 ２３８ ２４０ ２０２ ２５２ ２１６ 

延べ利用時間 １，６３１ １，６１７ １，０１９ １，２１７ ９２２ 
 

⑤ 日常生活用具給付事業 

在宅障がい(児)者に対し、本人や介護者の負担を軽減するための用具の給付を行って

いる。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

特殊寝台 ２ ３ ２ １ ４ 

特殊マット ２ ３ ４ １ ２ 

特殊尿器 ０ ０ ０ ０ ０ 

入浴担架 ０ ０ ０ ０ ０ 

体位変換器 ０ １ ２ ０ １ 

移動用リフト １ ０ １ １ ２ 

訓練いす １ ０ １ ０ ０ 

訓練用ベッド ０ ０ ０ ０ ０ 

入浴補助用具 ２ ２ ２ ４ ３ 

便器 ０ １ １ ０ １ 

頭部保護帽 ０ ０ １ ３ ０ 

Ｔ字状・棒状つえ ２ ３ ０ ２ ２ 

移動･移乗支援用具 ５ ３ １ ３ １ 

特殊便器 ０ ０ １ ０ ０ 

火災警報器 ０ ０ ０ ０ ０ 

自動消火器 ０ ０ ０ ０ ０ 

電磁調理器 ０ ０ ０ ０ ０ 

歩行時間延長信号機用小型送

信機 
０ ０ ０ ０ ０ 

聴覚障がい者用屋内信号装置 ２ ０ ０ ０ ０ 

動脈血中酸素飽和度測定器 １ １ ２ ０ ０ 

透析液加温器 ０ ０ １ ０ １ 

ネブライザー ３ ２ ４ ６ ４ 
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電気式たん吸引器 ５ ７ ５ ５ ７ 

酸素ボンベ運搬車 ０ ０ ０ ０ ０ 

視覚障がい者用体温計 

（音声式） 
０ ０ ２ ０ ０ 

視覚障がい者用体重計 １ ０ ０ ０ ０ 

視覚障がい者用血圧計 

（音声式） 
０ ０ １ ０ ０ 

点字ディスプレイ １ ０ ０ ０ ０ 

点字器 ０ ０ ０ ０ ０ 

点字タイプライター ０ １ ０ ０ ０ 

視覚障がい者用ポータブルレ

コーダー 
１ ２ １ ０ １ 

視覚障がい者用活字文書読み

上げ装置 
０ ０ ０ ０ ０ 

視覚障がい者用拡大読書器 １ ３ ０ ２ １ 

視覚障がい者用時計 ２ ３ ０ ３ ３ 

点字図書 ０ ０ ０ ０ ０ 

聴覚障がい者用通信装置 １ ０ １ １ ２ 

聴覚障がい者用受信装置 ０ ０ １ ０ ０ 

携帯用会話補助装置 ０ ０ ０ １ ０ 

情報・通信支援用具 ０ １ ０ １ ０ 

人工喉頭 ３ ４ ３ ４ １ 

ストマ装具 消化器系 １，９００ １，８８1 １，９４０ １，８９０ １，９４６ 

ストマ装具 泌尿器系 ２６６ ２６４ ２６５ ２５７ ２６３ 

紙おむつ ２４ ２４ ２４ ２３ ２４ 

収尿器 ０ ０ ０ ２ ２ 

居宅生活動作補助用具 １ ４ ２ ２ ５ 

歩行支援用具 ０ ０ ０ １ ０ 

計 ２，２２７ ２，２１３ ２，２６８ ２，２１３ ２，２７６ 
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⑥ 日中一時支援事業 

障がい者の日中における活動の場を提供し、介護者の就労支援や休息を図ることを目

的に実施している。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

利用者数 １１８ １３２ １３６ １５０ １５２ 

内 

訳 

１８歳以上 
人数 ５２ ６２ ６６ ６６ ６６ 

回数 １，２３４ １，３５５ ２，１４１ ２，０７８ ２，０２２ 

１８歳未満 
人数 ６６ ７０ ７０ ８４ ８６ 

回数 ３，０１９ ２，８９５ ３，４６６ ５，９１５ ５，５２６ 

 

（６）自立に向けた施策 

① 紙おむつ支給事業 

心身に障がいのある方で、常時失禁状態にあり、市民税非課税世帯に対し支給。なお、

市単独事業として、世帯全員の市民税額が１３万円以下の世帯に対しても支給している。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

支給人数 84 81 78 82 80 

支給総額 4,654,949 4,321,117 4,082,042 4,236,991 3,803,662 

 

② 福祉タクシー利用助成事業 

重度障がい者の社会参加と生活圏の拡大に資する目的から、タクシーを利用した場合

の料金の一部を助成し、経済的負担の軽減及び福祉の増進を目的に実施している。 

    対象者：身体障害者手帳１～３級の所持者（ただし、３級にあっては、上肢及び聴覚障

がいを除く。） 

療育手帳〔Ａ〕の所持者 

精神障害者保健福祉手帳１級の所持者 

    助成額：タクシー券２６枚交付 

小型・中型車：５００円、大型車：６００円の助成／枚 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

助成対象人数 2,374 2,341 2,273 2,238 2,182 

助成券交付人数 854 827 747 769 727 

利用枚数 10,914 9,850 8,721 9,056 8,122 

助成額 5,469,800 4,928,900 4,356,100 4,529,100 4,066,600 
 

 

   ③ 自動車燃料費助成事業 

重度障がい者の社会参加と生活圏の拡大を図るため、自動車燃料費の一部を助成し、

経済的負担の軽減及び福祉の増進を目的に実施している。 

    対象者：身体障害者手帳１～３級の所持者（ただし、３級にあっては、上肢及び聴覚障

がいを除く。） 
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療育手帳〔Ａ〕の所持者 

精神障害者保健福祉手帳１級の所持者 

ただし、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者に限る。 

    助成額：年間６，０００円（消費税込）上限 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

助成人数 145 155 166 159 171 

助成額 870,000 929,029 989,936 952,808 1,025,052 
 

  ④ 訪問入浴サービス事業 

家庭において入浴することが困難な身体障がい者に対して、訪問入浴車を派遣し、定

期的に入浴サービスを提供します。 

対象者：市内に住所を有し、在宅で生活する身体障害者手帳の交付を受けているもの

であって、入浴が困難な環境にあり、かつ、医師から入浴が可能であると認

められたもの。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

利用者数 6 7 5 4 4 

利用回数 176 333 294 300 342 

事業総額 1,848,000 4,056,000 3,302,208 3,994,200 4,309,200 

 

   ⑤ 人工透析患者通院交通費助成事業 

腎臓機能に障がいを有する方の経済的負担の軽減及び社会参加促進を図るため、医療

機関への通院に要した交通費の一部を助成。（交通費は、自家用車のガソリン代含む。） 

     対象者：生計中心者が所得税非課税世帯 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

利用者数 １０１ ９４ １１９ １２４ １１８ 

内
訳 

前期利用者数 ５４ ４９ ５７ ６２ ５９ 

後期利用者数 ４７ ４５ ６２ ６２ ５９ 
 

⑥ 在宅酸素療法者支援事業 

医師の処方に基づいて在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障がいを有する者に対し、

酸素供給装置の使用に係る電気料金の一部を助成。 

対象者：市内に住所を有する者で、呼吸器機能障がいによる身体障害者手帳（１,２級

を除く）を所持し、かつ、現に医師の処方により在宅酸素療法を行っている者 

     助成金：月額１，６００円／人 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

利用者数 １６ １４ １５ １４ １６ 

利用延べ月数 １３８ １４３ １３０ １４３ １５６ 
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⑦ 自動車改造費、自動車運転免許取得費助成事業 

重度の身体障がい者の社会復帰の促進を図るため、就労等に伴い自動車の運転免許の

取得及び自動車の改造を行う場合に要した経費の一部を助成。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

免許取得助成者数 ０ ０ ０ ０ ０ 

自動車改造助成者数 ２ １ ３ ０ ０ 
 

⑧ 介護用自動車改造等助成事業 

自動車を自ら運転することができない在宅の身体障がい者の社会参加の促進と、当該

身体障がい者の介護者の負担軽減を図るため、車いす使用者に配慮した自動車への改造

等に係る経費の一部を助成。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

助成者数 １ ０ ０ ０ ３ 
 

⑨ 声の広報 

文字を読むことが困難な重度の視覚障がい者に対し、市が発行する広報「よねざわ」

を音訳したＣＤを配布。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

配布者数 ７ ７ ７ ８ ７ 
 

⑩ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 

難聴児の言語習得等の発達支援やコミュニケーションの向上を促進するため、身体障

害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度の難聴児に対し、補聴器の購入に要する費

用の一部を助成。（平成２７年度～） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

助成者数 ２ １ ３ ３ ０ 
 

⑪ 障がい者虐待防止支援事業 

平成２４年１０月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律」が施行され、社会福祉課内に「米沢市障がい者虐待防止センター」を設置。センタ

ーの業務は、虐待の通報や届出の受理、相談・指導・助言、広報・啓発活動としている。

社会福祉課の業務は、虐待の事実確認や立ち入り調査、被虐待者の保護のための居室の

確保、養護者への支援等としている。 
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相談・通報受付件数 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

身
体
障
が
い
者 

養
護
者
か
ら 

身体的 １  １ １  

心理的    １ １ 

放棄・放任 １    １ 

性的      

経済的      

計 ２  １ ２ ２ 

施
設
従
事
者
か
ら 

身体的      

心理的 １     

放棄・放任      

性的      

経済的      

計 １     

使
用
者
か
ら 

身体的      

心理的      

放棄・放任      

性的      

経済的      

計      

知
的
障
が
い
者 

養
護
者
か
ら 

身体的 ２ ２ １ １ １ 

心理的  ２   ２ 

放棄・放任  １   １ 

性的      

経済的  ２   １ 

計 ２ ７ １ １ ５ 

 

施
設
従
事
者
か
ら 

身体的 ２ １  １  

心理的 ３ １   １ 

放棄・放任      

性的   １   

経済的      

計 ５ ２ １ １ １ 

使
用
者
か
ら 

身体的 １     

心理的 １    １ 

放棄・放任      

性的     １ 

経済的      

計 ２    ２ 
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精
神
障
が
い
者 

養
護
者
か
ら 

身体的   ２ １ １ 

心理的  １ ２ ３ １ 

放棄・放任   ２  １ 

性的      

経済的   １ １  

計  １ ７ ５ ３ 

施
設
従
事
者
か
ら 

身体的 １   １  

心理的 ３    １ 

放棄・放任      

性的 １     

経済的      

計 ５   １ １ 

相談・通報件数合計 １０ ７ １０ １０ １４ 

虐待と判断した件数 ５ ３ ４ ３ １ 
 

⑫ 成年後見制度利用支援事業 

ア 成年後見制度 

「身寄りのない者」や「親族の協力が得られない者」については、成年後見制度の

適切な利用を可能にするため「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害福祉に関

する法律」に基づいて、米沢市長が後見開始の申立てを行っている。 

 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 

精
神 

男 １ １ １ ０ １ 

女 １ ０ ０ ０ ０ 

知
的 

男 ２ ０ ０ ０ ０ 

女 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ４ １ １ ０ １ 

イ 報酬助成 

成年後見人等に係る報酬を負担することが困難である者については、成年後見制度

の適切な利用を可能にするため、助成を行っている。 

 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 

精
神 

男 １ ０ ０ ２ ０ 

女 ０ １ １ １ １ 

知
的 

男 ０ ０ ０ ０ ０ 

女 １ ０ ０ ０ ０ 

計 ２ １ １ ３ １ 
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（７）各種手当 

① 障害児福祉手当 

心身に重度の障がいがある２０歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とす

る方に支給。認定基準は、概ね身障手帳 1級か 2級の一部､療育手帳Ａと同等の障がいを

持つ方。（所得制限あり。） 

月額：14,850円、支給月：2月、5月、8月、11月 
 

   ② 特別障害者手当 

心身に最重度の障がいがある２０歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を

必要とする在宅の方に支給。認定基準は、国民年金法による障がい等級 1 級程度の障が

いを重複して持つ方。（所得制限あり、また施設入所者または 3か月入院している場合は

除く。） 

月額：27,300円、：支給月：2月、5月、8月、11月 
 

   ③ 福祉手当(経過措置分) 

２０歳以上で、昭和 61 年 3 月 31 日現在、福祉手当の受給者であって、障害基礎年金

と特別障害者手当に該当しなかった方に支給している手当。昭和 61年 4月から新規受付

なし。（所得制限あり。） 

月額：14,850円、支給月：2月、5月、8月、11月 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

障害児福祉手当 ５１ ４９ ４６ ３６ ２８ 

特別障害者手当 ７６ ７４ ７０ ６６ ６１ 

福祉手当(経過措置分) ０ ０ ０ ０ ０ 
 

④ 特別児童扶養手当（進達事務） 

精神又は身体に重度の障がいのある 20 歳未満の児童を養育する父母等に支給。（所得

制限あり、施設等入所者は除く。） 

月額：１級 52,400円、2級 34,900円、支給月：４月、８月、１２月 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

１級 ６２ ５７ ５８ ４７ ４０ 

２級 １４４ １３５ １１９ １０６ ９７ 

⑤ 重度心身障がい児養育手当 

市単独事業で、満３歳以上、２０歳未満の重度の障がい児を養育している方に支給。

（所得制限なし、施設入所者除く。） 

月額：3,000円、支給月：１月、４月、７月、１０月 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

受給者数 ５７ ５８ ５５ ４０ ３５ 

 

（８）山形県心身障がい者扶養共済制度 

障がいのある方を扶養している方が加入者となり、加入者に万一のことがあった場合、

障がいのある方に生涯年金を支給。長期加入者や生活に困っている方には、掛金が免除。 
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   ① 加入要件 

ア 心身に障がいがある方を扶養し、山形県内に住所のある方 

イ ６５歳未満の方 

    ウ 加入時病気や特別な障がいがない方 
 

   ② 年金・弔慰金の額 

    ア 加入者が死亡､または高度障がい者となった場合､その月から被加入者に２万円／月

の年金支給。 

イ 加入１年以上で被加入者死亡した場合、弔慰金支給。 

加入期間 1年以上 5年未満 5年以上 20年未満 20年以上 

弔慰金額 ５０，０００円 １２５，０００円 ２５０，０００円 
 

③  掛金 平成２０年４月以降に加入された方の掛金 

加入時の年齢の区分 掛 金 月 額 加入時の年齢の区分 掛 金 月 額 

３５歳未満 ９，３００円 ５０歳以上～５５歳未満 １８，８００円 

３５歳以上～４０歳未満 １１，４００円 ５５歳以上～６０歳未満 ２０，７００円 

４０歳以上～４５歳未満 １４，３００円 ６０歳以上～６５歳未満 ２３，３００円 

４５歳以上～５０歳未満 １７，３００円  
 

④ 加入等状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

加入者 ８ ８ ８ ８ ７ 

年金受給者 ２３ ２１ ２０ １９ １８ 

 

（９）重度心身障がい(児)者医療給付 ※所得制限があります。 

目的：重度心身障がい(児)者の医療費の負担を軽減し、福祉の向上を図る。 

要件：・身体障害者手帳１・２級所持者 

・特別児童扶養手当１級受給者 

・公的年金各法の障害年金１級受給者 

・療育手帳Ａ所持者 

・精神障害者保健福祉手帳１級所持者 

・身体障害者手帳３級と療育手帳Ｂの両方の所持者 

・特別障害者手当受給者    

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

重度心身障

がい(児)者

医療 

受給者（人） 658 652 627 651 639 

件数（件） 16,715 16,496 15,688 16,066 15,826 

給付額（円） 79,082,823 74,576,447 74,854,365 76,507,790 71,565,242 

重度心身障

がい(児)者

医療(老人) 

受給者（人） 731 770 803 801 804 

件数（件） 20,596 21,420 21,034 21,526 21,197 

給付額（円） 57,657,764 58,591,067 60,315,148 62,288,924 56,266,789 

※扶助費から高額療養費の戻入及び医療費返納を差し引き、事務費を加えたものを給付額とする。 
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（１０）障がい者権利擁護研修会 

地域住民や障がい福祉サービス従事者等を対象に、障がい者の権利擁護等に関する研修会

を開催し、障がい者の虐待防止や権利養護、養護者支援に関する周知・啓発を図る。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

参加者数 ７２ ２０８ １０１ ９９ ８０ 

内  容 

演劇鑑賞、
手話を学ぼ
う、シンポ
ジウム 

演劇鑑賞、
条例制定記
念講演会 

演劇鑑賞、
講演会 

演劇鑑賞、
講演会 

講演会 

 

（１１）障がい者スポーツ教室 

障がい者の機能の回復や体力の維持増強、社会参加意欲を高めるともに、障がい者と健

常者の交流を図り、障がい者に対する地域の理解を深める。 

R3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

参加者数 ４２ ９９ ４９  ３５ 

内  容 
カローリン
グ 

ボッチャ、
卓 球 バ レ
ー 

ボッチャ、
卓 球 バ レ
ー 

 
ボッチャ 

  ※例年は１回開催だが、令和元年度は「米沢市障がいのある人もない人も共に生きるまちづ

くり条例」の制定に伴い、市民への周知啓発と障がい者の理解促進を図るため２回開催した。 

 

（１２）障がい者芸術作品展 

障がいのある人、障がいのある人と関わりのある人が、互いの交流を通して感じた感性

を表現した独創的な芸術作品の創出や、芸術活動への取組みを通じて、障がいのある人の

社会参加を促すとともに、様々な作品を観賞いただくことにより市民に広く障がいへの理

解と啓発の推進を図る。（令和元年度から開催） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

出展作品数  99 116 92 69 

入場者数  1,027 658 526 661 

 

（１３）障がい者就労施設等からの物品等の調達実績 

障害者就労施設等からの物品等調達の推進等に関する法律に基づき、毎年度本市の物品 

等調達方針を定め、障害者就労施設等からの物品及び役務の優先調達の推進を図っている。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

合計金額 2,460,221 2,865,698 2,571,771 2,894,205 3,292,649 

内
訳 

物品 1,586,759 1,991,222 1,786,203 2,212,180 2,445,549 

役務 873,462 874,476 785,568 682,025 847,100 
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（１４）医療保護入院の市長同意 

    精神障がい者が、精神保健指定医の診察の結果入院が必要と認められ、本人の同意が得 

られず、家族等がいない、又は同意を得ることができない場合、市長が入院に必要な同意 

を行う。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

同意件数 ８ １１  １７ １３ １６ 

 

（１５）心身障がい児在宅福祉事業「親子ふれあい教室」 

親子及び他の親子との交流を目的に、在宅の心身障がい児とその保護者を対象に研修 

やレクリエーションを年１回実施していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

の観点から、令和 2年度以降の開催を中止した。 

 H30年度 R元年度 

参加人数 １３ ６ 

事業内容 

霊山こども
の村 

国営みちの
く杜の湖畔
公園 

 

（１６）障がい児通園事業「ひまわり学園」 

昭和４８年１１月に開設し、障がい児通園施設として、在宅の心身に障がいのある就学 

前児童を対象に、身辺自立のための個別的及び集団的な指導訓練を実施してきている。市

単独事業として、ひまわり学園内に言語障がいやことばの遅れ等に関する相談窓口と指導

訓練教室を設け、専門職員が対応している。また、平成２９年度より自主事業として就学

前の発達障がい児及び診断等は受けていないが発達について気になる子ども並びにその家

族等を支援するために発達障がい児等支援事業を実施している。令和３年度からは、児童

発達支援センターとして位置づけ、地域の障がい児とその家族への支援の他、施設への助

言等を行うなど、地域の中核的な療育施設となった。        
 

① 沿革 昭和４８年１１月 開設 

平成 ４年 ４月 米沢市社会福祉協議会へ管理委託 

平成 ６年    増改築事業 

平成１５年    児童デイサービス事業所（支援費制度による） 

平成１８年 ４月 米沢市社会福祉協議会を管理者として指定 

平成１８年 ４月 児童デイサービス事業所（障害者自立支援法による） 

平成２４年 ４月 児童発達支援事業所（児童福祉法による） 

令和 ３年 ４月 児童発達支援センター 
 

② 開設日 月～金、週５回（休・祝日は除く） 
 

③ 事業内容 児童発達支援事業、ことばの相談・指導訓練教室事業（相談・指導訓練）、 

保育所等訪問支援事業、発達障がい児等支援事業 
 

④ 定員  児童発達支援事業 １０名、ことばの相談・指導訓練教室事業 ４名 

    発達障がい児等支援事業 概ね２０組の親子 
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⑤ 実施状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

児童発達支援事業 ２１ ２１  １６ ２０ １８ 

ことばの指導訓練教室事業 ２４ ２７  ３９ ４１ ３９ 

保育所等訪問支援事業   ８ １１ １５ 

発達障がい児等支援事業 １６ １８ １７ ２７ ２７ 

 

（１７）「いこいの家」施設協力会運営事業 

独立行政法人国立病院機構米沢病院重症心身障がい児施設入所者の家族、療育に従事す

る職員、活動に来所する奉仕者の活動並びに休息の場として提供している。 

    宿泊利用定員は 6人で、利用資格は次のとおり。 

ア 重症心身障がい児施設入所者の家族 

イ 重症心身障がい児施設にあって療育に従事する職員 

    ウ 重症心身障がい児のための奉仕活動に従事する者 

    エ その他会長が認める者 

    オ 協力会運営費（令和元年度実績） 

       県補助金  29万 6千円   市補助金  11万 1千円 

       施設入所児一人当たり負担金 10,500円（措置委託市町村負担） 

   「いこいの家」利用状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

日帰り ４３０ ３９１ ３１ ３６ ４９ 

宿泊 １２３ １６４ １６７ １２９ １１２ 

計 ５５３ ５５５ １９８ １６５ １６１ 

 

 （１８）未就学児に係る山形県立こども医療療育センターの発達障がい初診受付 

① 申込状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

人数 １８ １６ ２４ ２６ ２２ 

            ＊H29年度キャンセル 1名と他市へ転出１名、R3年度キャンセル 1名含まれる。 
 

② 受診状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

人数 
（当該年度申込者） 

１３  
（ ５） 

１８  
（ ５） 

２１  
（１０） 

３０  
（１６） 

２３  
（１４） 

 

（１９）ひきこもりサポート事業（ＮＰＯ法人から・ころセンターへ委託） 

① 相談数     実人数：53人   延人数：157人  

② 居場所利用数  実人数：41人   延人数：730件 

③ 訪問支援    実人数：14人   延人数：43人 

④ 周知啓発 ちらし作成配布、ホームページ掲載（市及び委託事業所） 
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Ⅳ 児童福祉 

 

１ 児童福祉  

児童福祉の理念は、すべての児童が心身ともに健やかに生まれ、育てられ、そして生活が保

障されることにある。児童福祉行政は、この理念を実現することに目的があり、その充実は高

齢化社会において、社会の活力を維持し、より豊かな社会を築くための最も基本的で重要な課

題である。 

今日の子どもや家庭をとりまく環境は、出生数の低下による子どもの減少、女性就労の増加

など女性の社会進出、核家族化の進行に加えて、保護者の子育て観、家族観等の意識の変化、

地域社会における連帯意識の希薄化等により大きく変わりつつある。また、今日の児童施設が

直面している問題は多岐にわたっている。今後子どものための教育・保育の実態を的確にとら

え様々な子育てニーズに対応できるよう努力していく。 

 

（１）就学前児童の推移                       各年４月１日現在 

 H31年 R2年 R3年 R4年 R5年 

就学前児童数（０～６歳未満） ３，１９８ ３，０４６ ２，９５０ ２，８１１ ２，７３０ 

 

（２）就学前児童の教育・保育施設等利用状況           令和５年４月１日現在 

区 分 児童数 

特定教育・

保育施設 

① 認可保育所 １５か所 １，２０９ 

② 認定こども園   ７か所 ８５３ 

③ 小規模保育事業 ２か所 ２４ 

④ 施設型給付を受ける幼稚園 ２か所 ９６ 

⑤ 市外委託保育所等（認定こども園含む）  ７か所 １１ 

上記以外 

の施設 

⑥ 私学助成を受ける幼稚園   ０か所 ０ 

⑦ 認可外保育施設（事業所内保育所含む） １０か所 １００ 

⑧ 児童センター   １か所 ５ 

計  ２，２９８ 

※ 特定教育・保育施設とは、市町村長が施設型給付費の支給を受ける施設として確認し

た教育・保育施設(認定こども園・認可保育所・幼稚園等)。施設型給付費の支給を受けず、

私学助成を受ける幼稚園は含まれない。 
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（３）就学前児童の教育・保育施設等利用状況内訳 

① 認可保育所                      令和５年４月１日現在 

 
施設名 定 員 

入所児童数 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 計 

1 西部乳児園 ５０ ４４ ― ― ４４ 

2 プチハウス ５０ ４１ ― ― ４１ 

3 みどり乳児園 ３０ ２３ ― ― ２３ 

4 松ヶ岬保育園 ８０ ２７ １７ ４２ ８６ 

5 明星保育園 １２０ ５２ ２５ ４６ １２３ 

6 山上保育園 １１０ ５０ ２１ ４７ １１８ 

7 興道東部保育園 １００ ４４ ２３ ３９ １０６ 

8 興道南部保育園 ９０ ４６ １６ ３４ ９６ 

9 興道北部保育園 １２０ ５４ ２４ ４９ １２７ 

10 米沢中央保育園 １００ ４５ １９ ３６ １００ 

11 塩井保育園 ８０ ２８ １５ ３２ ７５ 

12 森の子園保育所 ６０ １９ １２ ２２ ５３ 

13 そらいろ保育園 １１０ ４４ ２３ ４７ １１４ 

14 米沢市立緑ケ丘保育園 ６０ ２２ ９ １５ ４６ 

15 米沢市立吾妻保育園 ６０ ２４ ８ ２５ ５７ 

 計 １，２２０ ５６３ ２１２ ４３４ １，２０９ 

※他市児童及び市外委託児童は除く。 
 

② 認定こども園                     令和５年４月１日現在 

 
施設名 類型 定 員 

入所児童数 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 計 

1 かしのみ幼稚園 幼稚園型 １５０ ３０ ２３ ７０ １２３ 

2 
幼保連携型認定こども園 

ひばりが丘幼稚園 
幼保連携型 １６５ ５１ ３５ ７７ １６３ 

3 米沢西部こども園 幼保連携型 ２１３ ３３ ４３ １０４ １８０ 

4 米沢こども園 幼保連携型 ９５ ２３ ２７ ４９ ９９ 

5 戸塚山こども園 幼保連携型 １１０ ３３ ２３ ４８ １０４ 

6 米沢中央幼稚園 幼稚園型 １２０ ０ ３０ ７６ １０６ 

7 興道こども園どんぐり 幼保連携型 ８０ ３０ １７ ３１ ７８ 

計 ９３３ ２００ １９８ ４５５ ８５３ 

※他市児童及び市外委託児童は除く。 
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   ③ 小規模保育事業                    令和５年４月１日現在 

 
施設名 類型 定 員 

入所児童数 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 計 

1 さくら保育園 Ａ型 １９ １３ － － １３ 

2 あゆみ園 Ａ型 １６ １１ － － １１ 

計 ３５ ２４ － － ２４ 

※他市児童及び市外委託児童は除く。 
 

④ 施設型給付を受ける幼稚園               令和５年４月１日現在 

 
施設名 定 員 

入所児童数 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 計 

1 普慈幼稚園 ６０ － ９ ３５ ４４ 

2 九里幼稚園 ６０    － １４ ３８ ５２ 

計 １２０ － ２３ ７３ ９６ 
 

⑤  市外委託保育所等（認定こども園・幼稚園含む）      令和５年４月１日現在 

委託先の市町名 
入所児童数 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 計 

上山市 ０ １ ０ １ 

高畠町 ２ ２ ４ ８ 

川西町 ０ １ ０ １ 

飯豊町 ０ ０ １ １ 

計 ２ ４ ５ １１ 
 

   ⑥ 私学助成を受ける幼稚園                令和５年４月１日現在 

 
施設名 定 員 

入所児童数 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 計 

1 まいづる幼稚園（R5年 3 月 31 日閉園） － － － － － 

2 東部幼稚園（H27 年 4 月～休園） －    － － － － 

計 － － － － － 
 

   ⑦ 認可外保育施設                    令和５年４月１日現在 

  
施設名 定 員 

入所児童数 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 計 

認

可

外

保

育

園 

1 恵泉愛児園（休所） － － － － － 

2 やまびこ園 ３６ ０ ６ ６ １２ 

3 おのがわ保育園ドレミ館 ３０ ５ ５ １ １１ 

4 フレンドリーハウス（休所） － － － － － 

5 おひさまえん ２０ １ ２ ８ １１ 

6 青空保育たけの子 １６ ０ １ １１ １２ 

 小計 １０２ ６ １４ ２６ ４６ 
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企
業
主
導
型 

7 キッズピーパル ３０ １６ ６ － ２２ 

8 
米沢こころの病院院内保育所 

にこにこ保育所 
２０ ７ １ － ８ 

 小計 ５０ ２３ ７ － ３０ 

 

 

事

業

所

内

保

育

所 

9 
米沢ヤクルト販売㈱夢スタ
ジオ 8960 花沢保育室 

２０ ４ － － ４ 

10 
米沢ヤクルト販売㈱夢スタ
ジオ 8960 西大通保育室 

２３ － － － － 

11 米沢市立病院保育所 ４０ ７ － － ７ 

12 舟山病院院内保育所 

（休所） 
－ － － － － 

13 
三友堂病院院内保育所 
「ちびっ子広場 めんご」 

２０ １３ － － １３ 

14 島貫医院医内保育所（休所） － － － － － 

 小計 １０３ ２４ － － ２４ 

       計 ２５５ ５３ ２１ ２６ １００ 
 

   ⑧ 児童センター                     令和５年４月１日現在 

 
施設名 

入所児童数 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 計 

1 米沢市窪田児童センター ０ １ ４ ５ 

        計 ０ １ ４ ５ 

 

（４）特定教育・保育施設等保育料の米沢市独自軽減事業 

   多子世帯の支援として、特定教育・保育施設等に入所する児童の３番目以降の児童につい

て、保育料及び副食費の無償化を実施している。 

開始年度 対象児童 無償化となる保育料等 

平成２７年度 小学校３年生までの児童から数え

て３番目の児童 

・保育料 

平成２９年度 小学校６年生までの児童から数え

て３番目の児童 

・保育料 

令和元年１０月 小学校６年生までの児童から数え

て３番目の児童 

・保育料 

・副食費（幼児教育・保育の無

償化により３歳以上の保育料が

無償化されたことに伴い副食費

を追加） 

令和４年度 生計を一にする最も年長の子ども

から数えて３番目の児童 

・保育料 

・副食費 

 

（５）地域子ども子育て支援事業 

   ① 一時預かり事業 

概ね１歳から就学前の児童について、家庭での日中の保育が一時的に困難になった場

合に保育所で保育を行う。保護者の就労等の場合（非定型的保育）は週３日、出産や冠
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婚葬祭等のやむを得ない理由がある場合（緊急保育）は月１４日、育児疲れの解消等の

場合（私的利用による保育）は週２日の利用が可能である。 

 
施設名 区分 

利用延児童数 

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

１ 明星保育園 

３歳未満児 597 558 327 365 174 

３歳以上児 9 14 0 25 30 

計 606 572 327 390 204 

２ 興道北部保育園 

３歳未満児 249 206 31 128 125 

３歳以上児 20 7 19 26 0 

計 269 213 50 154 125 

３ そらいろ保育園 

３歳未満児 92 53 12 44 43 

３歳以上児 26 0 3 12 0 

計 118 53 15 56 43 

計 

３歳未満児 938 817 370 537 342 

３歳以上児 55 21 22 63 30 

計 993 838 392 600 372 

② 病児保育事業 

ア 病児対応型 

生後 6か月から小学 3年生までの児童が病気の回復期に至らない場合であり、かつ、

集団保育が困難な期間において、保護者の就労等により家庭での保育ができない場合

に、当面の症状の急変が認められないと診断された児童を保育所に付設された専門ス

ペースで一時的に保育する。年度ごとの登録制であり、市内 2 か所の病児保育室を利

用することができる。 

 
 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

登録児童数 ２２０ ２１９ １９０ １９２ １６２ 

１ 
興道南部保育園 

（りんごのへや） 
１０７ １０２ ５５ ７９ ７３ 

２ 
塩井保育園 

（すまいる） 
２４９ ２５９ ５５ １６０ １７４ 

計 ３５６ ３６１ １１０ ２３９ ２４７ 
 

    イ 体調不良児対応型 

実施保育所に入所している児童を対象に、児童が保育中に微熱を出すなど体調が不

良となった場合に、保護者が迎えに来るまでの間、医務室等で看護師が保健的な対応 

を行う。 

 施設名 
利用延人数 

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

１ プチハウス ５６６ ５５８ ２３１ ３５９ ２４２ 

２ 興道親和乳児園 

(H30年度末閉園) 
３１２ ― ― ― ― 
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３ みどり乳児園 ８８１ ６８１ ４６２ ３８５ ２３９ 

４ 松ヶ岬保育園 (※)３１０ (※)２５４ １６６ １９５ １３２ 

５ 山上保育園 ２６０ ２６５ １７３ ― ７２ 

６ 興道東部保育園 １７０ ８３ ７７ １４７ ２７３ 

７ 興道南部保育園 １６９ １３４ (※)６３ １１６ １２６ 

８ 興道北部保育園 ３７９ ３９５ ２０７ ２４２ １６７ 

９ そらいろ保育園 ２５５ ２５４ １９２ ２７２ ３２３ 

10 市立吾妻保育園 ３１４ １０６ ７２ ９０ ３５ 

11 ひばりが丘幼稚園 ５７ ２７ １７ ４８ ５２ 

12 興道こども園どんぐり ― (※)２２３ １８６ ２６９ ２６２ 

13 戸塚山こども園 ― ― ― ― １９ 

計 ３，６７３ ２，９８０ １,８４６ ２,１２３ １,９４２ 

※補助金要綱に該当した月の利用延人数 

興道こども園どんぐり（令和元年度興道西部保育園）令和２年度こども園へ移行 

 

③ 子育て短期支援事業 

保護者が疾病や仕事等により家庭での児童の養育が困難になった場合に、児童養護施

設に一時的に入所又は通所を行うことにより、児童を保護する。 

 短期入所生活援助事業 夜間養護等事業 

概 要 一時的に入所して養育、保護する。 
通所し、午後５時から午後９時まで
の間生活指導、夕食の提供を行う。 

対 象 児 童 
疾病、出張等で養護できなくなった
３歳から小学校修了前の児童 

仕事等が恒常的に夜間にわたる父
子家庭等の小学生 

利 用 期 間 ３０日／年 

費
用
区
分 

生活保護世帯等     ０円／日   ０円／日 

市町村民税非課税世帯 １，８４０円／日 ５２０円／日 

市町村民税課税世帯の

うちひとり親世帯 
３，２５０円／日 ６４０円／日 

その他の世帯 ４，６５０円／日 ９００円／日 

実

績 

令和２年度 ６８日 － 

令和３年度 ７０日 － 

令和４年度  ４日 － 
 
 

④ 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

市内５か所の保育所に子育て支援センターを設置し、子育て親子の交流の場の提供と

交流の促進、子育て等に関する相談・援助の実施、地域の子育て関連情報の提供、子育

て及び子育て支援に関する講習等を実施している。 

 名   称  H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

１ 
くれよん 

（プチハウス内） 

延べ登録児童数 260 258 101 125 114 

延べ利用者数 9,010 8,190 2,898 3,686 4,027 

相談件数 383 316 71 110 50 
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２ 
ぴっころ 

（松ヶ岬保育園内） 

延べ登録児童数 154 123 106 104 111 

延べ利用者数 5,416 3,157 3,577 3,217 3,276 

相談件数 256 184 145 106 185 

３ 
ろけっと 

（そらいろ保育園内） 

延べ登録児童数 101 102 77 78 66 

延べ利用者数 3,558 3,199 2,742 2,314 1,929 

相談件数 244 207 164 177 104 

４ 
おひさま 

（山上保育園内） 

延べ登録児童数 178 170 80 76 102 

延べ利用者数 3,311 2,812 1,072 1,633 2,109 

相談件数 9 6 9 27 35 

５ 
つむぎ 

（西部乳児園内） 

延べ登録児童数 124 73 51 58 56 

延べ利用者数 4,187 2,774 1,523 1,158 1,476 

相談件数 1,622 192 54 27 16 

６ 

敬師なかよしるーむ 

（敬師児童センター内） 

※平成 28年度末で閉所 

延べ登録児童数 ― ― ― ― ― 

延べ利用者数 ― ― ― ― ― 

相談件数 ― ― ― ― ― 

計 

延べ登録児童数 817 726 415 441 449 

延べ利用者数 25,482 20,132 11,812 12,008 12,817 

相談件数 2,514 905 443 447 390 

 

⑤ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

地域において子どもの預かりの援助を受けたい者（利用会員）と援助を行いたい者（協

力会員）及びその両方を希望する者（両方会員）からなる会員組織が、地域における相

互援助活動を行う事業。米沢市ファミリー・サポート・センターは、平成 11年 4月 1日

に設立し、同年 8月１日から会員の募集を開始、10月 1日から活動を開始した。平成 15

年度からは、（社福）米沢仏教興道会に運営を委託している。現在はアドバイザー２人を

配置し、相互援助活動の連絡・調整や講習会の開催等を行っている。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

利用会員 ５０１ ５１３ ４９６ ５００ ４８９ 

協力会員 ９９ １０１ １０１ ９９ ９６ 

両方会員 ２７ ２６ ２５ ２４ ２４ 

会員数計 ６２７ ６４０ ６２２ ６２３ ６０９ 

援助活動件数 ８８９ ４７２ ２８９ ４５１ ２７７ 
 

⑥ 放課後児童健全育成事業 

働く親たちが安心できるように学校や家庭に代わって放課後の児童を預かる事業であ

る。放課後児童健全育成事業として運営するクラブは、各地域に３２か所（３８支援の

単位）ある。 
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登録児童数一覧                          各年４月１日現在 

 児 童 ク ラ ブ 名 H31年 R2年 R3年 R4年 R5年 

１ 
東部小学校区学童保育施設 正和こどもの家 
             正和こどもの家２ 
(※H２９年度から２支援の単位となる) 

７３ ７４ ７６ ７４ ７５ 

２ 学童保育クラブ 米沢西部みどりの家 ４２ ３６ ４５ ３９ ３９ 

３ 南部学童保育所 キッズ ４１ ４０ ４４ ３９ ３６ 

４ 
南部学童保育所 ジュニア＆スター 
（※R２年度から２支援の単位となる） 

７９ ７７ ８０ ７６ ７６ 

５ 
南部学童保育所 ビーンズ 
（R４年度末で閉所） 

４３ ４０ ３７ ３７ - 

６ 南部学童保育所 オレンジ ４５ ４１ ３７ ２４ ３４ 

７ 

北部地区学童保育所 たんぽぽクラブ  
          コスモスクラブ 
          コスモスクラブ第２ 
（※R４年度から 3 支援の単位となる） 

１３２ １３０ １１７ １２５ １０２ 

８ 学童保育所 しゃぼん玉クラブ愛宕 ３４ ３３ ２４ ２５ ２６ 

９ 学童保育所 しゃぼん玉クラブ西部Ⅰ ４０ ４３ ３６ ３９ ４０ 

１０ 学童保育所 しゃぼん玉クラブ西部Ⅱ ４０ ３７ ２６ ４４ ４１ 

１１ 学童保育所 しゃぼん玉クラブ西部Ⅲ ３８ ３７ ３９ ３６ ３７ 

１２ 学童保育所 しゃぼん玉クラブ西部Ⅳ ４１ ４２ ３８ ３９ ３７ 

１３ 
学童保育所 しゃぼん玉クラブ窪田Ⅰ 
      しゃぼん玉クラブ窪田Ⅱ 
（※R２年度から 2 支援の単位となる） 

５５ ６８ ６０ ６５ ７０ 

１４ 森の子園第１学童クラブ ４５ ４１ ３５ ３５ ３８ 

１５ 森の子園第２学童クラブ ４０ ４４ ３５ ３２ ３１ 

１６ 松川小学校区学童保育所 風の子クラブ ４５ ４１ ３７ ３５ ３３ 

１７ 松川小学校区学童保育所 風の子クラブ第２ ３７ ２９ ２５ ２３ ２１ 

１８ わかたかクラブ ４９ ４８ ４３ ４７ ５１ 

１９ 東部小学区学童保育所 あっとホーム ３１ ２７ ２６ ２７ ２９ 

２０ 東部小学区学童保育所 ぐっとホーム ４１ ３６ ３０ ３８ ３７ 

２１ 東部小学区学童保育所 ほっとホーム ２９ ５０ ４４ ４７ ５４ 

２２ 東部小学区学童保育所 ひっとホーム ３２ ３０ ２９ ２９ ２９ 

２３ 児童クラブ まどか ３５ ３２ ３９ ３９ ３４ 

２４ 
三沢地区学童保育所 どんぐりクラブ 
（R４年度末で閉所） 

１３ ９ １２ ８ - 



53 

 

２５ 
愛宕地区学童保育 レインボーサウス 
         レインボーノース 
（R５年度から２支援の単位となる） 

５０ ５１ ５０ ６５ ６９ 

２６ 愛宕地区学童保育 レインボーなないろ ３４ ３９ ３９ ３７ ３２ 

２７ 塩井さくらんぼクラブ ５１ ４１ ３４ ３３ ３３ 

２８ 六郷地区学童保育「のびのびクラブ」 １６ １２ １３ １３ １８ 

２９ 広幡地区学童保育「げんきっ子クラブ」 ３１ ２４ １５ １５ １４ 

３０ 
米沢市上郷児童センター 学童クラブ 
（R４年度末で閉所） 

３１ ２８ １３ １３ － 

３１ 米沢市窪田児童センター 学童クラブ ３９ ３２ ３３ ３０ ３０ 

３２ 敬師学童クラブ １０ １０  ８ ８ １０ 

３３ 南部小学校区学童保育 グレース ２４ ３１ ２７ ２７ ３１ 

３４ おぼこ広場「北斗塾」 ３８ ３５ ３７ ３７ ３７ 

３５ 児童クラブ 太陽の子 －  ６ １８ ３５ ４４ 

計 1,424 1,394 1,301 1,335 1,288 

 

（６）児童手当 

児童手当法に基づき、児童を養育している人に児童手当を支給し、家庭における生活の

安定と次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度。 

    児童手当は０歳から中学校修了（１５歳になった後の最初の３月３１日）前の児童を養

育している人に支給される。（令和４年１０月支給分から特例給付に所得制限限度額有り） 

   ０歳から３歳未満         １５,０００円 

   ３歳以上小学校修了前       １０,０００円 （第３子以降は、１５,０００円） 

   中学生          一律  １０,０００円 

   特例給付（所得制限該当者）一律   ５,０００円 

①  算定基礎人数（人） 

区  分 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

被用者（0歳～３歳未満） 14,282 14,055 13,301 12,695 11,974 

被用者中学校修了前 76,557 74,459 70,937 69,397 68,100 

非被用者中学校修了前 13,241 12,263 11,873 10,688 9,294 

特例給付 3,365 3,214 3,555 3,879 2,713 

計 107,445 103,991 99,666 96,659 92,081 
 

②  支給額（千円） 

区  分 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

被用者（0歳～３歳未満） 214,230 210,825 199,515 190,425 179,610 

被用者中学校修了前 801,945 779,990 743,005 726,120 713,230 
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非被用者中学校修了前 147,145 136,065 132,475 119,425 104,170 

特例給付 16,825 16,070 17,775 19,395 13,565 

計 1,180,145 1,142,950 1,092,770 1,055,365 1,010,575 

※被用者とは、厚生年金、私学共済団体等に加入している人、非被用者とは、被用者、

公務員以外の人 

 

（７）医療給付制度 

① 子育て支援医療給付○子  

目的：乳幼児等の医療費の負担を軽減し、福祉の増進を図る。 

要件：０歳～高校生等（１８歳到達後の最初の３月３１日）まで 

※平成２７年度から、中学３年生まで外来受診の給付対象を拡大 

 平成２８年度から、一部負担金を廃止 

 令和 ２年度から、高校生等まで入院・外来共に給付対象を拡大 
 

② ひとり親家庭等医療給付○親  
目的：ひとり親家庭等の医療費の負担を軽減し、生活の安定と自立の促進を図る。 

要件：・１８歳以下の児童を養育する配偶者のいない父か母（配偶者に重度の障害が

ある場合を含む）と１８歳以下の児童 

・両親のいない１８歳以下の児童 

・１８歳以下の児童を養育しており、配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁判所から

の保護命令が出された父か母と１８歳以下の児童 

      ※ 養育者に所得税が課されている場合は非該当 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

子育て支援 

医療 

受給者（人） 9,587 9,334 11,008 10,666 10,356 

件数（件） 152,119 147,339 129,853 144,710 145,297 

給付額（円） 297,813,261 291,863,235 266,728,411 311,465,335 295,523,716 

ひとり親家庭

等医療 

受給者（人） 1,243 1,167 1,075 1,015 984 

件数（件） 16,490 15,722 13,995 13,894 13,724 

給付額（円） 44,476,675 45,008,448 40,378,447 39,077,715 36,353,757 

計 

受給者（人） 10,830 10,501 12,083 11,681 11,340 

件数（件） 168,609 163,061 143,848 158,604 159,021 

給付額（円） 342,289,936 336,871,683 307,106,858 350,543,050 331,877,473 

※扶助費から高額療養費の戻入及び医療費返納を差し引いたものを給付額とする。 
 

③ 未熟児養育医療給付制度 

出生時体重が 2,000 グラム以下、もしくは身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入

院養育を必要と認めた乳児に対し、その入院医療にかかる費用を公費で負担する。 

ただし、指定された医療機関での治療が対象となり、世帯の市民税所得割額に応じて、

費用の一部は自己負担となる。 
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 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

申請件数（件） 13 9 6 10 9 

養育医療給付費（円） 4,198,478 3,743,261 1,254,297 3,503,528 2,005,300 

 

（８）子ども家庭総合支援拠点 

   平成２８年の法改正により、基礎的な地方公共団体である市町村に子ども家庭総合支援

拠点の設置が義務付けられた(努力義務)。子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情

の把握、相談対応、必要な調査、支援、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務を行

う機能を担う拠点として、令和４年４月１日に設置した。 

 なお、子ども家庭総合支援拠点は、家庭児童相談室を包含し、家庭児童相談員は子ども 

家庭総合支援拠点の職員を兼務する。 

 

配置職員 

 子ども家庭支援員 虐待対応専門員 

主な職務 子どもやその家庭の実情の把握、相

談対応、総合調整、調査・支援及び指

導等、関係機関等との連携 

子どもの虐待に係る相談、虐待が認

められる家庭等への支援、児童相談

所等関係機関との連携及び調整 

国の配置基準人数

／実配置人数 

常時２名／４名 

(職員２名、会計年度任用職員２名) 

常時１名／３名 

(職員２名、会計年度任用職員１名) 

配置職員の資格  保育士、社会福祉士、教員 保健師、社会福祉士、教員 

    

家庭児童相談室は、昭和３９年度に設置し、福祉事務所が行う家庭における適正な児童

養育その他家庭児童福祉及び父子家庭の福祉に関する業務において、事情を把握し相談に

応じ、必要な調査や指導を行っている。家庭児童福祉相談業務に従事する相談員は 3人で、

積極的な指導活動を行っている。また、平成１６年度の法改正により、市が児童虐待の通

告先とされ、様々な支援を行っている。 

※令和２年度までは「その他の相談」に照会や問い合わせ等を含めていたが、令和３年度から

はこれらを除いた新規受付件数のみを計上 

 

 

 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

養護 

相談 

児童虐待相談 ３２ ４４ ３９ ３９ ３１ 

その他の相談 ８８ ４３ ５７ ４０ ５５ 

保健に関する相談 １ ０ ０ ０ ２ 

障がいに関する相談 １０ ２ ３ ４ ３ 

非行に関する相談 １ ２ ５ ４ ０ 

育成相談 ３１ １６ ２５ ９ １８ 

その他の相談 ９０ ９５ ４１ ２ ２ 

計 ２５３ ２０２ １７０ ９８ １１１ 
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（９）米沢市要保護児童対策地域協議会 

関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他関係者の協力

により、要保護児童の適切な保護を図るため、平成１８年１１月１日に設置した。 

  （児童福祉法第２５条の２第１項に規定） 

 

 
 
         

     

 

 

 

 

 

         

 

 
 

調整機関：米沢市健康福祉部子ども家庭課 

   構成機関 

山形地方法務局米沢支局、山形県中央児童相談所、山形県置賜保健所、山形県米沢警察

署、山形県置賜地域配偶者暴力相談支援センター、山形県弁護士会、米沢市医師会、児童

養護施設米沢市立興望館を管理する指定管理者、米沢人権擁護委員協議会、米沢市民生

委員児童委員連合協議会、米沢市小学校長会、米沢市中学校長会、米沢市高等学校長会、

山形県立米沢養護学校、米沢市私立幼稚園・認定こども園連合会、米沢市保育会、米沢市

学童保育連絡協議会、米沢市教育委員会教育指導部、米沢市健康福祉部、米沢市長が必

要と認める者 

 

（１０）児童厚生施設 

児童厚生施設である児童センターは、広く一般児童のために健全な遊びの場を与えてそ

の健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とした施設であり、市内に２か所を設置し

ている。概ね３歳以上の児童を対象に集団保育を行うとともに、自由来館の任意利用にも

対応している。 

なお、管理運営については、米沢市社会福祉協議会を管理者として指定している。 

 

  集団保育利用状況 

 
施 設 名 

集団保育（令和５年４月 1日現在） 自由来館人数 
（令和４年度） 3 歳未満児 3 歳以上児 計 使用料 

1 米沢市窪田児童センター ０ ５ ５ 第１子 16,000 

第２子 13,000 

R1.10～ 

３歳以上無料 

４３ 

2 米沢市上郷児童センター 令和３年度末で集団保育廃止 ２１２ 

 計 ０ ５ ５ ２５５ 

市町村 

警 察 

医療機関 

弁護士会 

保健機関 

学校・教育委員会 

民生児童委員 

児童相談所 民間団体 

保育所 

・協議会参加者の守秘義務 

・支援内容を共有する機関 
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（１１）米沢市立興望館 

児童福祉法に基づく児童養護施設で、入所児は３歳以上児で、保護者のいない児童や放

任、虐待を受けている児童、父母の家出、離婚や精神障がいによるものと入所理由が多様

化している。このようなことから、入所児童には単なる養護だけでなく治療的指導を行う

ため、従事職員の各種研修会への参加や施設独自の研修会の開催などによって専門性を高

め、同時に処遇の向上に努めている。 

運営については、平成１２年度から社会福祉法人緑成会に委託している。平成１８年度

からは指定管理者制度を導入し、社会福祉法人緑成会を管理者として指定している。 

平成１３年度から、子育て短期支援事業の実施施設として利用している。 

①  施設の概要 

認可年月日 昭和２４年６月２０日 

認可定員 ３０名 

所在地 米沢市太田町四丁目１番１５３号 

建物構造 ＲＣ造２階建 

敷地 ２，８１１㎡ 

延床面積 1,009.49㎡（1階 709.79㎡ 2階 299.70㎡） 

付属施設 75.33㎡ 
 
 

② 入所の手続 

 市

福

祉

事

務

所 

通 告 

児

童

相

談

所

 

             入所 

   

 

 

     措 置 

  

相

談

者 

 

相 談 
興

望

館 

 

  

 

  
相 談 

   

・興望館 ☎ 0238(38)6109  FAX 0238(38)6128 

 ・県中央児童相談所  ☎023(627)1198 

 ・山形県福祉相談センター置賜総合支庁駐在 ☎0238(26)6032 

 ・子ども電話相談    ☎023(642)2340 
 

③ 児童数及び内訳（令和５年４月１日現在） 

ア 学年別 

 

小 学 校 中 学 校 高等学校 その他 

(就労) 

幼
児 

合
計 １

年 
２
年 

３
年 

４
年 

５
年 

６
年 

計 
１
年 

２
年 

３
年 

計 
１
年 

２
年 

３
年 

計 

男 0 4 0 1 0 2 7 2 1 0 3 0 1 3 4 0 0 14 

女 2 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

計 2 4 2 3 0 2 13 2 1 0 3 0 1 3 4 0 0 20 
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イ 出身地別 

 米沢市 南陽市 山形市 鶴岡市 東根市 合計 

男 10 2 0 2 0 14 

女 4 0 0 0 2 6 

計 14 2 0 2 2 20 
 

ウ 両親の状況 

 
両

親

有
り 

父のみ 母のみ 
実
父
継
母 

実
母
継
父 

養
父
母
死
亡 

両親なし 

母
生
別 

母
死
亡 

父
生
別 

父
死
亡 

母

死

亡 
父

生

別 

父

死

亡 

母

生

別 

行
方
不
明 

死

亡 

男 1 4 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 

女 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 1 4 0 12 0 0 2 0 0 1 0 0 
 

    エ 入所理由別年度毎入所児童数 

入所理由 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

家庭に問

題がある 

両親死亡 0 0 0 0 0 

父親死亡 0 0 0 0 0 

母親死亡 0 0 0 0 0 

両親行方不明 0 0 0 0 0 

父親行方不明 0 0 0 0 0 

母親行方不明 0 0 0 0 0 

両親離婚 0 0 0 0 0 

父母の疾病 7 5 7 3 2 

経済的困窮による養育困難（棄児） 3 2 3 2 1 

父母の長期拘禁 5 3 4 3 2 

父・母の就労 0 0 0 0 0 

身体的虐待（虐待・酷使） 3 5 6 4 3 

ネグレクト（放任・怠惰） 7 4 3 8 8 

心理的虐待 0 1 0 0 0 

父母の性格異常・精神障がい 0 2 0 2 2 

児童問題により監護困難 0 0 0 0 0 

本人に問

題がある 

不登校 1 0 1 0 0 

非行 0 1 0 1 0 

その他 3 2 2 2 2 

計 29 26 25 25 20 
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（１２）里親制度 

里親制度は、家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和の取れた発達の

ための温かい愛情と正しい理解を持った家庭を与えることにより、愛着関係の形成など児

童の健全な育成を図るための制度である。 

 

（１３）『よねざわ子育てハンドブック』の配布 

子育てに関する項目を「遊ぶ」、「妊娠・出産・健康」、「集まる」、「預ける」、「就学準備」、

「ひとり親家庭・障がい児支援」、「手当・助成・相談」の７項目に分類し、本市の保育サ

ービスや小児科、保育所や認定こども園などの教育・保育施設、児童遊園施設などを紹

介する冊子を配布している。母子手帳の交付時や転入手続きの際などに配布している。 
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Ⅴ 母子・父子家庭及び寡婦福祉 
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Ⅴ 母子・父子家庭及び寡婦福祉 

 

１ 母子・父子及び寡婦福祉 

我が国の母子福祉対策は、古くは昭和４年に制定された救護法により行われ、これによると

「１３歳以下の幼者」を救護の対象に含め、１歳未満の乳児に限って母子一体救護の必要性を

認めていた。しかしながら、当時は世界的な経済不況の影響もあって母子心中が続出したため、

昭和１２年に母子保護法が制定され、１３歳未満の子を持つ母で夫がなく生活が困難な場合に

は、その母子の生活費が支給されることとなった。 

戦後、昭和２１年には生活保護法が制定され、全国民に対して最低生活が保障されることと

なり、戦前の救護法や母子保護法は生活保護法に吸収される形で廃止された。しかし、母子家

庭の置かれている事情から一般家庭と同じ一律の保護では母子福祉の徹底を図ることは難しく、

昭和２７年に母子福祉資金の貸付等に関する法律が制定され、母子家庭の経済的自立が図られ

ることとなった。 

同法の制定後、母子家庭のための年金制度や児童扶養手当が創設される等、母子福祉施策の

関連分野に広がりが見られるようになり、これらの母子福祉対策を総合的に推進するため、昭

和３９年に母子福祉法が制定された。母子福祉法は、母子福祉資金の貸付等に関する法律の内

容をおおむね引き継ぐとともに、母子福祉に関する基本法としての体系を整えたものであった。 

母子福祉法の対象は２０歳未満の子のいる母子家庭であり、子が成人すると対象外となって

いたが、子が成人したからといって直ちに自立できる状態にはなっておらず、寡婦についても

総合的な福祉施策を法律で規定することが要望されるようになった。昭和５６年に母子福祉法

が改正され、寡婦についても母子家庭の母に準じて法的保護の対象とするとともに、法律の名

称も「母子及び寡婦福祉法」と改正された。 

父子家庭への支援については、児童扶養手当が平成２２年から支給対象となり、平成２６年

には母子及び寡婦福祉法が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改められ、父子福祉資金が創

設される等、父子家庭に対する支援が拡充された。 

また、母子・父子家庭は、配偶者のない者と児童が基本的構成要件である。これら母子・父

子家庭の福祉の増進を図るため、福祉事務所に母子・父子自立支援員を配置し、関係機関と連

携をとりながら相談指導を行っている。 

相談内容としては、家庭紛争や児童の養育・結婚、母子父子寡婦福祉資金の貸付け、生活費、

教育費、医療費等経済上の問題、就職、生業、住宅等生活上の問題等がある。 
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（１）母子・父子家庭の状況及び相談件数 

 
H30年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

生

活

一

般 

住宅 0 0.0 7 0.8 11(9) 1.3 7(4) 0.9 6(1) 0.8 

医療・健康 9 1.4 7 0.8 15(1) 1.7 31(6) 3.8 35(5) 4.9 

家庭紛争 5 0.8 53(43) 6.0 69(60) 7.9 92(84) 11.4 52(41) 7.3 

就労 5 0.8 22(1) 2.5 19(7) 2.2 28(2) 3.5 14(3) 2.0 

結婚 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1 0.1 

そ
の
他 

養育費 1 0.1 3(1) 0.4 7(1) 0.8 2 0.2 4(1) 0.6 

借金 0 0.0 2 0.2 6(2) 0.7 6(4) 0.7 6 0.8 

その他 6 0.9 6(1) 0.7 9(3) 1.0 9(2) 1.1 20(8) 2.8 

小   計 26 4.0 100(46) 11.4 136(83) 15.5 175(102) 21.6 138(59) 19.3 

児

童 

養育 25 3.7 38(9) 4.3 57(19) 6.5 66(36) 8.2 51(22) 7.1 

教育 5 0.8 12(4) 1.4 12(9) 1.4 18(9) 2.2 23(4) 3.2 

非行 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 

就職 0 0.0 0 0.0 1 0.1 0 0 0 0 

その他 2 0.3 2 0.2 2 0.2 0 0 6 0.9 

小   計 32 4.8 52(13) 5.9 72(28) 8.2 84(45) 10.4 80(26) 11.2 

経

済

的

支

援
・
生

活

援

護 

母子父子福祉資金 576 86.2 678 77.2 624 71.2 489 60.3 436 60.9 

寡婦福祉資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 

公的年金 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2(2) 0.2 1(1) 0.1 

児童扶養手当 2 0.3 4(2) 0.5 10(6) 1.1 12(3) 1.5 9(1) 1.3 

生活保護 2 0.3 1 0.1 6(5) 0.7 3(1) 0.4 4 0.6 

税 0 0.0 0 0.0 1(1) 0.1 4(1) 0.5 0 0 

その他 29 4.3 12 1.4 23(4) 2.6 28(2) 3.5 39(4) 5.5 

小   計 609 91.1 695(2) 79.2 664(16) 75.7 538(9) 66.4 489(6) 68.4 

そ

の

他 

売店設置 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 

たばこ販売 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 

公営住宅 1 0.1 16(3) 1.8 5(4) 0.6 10(6) 1.2 3(1) 0.4 

母子･父子福祉施設 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 

母子生活支援施設 0 0.0 15 1.7 0 0.0 3(3) 0.4 5(1) 0.7 

小   計 1 0.1 31(3) 3.5 5(4) 0.6 13(9) 1.6 8(2) 1.1 

合   計 668 100.0 878(64) 100.0 877(131) 100.0 810(165) 100.0 715(93) 100.0 

 ※ 平成 30 年度までは、母子・父子家庭相談の件数を挙げていたが、令和元年度から、母子・父子自立支

援員が対応した相談件数を計上している。そのため、母子・父子家庭になる以前からの相談も含まれる。

（ ）内は母子・父子家庭以外の相談対応件数。 
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（２）児童扶養手当   

    離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童（１８歳に達した年度末・障がいのあ

る児童は２０歳未満まで）を養育しているひとり親家庭等の母又は父に支給される手当。

（所得制限あり、児童養護施設等入所児童は対象外。） 

   （令和４年４月以降の支給額） 

    月額：43,070～10,160円、児童２人目 10,170～5,090円加算、３人目以降は 6,100～3,050

円加算 

（令和５年４月以降の支給額） 

    月額：44,140～10,410円、児童２人目 10,420～5,210円加算、３人目以降は 6,250～3,130

円加算 

 

① 支給原因別状況 

年度 

母 子 世 帯 父 子 世 帯 その

他の

世帯 

合計 

離婚 
父の

死亡 
未婚 

父障

がい 
遺棄 離婚 

母の

死亡 
未婚 

母障

がい 
遺棄 

H30 559 3 61 4 1 58 1 0 0 0 10 697 

R元 539 2 60 5 1 53 1 0 1 0 12 674 

R2 511 2 69 5 2 46 0 0 0 0 13 648 

R3 495 2 71 3 1 44 0 0 0 0 13 629 

R4 472 1 71 5 1 39 0 0 0 0 13 602 

※該当理由が２つ以上等の場合は、「その他の世帯」に計上 
 

   ② 支給状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

全部支給（人） 345 300 296 275 262 

一部支給（人） 352 374 352 354 340 

受給者計（人） 697 674 648 629 602 

全部停止（人） 150 150 138 140 141 

合  計（人） 847 824 786 769 743 

支給金額（円） 358,545,860 441,842,200 327,527,810 321,429,890 305,968,930 

受給対象児童数

（人） 
1,073 986 932 901 855 
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（３）母子父子寡婦福祉資金 

この制度は、母子、父子及び寡婦の方に対してその経済的自立と生活意欲の助長を図り、

併せてその扶養している児童の福祉を増進するために貸付を行うものである。 

貸付金名 

貸付対象者 

貸付限度額 
据 置 

期 間 

償 還 

期 間 
利率 母子 

父子 

寡婦 

その他 

事業開始 父、母 

母子・

父子福

祉団体 

3,260,000円 

※共同で起業する場合は、4,890,000円 
１年 ７年 

無利子 

事業継続 父、母 

母子・

父子福

祉団体 
1,630,000円 ６ヵ月 ７年 

修  学 
父、母 

子 

父母の 

ない 

児童 

別表のとおり 
卒業後
６か月 

１０年 
専修(一般) 

は５年 
無利子 

技能習得 父、母  

68,000円/月の習得期間中 5年以内 

※自動車運転免許習得 460,000円 

※各種学校等に入学する場合等で、入学時や

年度初めに必要となる額が貸付限度額の月

額を超える場合は 816,000円 

終了後
1年 

１０年 無利子 

修  業 子 

父母の 

ない 

児童 

68,000円/月の習得期間中 5年以内 

※自動車運転免許習得 460,000円 

終了後
1年 

１０年 無利子 

就職支度 
父、母 

子 

父母の 

ない 

児童 

105,000円（特別 340,000円） 

※特別貸付は自動車購入の場合 
１年 ６年 

（親） 
無利子 

医療介護 
父、母 

子 
 

医療 340,000円(特別 480,000円) 

介護 500,000円 

終了後
６ヵ月 

５年 無利子 

生  活 父、母 

 

①技能を習得する期間 

141,000円／月 

※技能を習得する期間で 5年以内 

終了後
６ヵ月 

１０年 無利子 

②医療介護を受けている期間 

108,000円／月 

※医療介護を受けている 1年以内 

終了後
６ヵ月 

５年 無利子 

③失業している期間 

108,000円／月 
※当該離職日の翌日から 1年以内 

満了後
６ヵ月 

５年 無利子 

④母子父子家庭の母(7年未満) 

108,000円／月 

※総額は 2,592,000円限度 

※期間は母子家庭となって 7年以内 

※養育費取得のための裁判費用は 

1,236,000円限度 

満 了後 
６ヵ月 

８年 無利子 

 

児童扶養手当に準拠した額の範囲内／月 
※貸付期間は児童扶養手当等の支給が開始さ

れるまでの期間中、原則 3 カ月の範囲内とし

最長 1年以内 

満了後 
６ヵ月 

１０年 無利子 
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住  宅 父、母  1,500,000円 (特別 2,000,000円) ６ヵ月 
６(７)

年 
無利子 

転    宅 父、母  260,000円 ６ヵ月 ３年 無利子 

就学支度 
父、母 

子 

父母の 

ない 

児童 

学校区分 自宅 自宅外 

修学又
は修業
修了後
６ヵ月 

１０年 

 

修業施 
設・専 
修（一
般）は
５年 

無利子 

小学校 64,300 円 

中学校 81,000 円 

高校･高専･
専修(一般、
高等) 

150,000 円 160,000 円 

私立高校･
専修(高等) 

410,000 円 420,000 円 

国公立大学･
短大･専修
(専門) 

410,000 円 420,000 円 

私立大学･
短大･専修
(専門) 

580,000 円 590,000 円 

国公立の大
学院 

380,000 円 

私立の大学
院 

590,000 円 

修業施設 272,000 円 282,000 円 

結  婚 父、母  310,000円 ６ヵ月 ５年 無利子 

 <注> ・貸付を受けるには連帯保証人が必要。 

    ・“据置期間”の特記がない資金については貸付日(期間)から。 

    ・“償還期間”は、据置期間経過後。 

    ・支払期日まで納入されない場合、元利金につき年 3.0％の違約金が徴収される。 

    ・修学資金は、県高等学校奨学金、（独）日本学生支援機構奨学金などの同種の奨学資金

制度による学資資金の貸付を受けている方については、貸付対象外。（奨学金との差額

を限度としての貸付は可） 

 

 

別表（単位：円 令和 3年 4月 1日から適用） 

    １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

修
学
資
金
貸
付
限
度
額(

月
額) 

 

高等学校 

専修学校 

(高等課程) 

国公立 
自宅通学 27,000 27,000 27,000   

自宅外通学 34,500 34,500 34,500   

私 立 
自宅通学 45,000 45,000 45,000   

自宅外通学 52,500 52,500 52,500   

高等専門学校 

国公立 
自宅通学 31,500 31,500 31,500 67,500 67,500 

自宅外通学 33,750 33,750 33,750 76,500 76,500 

私 立 
自宅通学 48,000 48,000 48,000 98,500 98,500 

自宅外通学 52,500 52,500 52,500 115,000 115,000 

専修学校 

(専門課程) 

国公立 
自宅通学 67,500 67,500    

自宅外通学 78,000 78,000    

私 立 
自宅通学 89,000 89,000    

自宅外通学 126,500 126,500    
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修
学
資
金
貸
付
限
度
額(

月
額)

 

短期大学 

国公立 
自宅通学 67,500 67,500    

自宅外通学 96,500 96,500    

私 立 
自宅通学 93,500 93,500    

自宅外通学 131,000 131,000    

大学 

国公立 
自宅通学 71,000 71,000 71,000 71,000  

自宅外通学 108,500 108,500 108,500 108,500  

私 立 
自宅通学 108,500 108,500 108,500 108,500  

自宅外通学 146,000 146,000 146,000 146,000  

大学院 

（修士・博士前期課程） 

国公立 
自宅通学 132,000 132,000    

自宅外通学 132,000 132,000    

私 立 
自宅通学 132,000 132,000    

自宅外通学 132,000 132,000    

大学院 

（博士後期課程） 

国公立 
自宅通学 183,000 183,000 183,000   

自宅外通学 183,000 183,000 183,000   

私 立 
自宅通学 183,000 183,000 183,000   

自宅外通学 183,000 183,000 183,000   

専修学校(一般課程)  52,500 52,500    

※母子修学資金、父子修学資金及び寡婦修学資金共通 

※扶養者の前年所得が６８２万円を超える場合、限度額は本表と異なる。 
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67 

Ⅵ 高齢者福祉 

 

１ 高齢者福祉 

我が国における人口の高齢化は、極めて急速に進展し、世界でも例を見ない速さで進んでい

る。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、２０２５年に高齢化率は３０％台に達し、

２０３３年には３２％を超え、２０４６年には３７％と予想されている。それに加え、家族構

成及び扶養意識の変化等により、家族での介護能力が低下し、高齢者をとりまく環境は厳しく、

さらに生活上のニーズも多種多様化している状況にある。 

これまで、高齢者福祉対策は、主として施設入所サービスを中心に行われ、要援護者の処遇

が図られてきたが、今後、増大かつ広範化する高齢者の需要等に適切に対応できるよう、総合

的な在宅福祉対策の充実に努めていく必要がある。併せて高齢者一人ひとりができるだけ長い

期間健康で自立した生活を送り、また、住み慣れた地域で、必要なサービスを利用しながらそ

の人らしい生活を継続できるよう地域ケア体制の整備を進めていくとともに、高齢者を「社会

の支え手」としてとらえ、その豊かな知識や知恵、能力などを生かし、積極的に社会参画し、

地域社会を支える力として活躍できるまちづくりを展開していく必要がある。そのためには、

健康な高齢者に対する施策と要援護高齢者に対する施策に分けた諸施策の充実を図ることが必

要であり、健全な高齢者の生活をより豊かなものとするため、関係機関との共催による健康講

座等の開催、老人体育レクリエーション大会、老人クラブの活動促進等高齢者の生きがい対策

の充実を図るほか、自立した生活を確保するため、各種在宅福祉事業に取り組んでいる。 

また、認知症等により判断能力が十分でない者の権利を尊重し擁護することにより、住民一

人ひとりが住み慣れた地域で安心して生活できるよう成年後見制度の利用促進と円滑な制度運

用ができる体制づくりを図るため、令和４年４月から置賜地域の中核となる機関として「置賜

成年後見センター」を設置している。運営については、置賜３市５町で組織する置賜成年後見

センター運営協議会から社会福祉法人米沢市社会福祉協議会へ事業を委託している。 

 

（１）高齢者人口の推移（住民基本台帳人口：各年４月 1日現在） 

 H31年 R2年 R3年 R4年 R5年 

総人口 80,314 79,351 78,446 77,654 76,556 

60 歳以上 65歳未満 5,398 5,284 5,221 5,236 5,300 

 総人口比（％） 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9 

65歳以上 25,089 25,196 25,308 25,254 25,040 

 総人口比（％） 31.2 31.8 32.3 32.5 32.7 

 

（２）５歳階層別高齢者人口（４月１日現在） 

年 齢 男 女 計 

60歳以上 65歳未満 2,659 2,641 5,300 

65歳以上 70歳未満 2,643 2,607 5,250 

70歳以上 75歳未満 2,978 3,255 6,233 

75歳以上 80歳未満 2,107 2,430 4,537 
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80歳以上 85歳未満 1,534 2,263 3,797 

85歳以上 90歳未満 1,033 1,897 2,930 

90歳以上 95歳未満 391 1,268 1,659 

95歳以上 108 526 634 

計 13,453 16,887 30,340 

 

（３）高齢者の状況（各年４月 1日現在） 

 H31年 R2年 R3年 R4年 R5年 

単身高齢者 3,049 3,078 3,110 3,323 3,309 

高齢者夫婦世帯 3,006 3,035 3,066 3,277 3,263 

※ 「単身高齢者」及び「高齢者夫婦世帯」の数値は、平成２７年度及び令和２年度に実施

された国勢調査を基礎に住民登録上の数値を修正して算出した推計値である。 

 

２ 社会参加と生きがい対策 

（１）老人クラブ育成事業 

高齢者の生きがいを高めるため、老人クラブ活動指導員１名を配置し、クラブ活動の充

実、発展と高齢者福祉の増進を図り、更に、老人クラブ活動費の助成を行う。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

クラブ数 42 41 25 20 20 

会員数(人) 1,272 1,213 927 646 615 

助成金交付額(円) 1,087,880 1,064,520 717,080 585,840 584,600 

 

（２）生きがいと創造の事業 

高齢者が持っている豊富な経験と知識、趣味や研修で習得した技能を生かし、参加した

仲間と一緒に意欲的に創造活動や生産活動を行うことで老後の生きがいをより一層高め、

心身の健康と潤いある生活を図ることを目的に昭和５６年１０月に発足（生きがい事業セ

ンターを創設）。昭和５８年度から市の単独事業、その後平成１２年度から県の補助事業、

平成１８年度以降は市単独事業として実施している。 

各部会が自主運営で活動しており、市から講師謝礼の一部を支出している。平成４年度

からアップリケ部会（平成２４年度から手芸部会に名称変更）、平成６年度から水墨画部会、

平成７年度から日本画部会が増設された。 

なお、令和４年度から、園芸部会及び手芸部会が活動休止となっている。 

（単位：人） 

 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

陶芸 18 16 14 13 13 

工芸 
籐づる 17 15 14 15 13 

木彫 14 13 10 9 8 

園芸 33 30 27   

手芸 17 15 14   
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水墨画 12 11 9 5 5 

日本画 14 14 14 14 10 

計 125 114 102 56 49 

     （各年４月 1日現在） 
 

（３）高齢者いきいきデイサービス 

概ね６５歳以上の高齢者（介護保険法の要介護認定において非該当(自立)認定または同

程度と見込まれる者）が在宅での生活を維持できるよう、日常生活での動作の訓練や食事、

語らいの場を提供して、高齢者の社会的孤立感を解消することを目的に実施している。 

平成２８年度から寿山荘コースを廃止し、公民館コースを５施設追加し計１０施設で実

施。また隔月で温泉施設での入浴サービスを行っていた。 

コース名 会 場 利用料金 サービス内容 

公民館 

(週 1回) 

 

コミュニティセンター９箇所

（中部・東部・西部・南部・北

部・愛宕・万世・六郷・三沢）

及びすこやかセンター 

1,000円 

内訳 

・弁当代 

・お茶代 

・日常生活での動作の訓練 

・食事の提供 

・ゲーム等のレクリエーション

ほか 

・温泉施設での入浴（隔月） 

 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

公民館 
開催日数 240 478 481 478 

延人数 3,758 8,748 8,067 8,346 

寿山荘 
開催日数 240    

延人数 3,091    

 

令和元年度からは身体機能向上教室を取り入れたアクティブコースと温泉を利用する 

ゆったりコースの２コースを設けて実施している。 

コース名 会 場 サービス内容 

アクティブ 

(隔週) 

 

コミュニティセンター４箇所 

（中部・愛宕・六郷・三沢） 

及びすこやかセンター 

・フレイル予防のための活動 

・食事の提供 

・ゲーム等のレクリエーション  等 

ゆったり 

（隔週） 

コミュニティセンター９箇所 

（中部・東部・西部・南部・ 

北部・愛宕・万世・六郷・三沢） 

及びすこやかセンター 

・フレイル予防及び認知症予防のための

活動 

・食事の提供 

・ゲーム等のレクリエーション 

・温泉施設での入浴    等 
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 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

アクティブ 
開催日数 108 47 102 108 

延人数 1,265 330 933 1,086 

ゆったり 
開催日数 207 84 200 229 

延人数 3,269 562 2,713 2,764 

 

（４）老人体育レクリエーション 

高齢者がスポーツ、レクリエーションを通じて、健康の保持と相互の親睦を図り、老後

の生活を豊かなものとするため、昭和５０年から実施している。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

開催日 7月 7日 7月 6日 ※新型コロナ

感染症の影響

により中止 

※新型コロナ

感染症の影響

により中止 

7月 2日 

場所 市営体育館 市営体育館 市営体育館 

参加人数 500 500 282 

 

（５）シルバー人材センター 

公益社団法人米沢市シルバー人材センター（昭和５５年１１月４日発足）は、定年退職

者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた就業等を提供するとともに、ボラン

ティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通じて、高年齢者の健康で生きがいのあ

る生活の実現と、地域社会の福祉の向上及び活性化を目的とし、「高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律」に基づいて事業を行う公益社団法人である。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

会員数(人) 387 376 382 383 371 

契約金(千円) 218,871 212,140 212,410 212,532 191,313 

 

（６）高齢者温泉利用福祉事業 

老人福祉センター「寿山荘」の廃止に伴い、平成３０年度からその代替事業として民間

事業者に委託し、高齢者に対する温泉施設ならではの各種サービスの提供を実施している。 

主なサービス内容として、低額での日帰り温泉利用、高齢者団体への憩いの場の提供、

いきいきデイサービス事業での利用、障がい者の温泉利用、小町教室（趣味の講座）の開

催等がある。 

 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

日帰り入浴者数 1,949 1,921 3,080 3,849 

いきいきデイサービス利用者数 857 0 0 0 

団体の利用者数 74 13 9 22 

障がい者の入浴者数 0 0 6 5 

小町教室等の参加者数 258 25 97 182 

合  計 3,138 1,959 3,192 4,058 
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３ 在宅高齢者サービス 

（１）愛の一声事業 

昭和６１年度にスタートした事業で、市内に居住する７０歳以上の単身または高齢者の

み世帯に対し、乳酸飲料（ヤクルト）を支給しながらその安否を確認するとともに、日常

生活に生きがいと楽しみを与え、在宅福祉の増進を図る目的で実施している。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

支給者数(人) 402 374 352 328 392 

事業費(円) 890,935 894,686 855,514 828,696 849,521 
 

（２）はり、きゅう、マッサージ等助成 

６９歳以上の高齢者が、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けた際に、市が一回に

つき１,０００円を限度に助成し、高齢者の健康保持を図ることを目的に、昭和５５年度か

ら米沢市の単独事業として実施している。令和５年度からは、対象となる年齢を７０歳以

上に変更している。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

交付人数(人) 1,216 1,235 1,174 1,221 1,136 

助成額（千円） 6,107 6,252 5,743 5,738 5,166 
 

（３）あんしん電話事業 

概ね６５歳以上の高齢者等の家庭に緊急通報機器を設置し、家庭内での急病、事故等に

より救援を必要とする場合、機器を通じて受信センターに通報し、速やかな救援活動を  

行っている。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

設置累計(世帯) 217 199 203 199 197 

受信状況(誤作動含) 109 111 150 97 92 

内 
 

訳 
緊急ボタン 60 77 94 45 40 

ペンダント 27 26 36 46 46 

リズムセンサー 22 8 20 6 6 

出動状況(回) 9 18 18 27 13 

    ※令和４年度……新規設置件数：２５台、撤去件数：２７台 

（４）訪問理美容助成事業 

寝たきり状態にあることや身体の障がい等の理由により理髪店や美容院に出向くことが

困難である概ね６５歳以上で介護保険における要介護度が３･４･５の人や重度身体障がい

者(下肢障がい１・２級)等に対し、自宅への出張訪問に要する費用の一部を助成している。

（申請に基づき１回２,０００円の助成券を年４枚交付）     

（ ）は障がい者数で内数 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

利用者(人) 46(5) 58（ 9） 56（ 7） 56（10） 62（ 8） 

利用枚数(枚) 120(19) 124（27） 90（24） 101（29） 110（21） 
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（５）高齢者生活支援短期入所事業（ショートステイ） 

在宅の高齢者が自立した生活を営むことができるようにするため、または高齢者を養護

している人が疾病その他の理由により養護することが一時的に困難な場合に、当該高齢者

を短期間施設に入所させることで、当該高齢者への指導や支援を行う。 

① 実施施設：成島園、万世園、おいたまの郷、花の里、星の村、サンファミリア米沢、 

    回春堂 

② 利用期間：１年間で最高１４日間 

③ 利用料金：１日 ２，２５０円 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

利用者数(人) 8 7 3 7 7 

利用日数(日) 57 62 17 74 79 

 

（６）紙おむつ支給事業 

６５歳以上の常時失禁状態にある寝たきり高齢者または認知症高齢者で、世帯全員の市

民税額１３万円以下の世帯に支給している。 

平成１２年度から、給付券を使い市内の指定店から購入する給付券方式を採用。介護保

険法の要介護３・４・５の認定を受けた人については、市民税非課税世帯の人で月７,００

０円、市民税課税世帯の人で月５，０００円、要介護２以下の認定を受けた人等で一定の

要件に該当する人については、市民税非課税世帯の人は月４,０００円、市民税課税世帯の

人は月３，０００円の給付券を支給している。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

申請者数(人) 1,425 1,326 1,341 1,373 1,306 

支給金額(円) 46,311,382 45,654,653 46,231,704 44,218,115 40,152,844 

 

（７）高齢者等除雪援助員派遣事業 

在宅の６５歳以上の高齢者のみの世帯で、世帯全員の市民税課税額が３万円以下の世帯

に対して、冬期間においても支障なく自立した生活が営めるように除雪援助員を派遣して

いる。 

① 内  容：ア 公道から玄関先までの通路の確保 

  イ １２月１日から３月３１日まで最高１０回の派遣 

（一部地域は１２回） 

② 利用者負担：１回当たり ・手作業の場合   ３００円（令和５年度からは３３０円） 

・除雪機使用の場合 ７５０円（令和５年度からは８５０円） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

登録者数(人) 374 375 454 506 519 

手作業派遣(回) 380 73 552 547 321 

除雪機派遣(回) 652 55 1,165 1,359 878 

総事業費(円) 5,940,600 635,400 10,460,850 11,909,250 7,602,450 
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（８）高齢者等雪下ろし助成事業 

住居の屋根の雪下ろし等を自力で行うことが困難な６５歳以上の単身高齢者等に対し

て、１２月から３月までの間に雪下ろしに要した費用のうち１回あたり９，０００円ま

でを年３回 (一部地域は４回)を上限として助成金を交付している（令和５年度からは上

限額を１回あたり１０，０００円に変更）。 

対象者は、市内に居住する６５歳以上の高齢者のみの世帯で、世帯に属するすべての

者の市民税課税額が３万円以下の世帯。ただし、税法上の扶養親族者がいる世帯、生活

保護世帯、施設・病院等に入所・入院中により自宅が不在の世帯、親族が行う雪下ろし

は対象外。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

登録者数(人) 818 610 962 1,097 1,020 

助成回数(回) 522 1 1,547 1,833 1,199 

総事業費(円) 4,610,710 9,000 13,796,475 16,310,960 10,630,919 

備考  暖冬のため降雪量

が少なかった。 

   

 

（９）高齢者等生活支援事業（生活援助員の派遣） 

在宅の概ね６５歳以上の単身世帯や高齢者夫婦世帯で、日常生活上の援助が必要な人が

介護を必要とする状態になることを予防するために、日常生活において、自宅の軽微な修

繕、不用となった日常生活用品の排出等の軽度な支援を行う生活援助員を派遣している。 

利用者負担：１時間当たり８０円（令和５年度からは１回(３０分あたり)４５円に変更） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

利用者数(人) 80 86 90 82 86 

派遣回数(回) 3,782 4,152 3,599 3,827 3,556 

総派遣時間(ｈ) 1,905.5 2,112.0 1,829.5 1,932.0 1,783.0 

 

（１０）シルバーハウジング生活援助員派遣事業 

米沢市営住宅塩井町団地に入居する高齢者等の世帯が、地域社会の中で自立して安全

かつ快適な生活が営むことができるよう、塩井町住宅の一部の居室に緊急通報装置等を

設置するとともに、生活援助員が安否の確認、緊急時の対応、生活に関する相談等の支

援を行っている。平成２１年度から事業が開始され、高齢者用の住戸には、令和５年４

月１日現在で２２世帯（２４名）が居住している。 

※ 供用開始：１号棟（８世帯）平成２１年度、２号棟（８世帯）平成２４年度、 

３号棟（８世帯）平成２６年度 

 

４ 寿賀祝品贈呈 

（１）市敬老祝品支給事業 

高齢者に対して、敬老の意を表し合わせて敬老思想の高揚を図ることを目的として、寿

詞等を贈呈している。平成２０年度からは、数え年１００歳（長寿）の方に祝金１０万円

及び寿詞を贈呈し、数え年８８歳（米寿）の方及び１０１歳以上の方には寿詞又は、記念
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品（平成２７年度から記念品）を贈呈している。            (単位：人） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

米寿の寿詞 537 630 591 540 641 

長寿祝金及び寿詞 44 56 57 48 50 

数え年 101 歳以上

寿詞又は記念品 
71 83 102 108 101 

 

５ 老人福祉施設の入所状況 

６５歳以上の高齢者で、家庭環境や経済的理由等により在宅生活が困難な人について、養護

老人ホームへの入所措置を行う。 

（１）入所者の状況（年度内の入所者実人数）               （単位：人） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

星の村（米沢市） 63 59 61 59 65 

蔵王長寿園（上山市） 5 4 4 5 5 

南陽やすらぎ荘(南陽市) 8 8 8 7 7 

おいたま荘（長井市） 0 0 1 1 1 

山静寿（山形市） 4 5 6 7 7 

明鏡荘（朝日町） 1 1 1 1 1 

緑光園（福島市） 1 2 2 2 1 

松風荘（名取市） 0 0 0 0 1 

合  計 82 79 83 82 88 

 

（２）入所者等の異動状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

入所者数(人) 11 10 9 9 15 

退所者数(人) 12 13 5 10 9 

措置金額(千円) 173,733 184,550 192,178 190,179 208,080 

 

６ 権利擁護事業 

（１） 高齢者虐待の防止 

米沢市高齢者虐待対応マニュアルに基づき、関係機関と連携を図り虐待の早期発見に努

めるとともに、虐待の事実確認、養護者への支援を行う。 

   内  訳 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

養
護
者
に
よ
る 

通報件数 
(Ｈ29は相談含む) 

42 37 21 27 17 

虐待件数 13 13 4 6 4 

 

 

施設･高齢者住 

宅等入所･入居 
8 1 1 1 3 

その他の対応 5 12 3 5 1 

見守りのみ 0 0 0 0 0 
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施
設
従
事
者
に
よ
る 

通報件数 1 3 1 0 2 

虐待件数 0 1 0 0 0 

 

従事者指導 0 1 0 0 0 

その他の対応 0 0 0 0 0 

見守りのみ 0 0 0 0 0 

 

（２） 置賜成年後見センターの運営 

置賜3市5町における権利擁護支援体制の中核的な役割を担う「置賜成年後見センター」

を令和 4年 4月 1日設置。業務を米沢市社会福祉協議会に委託し、委託料については置賜

3市 5町で負担している。 

＊ 広報及び啓発 制度に関するリーフレット作成（1回）、地域住民向け研修会（8回）、 

各市町担当職員向け研修会（2回）ほか 

  ＊ 相談件数   新規相談（71件）・継続相談（105件）、各市町への出張相談（48回）、 

専門職による相談対応（1件） 

  ＊ 受任調整会議の開催（2回） 

  ＊ その他、各市町の首長申立てに係る支援や各市町担当者情報交換会を実施 

 

７ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

  医療保険制度の保健事業と介護保険制度の介護予防事業を一体的に実施することにより、後

期高齢者を包括的に支援し、健康寿命の延伸を目指す。 

   令和 4 年度は、第七中学校区をモデル地区として、健康課による健康状態不明者を対象とし

た実態把握（ハイリスクアプローチ）と高齢福祉課による通いの場を対象としたフレイルに関

する健康教育、健康相談（ポピュレーションアプローチ）を実施する。 

 

（１）健康状態不明者を対象とした実態把握・支援（ハイリスクアプローチ） 

＊ 健康状態不明者 34人 

＊ 訪問や電話等による実態把握・指導者数  34人 

       内訳：実態把握・指導後の状況把握対象者 26人、対象外 8人 

＊ 実態把握・指導後の状況確認者数        24人 

      内訳：健診申込 2人（うち受診 1人）、医療受診 1人、 

地域包括支援センター介入 6人、健診・医療等への接続なし 15人 

 

（２） 通いの場 3箇所を対象としたフレイルに関する健康教育・健康相談 

（ポピュレーションアプローチ） 

 R4年度 

教室開催数（回） 16 

延べ参加者数（人） 172 
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個別相談の対象者数（人） 22 

個別相談実施者数（人） 13 

＊個別相談実施者に訪問対応 2人含む 

＊個別相談未実施者 9人に対しリーフレットを配布または郵送 

 



 

 

 

 

 

Ⅶ 介 護 保 険 事 業 
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Ⅶ 介護保険事業 

 

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、平成１２年４月に創設

された。給付と負担の関係が明確な社会保険方式をとっており、老人福祉、老人保健、医療保

険の制度を再編し、利用者の選択により介護に関する福祉サービス・医療サービスを総合的に

受けられる仕組みとなっており、地域住民に身近な行政主体である市町村及び特別区が保険者

となる。 

令和３年度から第８期介護保険事業計画に基づき、介護保険事業を推進している。 

 
介護保険制度の変遷 

計画期 制度改正内容 介護報酬改定 

1 期 平成 12 年 介護保険法施行  

2 期 平成 15 年 介護保険法一部改正 ▲2.3％ 
 住宅 ＋0.1％ 
施設 △4.0％ 

3 期 平成 18 年 介護保険法一部改正 
〇介護予防の重視 
 ・新予防給付の創設（介護予防給付） 
 ・地域包括支援センターの創設 
 ・地域支援事業の創設 
〇施設給付の見直し 
 ・食費・居住費が保険対象外 
 ・低所得者への補足給付 
  （特定入所者介護サービス費等） 
〇地域密着サービスの創設など  

▲2.4％ 
 住宅 △1.0％ 
施設 △4.0％ 

4 期 平成 21 年 介護保険法一部改正 ＋3.0％ 
 住宅 ＋1.7％ 
 施設 ＋1.3％ 

5 期 平成 24 年 介護保険法一部改正 
〇地域包括ケアの推進 
 ・定期巡回・随時対応サービス、複合型サービスの創設 
 ・介護予防・日常生活支援総合事業の創設 
 ・介護療養病床の廃止期限猶予  
  （29 年度末までの経過措置） 
〇介護職員によるたんの吸引等の実施可など 
 

＋1.2％ 
 住宅 ＋1.0％ 
 施設 ＋0.2％ 

6 期 平成 27 年  

 

 

 

 

 

介護保険法一部改正 
〇地域包括ケアシステムの構築 
〇新しい総合事業の創設（29 年度末までの経過措置） 
（要支援者の訪問介護、通所介護を地域支援事業へ移行） 
〇特別養護老人ホーム対象者を介護 3 以上に重点化 
〇一定以上の所得のある利用者の自己負担引上げ 
〇補足給付の要件に資産等を追加 

 

▲2.27％ 
住宅 △1.42％ 
施設 △0.85％ 

平成 28 年 介護保険法一部改正 

〇地域密着型通所介護の創設 
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7 期 平成 30 年 

 

 

 

 

 

 

介護保険法一部改正 
〇居宅介護支援事業所の指定権限が市町村へ移譲 
〇介護報酬の改定及びサービス利用者負担の変更 
〇介護保険の財源構成が変更され、財源の半分を担う介護 
 保険料の負担割合が 65 歳以上の人は 23％、40 歳から

64 歳の人は 27％ 
〇「介護医療院」の創設 
〇2 割負担の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が 3
割に変更 

 

 ＋0.54％ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和元年 

 

介護保険法一部改正 
〇介護人材の処遇改善 
〇消費税の引き上げ（10％）への対応 

+2.13％ 

8 期 令和 3 年 介護保険法一部改正 
〇感染症対策への強化 
〇地域包括ケアシステムの推進 
〇自立支援・重度化防止の取組の推進 
〇介護人材の確保・介護現場の革新 
〇制度の安定性・持続可能性の確保 

+0.70% 
うち 0.05％は新
型コロナウイル
ス感染症に対応
するための特例
的評価（R3.9月ま
で） 
R3.4~9 まで、基
本報酬に 0.1％上
乗せ 

令和 4 年  ○介護職員等ベ
ースアップ等支
援加算の創設 
+0.5~2.4% 
R4.10 月から、基
本報酬にサービ
ス種別の加算率
を上乗せ 

 

１ 被保険者数と認定者数の推移 

（１）被保険者 

  第１号被保険者 ６５歳以上の者 

    原因を問わず介護が必要と認定された場合、サービスを利用することができる。 

  第２号被保険者 ４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者 

    老化が原因とされる特定疾病(※)により介護が必要と認定された場合、サービス 

   を利用することができる。 

   ※特定疾病 加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じ 

させると認められる疾病。若年性認知症や末期がんなど１６種。 

 

（２）要介護・要支援認定 

介護サービスを利用するためには、市に申請して要介護・要支援の認定を受ける必要が

あり、市では申請した被保険者の訪問調査を行うとともに、かかりつけの医師に意見書作

成を依頼し、医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会（審査会 49 回開催、

審査件数 4,548件）で判定を行っている。 

   適正申請勧奨や認定有効期間の延長等により認定者比率の減少に努めているが、認定率

は横ばいとなっている。 
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① 要介護・要支援認定者数 

区  分 
 第 1号被保険 

  者数(Ａ) 

認  定  者  数 
高齢者に占める     
認定者比率 

 （Ｂ/Ａ）％ 
第 1 号被保険者 第 2 号被保険者 

計 
(65 歳以上)(Ｂ) (40～64 歳) 

H30年度  24,753  4,480  91  4,571  18.1  

R元年度 25,060  4,480  84  4,564  17.9  

R2年度 25,183 4,579 86 4,665 18.2 

R3年度 25,122 4,529 83 4,612 18.0 

R4年度 24,910 4,427 83 4,510 17.8 

※他市町村住所地特例者及び適用除外施設入所者は除くため、住民基本台帳と一致しない。 

② 要介護認定申請 

 R2年度 R3年度 R4年度 

新 規 1,115 1,061 1,093 

更 新 3,257 3,290 3,025 

変 更  600 660 652 

計 4,972 5,011 4,770 

③ 要介護認定調査 

  
R2年度 R3年度 R4年度 

市実施 委託 計 市実施 委託 計 市実施 委託 計 

新 規 1,245  9  1,254  997  0  997 1,037 0 1,037 

更 新 1,303  1,929  3,232  1,060  2,169 3,229  1,046 1,888 2,934 

変 更 376  45  421  586 47  633 569 43 612 

計 2,924  1,983  4,907  2,643 2,216 4,859  2,652 1,931 4,583 

実施率(％) 59.6  40.4  100.0  54.4  45.6  100.0  57.9 42.1 100.0 

※更新・変更認定に限り委託も認められているが、要介護認定の適正化を図るため、市実施率

を一定に保ち、委託分については調査票点検を実施している。 

④ 審査判定結果 

  計 非該当 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

2 

年

度 

新規 1,082  32  233  125  280  141  82  117  72  

更新 3,207  17  274  297  996  594  362  381  286  

変更 577  0  1  5  67  87  113  175  129  

計 4,866  49  508  427  1,343  822  557  673  487 

3 

年

度 

新規 1,008  23  248  109  283  122  76  86  61  

更新 3,221  16  284  290 945  590  375  407  314  

変更 621  0  6  15 81  91  113  181 134  

計 4,850  39  538  414  1,309  803  564  674  509  
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4 

年

度 

新規 1,249 29 269 145 381 150 84 123 68 

更新 2,946 11 297 276 871 542 337 352 260 

変更 407 0 2 1 21 43 66 161 113 

計 4,602 40 568 422 1,273 735 487 636 441 

 ⑤ 要介護度別認定者数 

  要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 計 

第 1 号  

被保険者 

H30年度  412  348  1,029  894  612  654  531  4,480  

R元年度 404  339  1,031  879  600  676  551  4,480  

R2年度  461  340  1,041  907  592  691  547  4,579  

R3年度  481 358 1,036 894 591 672 497 4,529 

R4年度  507 372 1,066 839 550 667 426 4,427 

第 2 号 

被保険者 

H30年度  10  11  17  22  12  7  12  91  

R元年度 7  6  21  15  14  12  9  84  

R2年度  8  8  22  17  17  10  4  86  

R3年度  10 11 18 20 9 11 4 83 

R4年度 8 13 21 20 6 11 4 83 

計 

H30年度  422  359  1,046  916  624  661  543  4,571  

R 元年度 411  345  1,052  894  614  688  560  4,564  

R2 年度  469  348  1,063  924  609  701  551  4,665  

R3 年度  491 369 1,054 914 600 683 501 4,612 

R4 年度 515 385 1,087 859 556 678 430 4,510 

 

２ 保険給付の状況 

認定を受けた被保険者は、自己又は介護支援専門員（ケアマネジャー）や地域包括支援セン

ターに依頼して介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、居宅サービスを利用したり、介護

保険施設に入所して施設サービスを受けたりすることができる。居宅サービスについては、要

介護度に応じて１か月単位の支給限度基準額が設定されている。 

要支援１・２の人は介護予防サービス、要介護１～５の人は介護サービスを利用することに

なる。 

【居宅サービスの支給限度基準額（月額）】 

 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

支給限度基準額 50,320 105,310 167,650 197,050 270,480 309,380 362,170 

※１ 利用者負担は、支給限度基準額の範囲以内で実際にかかる費用の１割（一定以上所得者

は２割又は３割）となる。 

⇒２割負担になるのは、本人の合計所得金額が１６０万円以上で、同一世帯の６５歳以上の

人の年金収入とその他の合計所得金額の計が単身２８０万円以上、２人以上世帯３４６万

円以上の人。（３割負担になる人を除く。） 

 ⇒３割負担になるのは、本人の合計所得金額が２２０万円以上で、同一世帯の６５歳以上の

人の年金収入とその他の合計所得金額の計が単身３４０万円以上、２人以上世帯４６３万
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円以上の人。 

   ＊合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶

養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のこと。合計所得金額から長期譲渡所

得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用いる。 

 ※２ 次のサービスについては、支給限度基準額が適用されない。 

    ・居宅療養管理指導 

    ・特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型を除く）（短期利用を除く） 

    ・認知症対応型共同生活介護（短期利用を除く） 

    ・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用を除く） 

    ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（１）受給者数の推移（延人数）                      

区  分 
受給者数（人） ※[ ]内前年からの伸び率（％） 

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

居宅介護（支援）サービス 
30,575  30,820  31,131  32,795 31,226 

[△4.9] [0.8] [1.0] [5.3] [△4.8] 

地域密着型サービス 
 

7,736  8,357  8,637  9,133  8,773 

[7.5] [8.0] [3.4] [5.7] [△4.0] 

施設介護サービス 
10,409  10,590  10,692  10,684  10,500 

[0.0] [1.7] [1.0] [△0.1] [△1.8] 

計 
48,720  49,767  50,460  52,612  50,499 

[△2.1] [2.1] [1.4] [4.3] [△4.1] 

 

区  分 
給付額（円） ※[ ]内前年からの伸び率（％） 

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

居宅介護（支

援）サービス 

3,143,915,275 3,123,249,114  3,072,147,102 3,111,250,923 2,965,504,713 

[△3.5] [△0.7] [△1.6] [1.3] [△4.7] 

  
訪問サービス 

782,278,615 787,342,272 809,165,716 824,072,701 814,591,091 

  [△3.0] [0.6] [2.8] [1.8] [△0.2] 

    
訪問介護 

539,350,051 539,853,633 555,536,246 548,575,487 549,960,065 

    [△5.7] [0.0] [2.9] [△1.3] [0.3] 

    訪問入浴 

介護 

42,449,109 44,217,585 48,388,863 53,938,217 50,510,799 

    [6.4] [4.1] [9.4] [11.5] [△0.4] 

    
訪問看護 

164,365,632 154,153,375 146,539,515 144,425,185 132,907,855 

    [0.5] [△6.3] [△4.9] [△1.4] [△7.9] 

    訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ

ｰｼｮﾝ 

5,224,592 14,944,188 27,011,746 40,213,564 44,143,920 

    [△4.4] [186.0] [80.8] [48.9] [8.9] 

    居宅療養 

管理指導 

30,889,231 34,173,491 31,689,346 36,920,248 37,068,452 

    [20.1] [10.6] [△7.3] [16.5] [0.4] 

（２）保険給付の状況 
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通所サービス 

1,163,837,839 1,131,282,902 1,095,963,929 1,127,456,470 1,038,222,289 

  [△9.3] [△2.8] [△3.1] [2.9] [△7.9] 

    
通所介護 

1,069,952,218 1,032,401,542 1,007,726,551 1,042,816,998 956,457,973 

    [△10.6] [△3.6] [△2.4] [3.5] [△8.2] 

    通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ

ｰｼｮﾝ 

93,885,621 98,881,360 88,237,378 84,639,472 81,764,316 

    [9.1] [5.3] [△10.8] [△4.1] [△3.3] 

  短期入所  

サービス 

339,449,912 338,644,659 314,741,894 288,004,002 269,741,854 

  [3.5] [△0.3] [△7.1] [△8.5] [△6.3] 

    短期入所 

生活介護 

323,563,976 316,877,238 295,115,258 271,162,000 254,438,977 

    [2.3] [△2.1] [△6.9] [△8.1] [△6.1] 

    短期入所 

療養介護 

15,885,936 21,767,421 19,626,636 16,842,002 15,302,877 

    [38.4] [37.0] [△9.8] [△14.2] [△9.1] 

  福祉用具・住宅

改修サービス 
 

241,644,345 245,990,292 256,480,420 270,471,392 259,479,590 

  [3.0] [1.7] [4.3] [5.5] [△4.1] 

    福祉用具 

貸与 

213,898,970 220,004,592 230,143,940 245,864,915 237,948,677 

    [3.4] [2.8] [4.6] [6.8] [△3.2] 

    福祉用具 

購入 

9,150,867 8,105,269 9,253,414 8,726,471 7,786,718 

    [36.6] [△11.5] [14.2] [△5.7] [△10.7] 

    
住宅改修費 

18,594,508 17,880,431 17,083,066 15,880,006 13,744,195 

    [△11.1] [△3.9] [△4.5] [△7.0] [△13.4] 

  特定施設入居

者生活介護 

254,635,966 265,227,831 245,304,438 240,538,944 231,976,444 

  [5.5] [4.1] [△7.5] [△1.9] [△3.6] 

  居宅介護（介

護予防）支援 

362,068,598 354,761,158 350,490,705 360,707,414 351,493,445 

  [△0.9] [△2.1] [△1.2] [2.9] [△2.6] 

地域密着型 

サービス 

1,303,657,362 1,427,292,010 1,547,261,719 1,701,399,267 1,624,260,318 

[6.7] [9.4] [8.4] [10.0] [△4.6] 

  定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護 

41,048,171 45,391,641 59,375,423 105,008,683 93,789,596 

  [△9.2] [10.5] [30.8] [76.9] [△10.7] 

  地域密着型 

通所介護 

134,224,807 168,916,868 163,590,133 175,689,723 167,402,379 

  [42.3] [25.8] [△3.2] [7.4] [△4.7] 

  認知症対応型

通所介護 

794,031 1,668,233 149,019 0 0 

  [△90.9] [110.0] [△91.1] [皆減]  

  小規模多機能

型居宅介護 

436,533,090 510,783,026 589,402,075 649,752,498 621,647,353 

  [6.8] [17.0] [15.4] [10.2] [△4.7] 

  認知症対応型

共同生活介護 

635,984,972 638,434,537 654,099,804 661,754,391 635,547,185 

  [3.3] [0.3] [2.5] [1.2] [△4.0] 

  看護小規模多
機能型居宅介
護（旧複合型
サービス） 

55,072,291 62,097,705 80,645,265 109,193,972 105,873,805 

  [10.1] [12.7] [29.9] [35.4] [△3.0] 
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※地域密着型サービスとは、高齢者の住み慣れた地域での生活を支援していく介護サービスとし

て、地域の実情に合わせて市町村が指定し、原則として事業所所在市町村の住民が利用するもの。 
 

３ 地域支援事業 

平成２９年度から、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）が開始さ

れ、①総合事業（要介護状態等となることの予防、活動的で生きがいのある生活や人生を送る

ことができるよう支援、多様な生活支援のニーズに対して、地域の支え合い体制づくりなど）、

②包括的支援事業（住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるよう地域におけ

る関係機関とのネットワークの構築を図り活用する事業など）、③包括的支援事業社会保障充実

分（住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう医療と介護の連携

を推進する事業など）、④任意事業（高齢者の地域における自立した日常生活の支援のための事

業など）で構成される地域支援事業を実施している。 

 主な事業内容 

介
護
予
防
・
日
常
生
活 

支
援
総
合
事
業 

【一般介護予防事業（全高齢者が対象）】 

介護予防把握事業、介護予防普及啓発

事業、地域介護予防活動支援事業、地域

リハビリテーション活動支援事業 

介護予防に関する知識の普及啓発や、地

域における介護予防に資する活動の育成・

支援を行う。 

【介護予防・生活支援サービス事業※（要

支援者等が対象）】 

訪問型サービス事業、通所型サービス

事業、介護予防ケアマネジメント 

リスクの高い高齢者を対象に要支援・要

介護状態になることを予防するための通所

型・訪問型サービス等の提供、状況にあっ

た適切なサービスが包括的かつ効率的に提

供されるよう必要な援助を行う。 

施設介護サービス 
2,666,514,286 2,782,854,765 2,847,562,007 2,870,600,427 2,792,622,869 

[1.5] [4.3] [2.3] [0.8] [△2.8] 

  介護老人  

福祉施設 

1,351,396,041 1,364,147,051 1,373,501,830 1,388,794,349 1,376,432,787 

  [1.2] [0.9] [0.7] [1.1] [△0.9] 

  介護老人  

保健施設 

1,274,057,887 1,371,721,979 1,399,200,973 1,410,947,379 1,354,252,223 

  [2.1] [7.6] [2.0] [0.8] [△0.4] 

  介護療養型医
療施設・介護
医療院 

41,060,358 46,985,735 74,859,204 70,858,699 61,937,859 

  [△6.9] [14.4] [59.3] [△5.3] [△12.6] 

その他 
420,109,716 439,504,164 446,445,890 412,732,982 385,348,932 

[2.2] [4.6] [1.6] [△7.6] [△6.7] 

 高額介護サー

ビス費 

126,293,088 137,381,215 148,429,037 156,978,642 155,036,204 

  [2.0] [8.7] [8.0] [5.8] [△1.2] 

  

  

高額医療合算

介護サービス費 

20,803,538 

[28.2] 

19,752,888 20,059,684 19,732,215 24,455,762 

[△5.1] [1.6] [△1.6] [23.9] 

  特定入所者介護

サービス等費 

265,630,880 274,439,629 270,317,005 228,132,627 198,147,371 

  [0.8] [3.3] [△1.5] [△15.6] [△13.1] 

  
審査支払手数料 
 

7,382,210 7,930,432 7,640,164 7,889,498 7,709,595 

  [△1.5] [7.4] [△3.7] [3.3] [△2.3] 

合計（特別会計

決算額） 

7,534,196,639 7,772,900,053 7,913,416,718 8,095,983,599 7,767,736,832 

[0.2] [3.1] [1.8] [2.3] [△4.1] 
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【地域包括支援センターの運営】 

総合相談支援業務 

地域のネットワーク等を通じた様々な相

談を受けて状況把握を行い、緊急の対応の

必要性を判断する。 

権利擁護業務 専門的、継続的な視点から、高齢者の権

利擁護のための必要な支援を行う。 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

地域における連携・協働の体制づくりや

個々の介護支援専門員に対する支援等を行

う。 

介護予防ケアマネジメント 
要介護状態等の予防、軽減、悪化の遅延・

防止し、自立した日常生活を支援する。 

【社会保障充実分】 

在宅医療・介護連携推進事業 

在宅医療と介護を一体的に提供するため

に、医療機関と介護事業所等の関係者の連

携を推進する。 

生活支援体制整備事業 

多様な日常生活上の支援体制の充実・強

化及び高齢者の社会参加を一体的に推進す

る。 

認知症総合支援事業 

認知症になっても住み慣れた地域での暮

らしが続けられるように早期診断・早期対

応に向けた支援体制を構築する。 

地域ケア会議推進事業 

個別ケースを検討する会議から地域課題

の解決を検討する場まで一体的に取組み、

地域を包括的に支援する。 

任
意 

事
業 

介護給付費等適正化事業、家族介護者交流支援事業、成年後見制度利用支援事業、福

祉用具･住宅改修支援事業、介護相談員派遣事業、高齢者見守り支援事業 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

① 一般介護予防事業 

高齢者を年齢や心身の状況によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場の充実・ 

継続的拡大を図るとともに、リハビリテーション専門職等を活用した自立支援に資する取

組を行い、要介護状態になっても生きがい・役割を持って生活できる地域を構築するため

の事業を実施した。 

ア 介護予防把握事業 

   ◆高齢者見守り支援事業 

高齢者の心身の状況や支援の必要性を早期に把握し、高齢者の安心で自立した生活

の継続を支援するため、見守り訪問員（米沢市社会福祉協議会）が、週１回、介護保険

サービスを利用していない高齢者世帯等を訪問し安否確認を実施した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

訪問員数 6 6 6 6 6 

登録者数 133 130 131 144 144 

 イ 介護予防普及啓発事業 

介護予防に資する基本的知識の普及啓発に効果があると認められる事業を実施した。

     （令和 4年度から名称変更） 

◆元気アップ教室（平成 27年度～） 

包
括
的
支
援
事
業 
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運動、栄養、口腔、認知症等の介護予防に関する知識の習得、活動等を実施した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

事業所数 28 28 12 24 25 

開催回数 140 125 42 98 121 

参加者数 2,140 1,811 508 1,148 1,652 

 ◆脳はつらつ教室（平成 29年度～） 

認知機能を刺激する体操等、認知症予防に資するプログラムを実施した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

事業所数 1 1 1 1 1 

開催回数 36 36 24 36 36 

参加者数 665 547 294 503 563 

 ◆水中足腰しっかり教室（平成 30年度～） 

プールでの水中運動等を組み合わせた転倒予防を実施した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

事業所数 1 1 1 1 1 

開催回数 24 24 24 24 24 

参加者数 422 377 217 217 240 

 ◆体はつらつ教室（令和元年度～） 

専門職による体操指導のほか、栄養・口腔についてのフレイル予防を実施した。 

  H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

事業所数  3 2 2 2 

開催回数  60 71 72 72 

参加者数  603 582 527 864 
 

◆介護予防事業の周知 

６５歳到達者に対する介護保険被保険者証の送付時に各種教室等のチラシを同封 

◆介護予防普及啓発活動 

平成２９年１０月より健康長寿を目指し、本市独自に毎月１５日、健康福祉部職員

が啓発用Ｔシャツを着用し業務遂行 

◆「米沢はっぴぃ体操」の普及（平成 29年度～） 

平成３０年３月、本市オリジナル介護予防体操「米沢はっぴぃ体操」DVDを作成。以 

降、体験会の開催・チャレンジデーでの実施・各医療機関へのチラシ配布実施 
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ウ 地域介護予防活動支援事業 

高齢者が誰でも一緒に参加することのできる介護予防の地域展開を目指して、住民の 

主体的運営による通いの場の立ち上げおよび継続的活動の支援を実施した。 

◆住民主体の通いの場（シューイチ体操倶楽部）立ち上げ支援（平成 26年度～） 

米沢はっぴぃ体操・いきいき 100歳体操に取り組む地域活動組織の育成を行った。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

新規設置数 
〔合計設置数〕 

3 
〔22〕 

6 
〔28〕 

5 
〔30〕 

1 
〔31〕 

4 
〔33〕 

参加者数 
〔合計人数〕 

13 
〔323〕 

45 
〔368〕 

76 
〔444〕 

59 
〔503〕 

42 
〔491〕 

◆住民主体の通いの場（シューイチ体操倶楽部）活動継続支援（平成 26年度～） 

体力測定や運動指導等、実施状況の把握および実地指導を行った。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

実施回数 57 86 110 69 112 

参加者数 862 1,069 1,288 927 1,334 

◆介護予防推進員への活動支援（平成 27年度～） 

介護予防に関するボランティアの人材育成のための学習会を開催した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

推進員数 8 7 7 7 7 

実施回数 17 9 8 9 10 

〔介護予防推進員による地域活動内容〕 

 いきいきデイサービスでの運動指導、地域住民に対する運動指導等 

エ 地域リハビリテーション活動支援事業（平成 29年度～） 

通いの場等に対してリハビリテーション専門職を派遣し、高齢者の能力評価・改善可

能性の助言等、介護予防の取組に対する技術的指導を実施した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

派遣団体数 7 5 6 8 11 

派遣回数 14 11 13 17 25 

② 介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者等に対して、要介護状態となることの予防・状態軽減・悪化防止および日常生 

活の支援を行うことにより、活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう、介護 

サービス事業所の専門的なサービスに加え多様なサービスの充実による地域の支え合い 

体制づくりを推進するための事業を実施した。 
 

ア 通所型・訪問型介護予防事業 

高齢者の生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等を内容とした、リ 

ハビリテーション専門職等による３～６か月の短期集中型サービスを提供した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

通所型参加者数 20 14 5 4 8 

訪問型参加者数 0 0 2 0 0 
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イ 介護予防ケアマネジメント 

介護予防事業・介護予防給付が効果的かつ効率的に提供され、高齢者自身が健康増進 

や介護予防に向けた取組を主体的に行うよう、自立支援に資するケアマネジメントを実

施した。 

◆ケアプラン作成数 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

作成件数 3,916 4,470 3,996 4,116 4,196 

 

（２）包括的支援事業 

① 地域包括支援センターの設置・運営（平成 18年度～） 

地域の高齢者の健康維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、 

支援を包括的に行う中核機関として地域包括支援センターを設置し、地域包括ケアシステ

ム構築のために必要な業務を実施した。 

令和元年１０月より一部地区割を再編し地域型センターを中地区に増設、直営型センタ 

ーをセンター間の総合調整や後方支援を行う基幹型センターへ変更した。 

地
域
型 

地区名 名    称 運営法人 

東地区 おいたまの郷地域包括支援センター 社会福祉法人 敬友会 

西地区 
米沢市社会福祉協議会地域包括支援センター 

社会福祉法人 
米沢市社会福祉協議会 南地区 

北地区 成島園地域包括支援センター 社会福祉法人 緑成会 

中地区 サンファミリア米沢地域包括支援センター 社会福祉法人 米沢弘和会 

〔基幹型〕 米沢市地域包括支援センター 米沢市 
 

ア 総合相談支援業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことがで 

きるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の

状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、適切な保健・医療・福祉サービス、

機関または制度の利用につなげる等の支援を実施した。 

◆総合相談件数 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相談件数 8,160 9,340 9,791 10,265 10,370 

◆高齢運転者の生活支援等に係る警察署との連携対応（平成 29年度～） 

平成２９年１２月より、警察署へ相談に訪れた高齢運転者が運転免許返納後の生 

活支援等に関して地域包括支援センターによる支援を希望した場合、運転免許返納 

者の情報を共有、相談や情報提供等の必要な支援を実施した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相談件数 22 10 5 1 0 
 

イ 権利擁護業務 

関係者の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法 

が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、
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安心して生活できるよう、高齢者の権利擁護のための必要な支援を実施した。 

◆権利擁護に関する相談 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相談件数 280 268 250 257 283 

◆高齢者虐待に関する相談 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相談件数 638 443 285 253 209 

◆消費者見守りサポーター養成講座（平成 27年度～） 

消費者被害を早期発見し、相談窓口への通報など見守り活動を行う消費者見守り 

サポーター及びサポーター養成講座の講師となる消費者見守りメイトを養成した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

養成講座開催数 22 35 11 13 14 

養成人数 
〔合計人数〕 

158 
〔1,597〕 

588 
〔2,185〕 

84 
〔2,269〕 

86 
〔2,355〕 

80 
〔2,435〕 

講師養成開催数 1 1 0 1 1 

講師養成数 

〔合計人数〕 
12 

〔80〕 
9 

〔89〕 
0 

〔89〕 
20 

〔109〕 
20 

〔129〕 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員をはじめ 

とする多職種相互の協働による包括的かつ継続的な地域における連携・協働の体制づく

り、個々の介護支援専門員に対する支援を実施した。 

◆介護支援専門員に対する個別支援 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相談件数 344 314 234 307 296 

◆支援困難事例に関する介護支援専門員への助言等 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相談件数 139 135 128 179 115 

◆ケアプラン作成指導等 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相談件数 455 448 292 269 231 

 ◆質の向上のための研修 

◎介護支援専門員連絡協議会研修会 

介護支援専門員で組織する米沢市介護支援専門員連絡協議会が資質向上・自己 

研鑽を目的として、地域包括支援センターとの協働により開催。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

開催回数 4 4 １ １ 2 

◎地域包括支援センター担当地区別研修会 

地域包括支援センターが担当地区内の介護支援専門員に対する支援として開催。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

開催回数 9 6 4 9 9 
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◎ケアマネジメント向上研修会（平成 30年度～） 

地域共生社会の実現に向けて、制度横断的な対応を可能とするための連携体制 

構築を目指し、年１回、相談支援専門員（障がい）と介護支援専門員との合同研

修を実施。その他、直営型センターを中心に介護支援専門員の資質向上のため必

要に応じて開催。（※R2・R3 年度は新型コロナ感染症の影響により中止） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

開催回数 2 1 0 0 0 

◆新規ケアプラン確認指導（平成 30年度～） 

新規作成されたケアプランについて記載要領等を参考に内容を確認、助言等を記 

載した確認票により介護支援専門員への指導等を実施。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

確認件数 468 424 354 250 250 

エ 介護予防ケアマネジメント 

要支援認定者に対し、予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なケアマ 

ネジメントを行う。 

◆予防給付ケアプラン作成数 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

作成件数 1,663 2,110 2,401 2,968 3,024 
  

 ② 在宅医療・介護連携支援事業（平成 29年度～） 

在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の連携を支援する 

機関として、米沢市立病院に在宅医療・介護連携支援センターを設置し、調査や研修会・

講演会の開催等、必要な業務を実施した。 

  

◆講演会 

 内 容 

H30年度 
住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために 

(寸劇･シンポジウム) 

R元年度 泣き方を忘れていた…母の介護、見送り、そしてそのあとに 

R2年度 

住み慣れた地域で生きて逝くために元気なうちから考えてみませんか 

(おいたまの郷地域包括支援センター主催「家族介護者の集い」にて

寸劇) 

R3年度 
映画「ピア～まちをつなぐもの～最期の願いは僕たちが支える」 

（オンライン上映会） 

R4年度 
住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために元気なうちから考え

てみませんか ～おしょうしなノートを使ってみよう～ 

◆発行 

 名 称 

H30年度 在宅医療を実施している診療所・訪問看護ステーション一覧 

R元年度 米沢市在宅医療情報一覧 
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R2年度 
おしょうしなノート【米沢版エンディングノート】 

医療と介護のパンフレット 

R3年度 在宅医療処置一覧、医療と介護のパンフレット 

R4年度 
在宅医療一覧、医療と介護のパンフレット 

おしょうしなノート【米沢版エンディングノート】 

 

③ 生活支援体制整備事業（平成 30年度～） 

高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実・強化を図るため、関係者のネットワーク 

化や生活支援等サービスの提供体制構築に向けた推進役として、生活支援コーディネータ

ー（米沢市社会福祉協議会５名）を配置し、社会資源・住民主体の活動の把握等を実施し

た。 

◆生活支援コーディネーター訪問活動数 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

訪問回数 267 277 353 865 551 

◆講演会 

 名 称 

R3年度 米沢版地域のお宝発表会 

R4年度 米沢版地域のお宝発表会 

◆発行 

 名 称 

H30年度 地域のお宝情報誌 

R元年度 通いの場事例集 

R2年度 通いの場事例集、生活お助けガイドブック 

R3年度 生活お助けガイドブック 

R4年度 生活お助けガイドブック 

 

④ 認知症総合支援事業 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるこ 

とができるよう、認知症の早期対応、医療・介護の連携構築及び日常生活支援を実施した。 

ア 認知症サポーター等養成事業 

認知症になっても安心して暮らせるまちを目指し、認知症の人やその家族を見守り支 

援する認知症サポーター及びサポーター養成講座の講師となるキャラバン・メイトを養

成した。 

◆認知症サポーター養成講座（平成 21年度～） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

養成講座開催数 60 50 23 29 42 

養成数(人） 
〔合計人数〕 

875 
〔6,837〕 

647 
〔7,484〕 

334 
〔7,818〕 

267 
〔8,085〕 

412 
〔8,497〕 

講師養成開催数 
（県主催） 

2 1 1 1 1 

講師養成数(人) 

〔合計人数〕 
13 

〔139〕 
20 

〔159〕 
10 

〔169〕 
1 

〔170〕 
8 

〔178〕 
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イ 徘徊高齢者等支援事業（平成 27年度～） 

認知症等で行方不明になる恐れのある高齢者の事前登録（事前登録制度「かえっぺ」） 

を行い、警察署との情報共有・早期発見・保護時の身元確認の支援を実施した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

新規登録者数 29 40 25 26 32 

登録者総数 105 145 170 196 228 

ウ 認知症初期集中支援推進事業（平成 27年度～） 

平成２７年１０月より、認知症が疑われる人等に対し、適切な医療・介護サービスに 

つなげていくための医師をはじめとした専門職による支援チームを米沢こころの病院に

設置し、地域包括支援センターからの相談対応や助言・指導のほか個別事例対応等、必

要な支援を実施した。 

エ 認知症地域支援推進員設置事業（平成 26年度～） 

認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう関係者の連携支援 

や、地域の実情に応じた地域支援体制の構築を行う推進員を地域包括支援センター（直

営型３名・委託型７名）に配置し、必要な支援を実施した。 
 

⑤ 地域ケア会議推進事業（平成 28年度～） 

平成２８年１２月より、高齢者の自立支援に向けたケアマネジメントを促進するため、 

リハビリ系専門職を助言者とした個別事例検討（自立支援型地域ケア会議）を開催し、介

護支援専門員の資質向上や地域課題の把握等を実施した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

開催回数 18 23 17 20 24 

検討事例数 37 46 35 48 62 

 

（３）任意事業 

① 介護給付費等適正化事業 

認定調査票・ケアプラン・住宅改修等の点検、医療情報との突合・縦覧点検を通じ、適 

切な介護サービスの確保・不適切なサービス提供の検証を実施。平成３０年度から認定調

査の個人委託を実施している。 

 R2年度 R3年度 R4年度 

認定調査保険者実施率 

（個人委託含む） 

59.6％ 

（63.5％） 

54.4％ 

（56.8％） 

57.9％ 

（57.9％） 

ケアプラン点検事業における面接での点検件数 53件 36件 32件 

住宅改修アドバイザー事業利用件数 14件 8件 6件 
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② 家族介護者交流支援事業 

日ごろ､在宅で高齢者の介護をしている家族を、介護から一時的に解放し、相互交流を図 

る機会を提供する。（※平成１５年度より開始。日帰り交流会と宿泊交流会がある。） 

対象者は、要介護３、４、５の人又は認知症高齢者（日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ及びＭ）を 

現に在宅で介護している人。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

宿泊交流者数(人) 14 27 ※新型コロ

ナ感染症の

影響により

中止 

※新型コロ

ナ感染症の

影響により

中止 

 

宿泊交流先 赤湯 黒沢・小野川  

日帰交流者数(人) 38 15 15 

日帰交流先 小野川×3 小野川 白布・小野川 

総事業費(円) 370,888 373,434 231,445 
 

※R2、3 年度については、代替事業として事業案内の送付対象者にパンフレットを送付し、 

在宅介護に関する知識の普及及び啓発を図った。 
 

③ 成年後見制度利用支援事業 

ア 市長申立て、親族申立て助言・指導状況 

「身寄りのない者」や「親族の協力が得られない者」については、成年後見制度の適切

な利用を可能にするため、老人福祉法に基づいて、米沢市長が後見開始の申立てを行っ

ている。また、必要に応じて、親族申立ての際の助言等も行っている。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

市長申立て 4 4 6 3 6 

親族申立ての助言・指導 1 1 0 0 0 

合 計 5 5 6 3 6 

イ 申立て費用助成・成年後見等報酬助成状況 

高齢者の権利擁護及び利用促進の観点から、所得の低い人に対して制度利用の経費助 

成を行うもの。また、被後見人等が成年後見人等に対する報酬を経済的な理由から負担

できない場合に、市が報酬に係る費用の全部（又は一部）を助成するもの。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

申立て費用助成件数 4 7 6 3 6 

成年後見等報酬助成件数 4 4 3 3 0 

合 計 8 11 9 6 6 

（※申立て費用助成件数は、③－アの表の市長申立て件数と同件数） 
 

④ 福祉用具･住宅改修支援事業 

介護事業者が高齢者の福祉用具・住宅改修に関する相談に対し助言を行うとともに、住 

宅改修費支給申請に係る理由書の作成を支援するため、介護事業者に作成経費の助成を行 

うもの。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

助成件数 20 29 16 11 10 
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⑤ 介護相談員派遣事業 

介護サービスの資質向上と苦情の発生を未然に防止するため、介護サービス事業所を訪 

問し利用者からの相談や要望等を聞く介護相談員を配置し、訪問活動のほか意見交換会等

を実施した。 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

相談員数 8 8 7 6 5 

訪問回数 680 651 0 1 27 
 

⑥ シルバーハウジング生活援助員派遣等事業 

  市営住宅塩井町団地に入居する高齢者等の世帯が、地域社会の中で自立して安全かつ 

快適な生活を営むことができるよう、塩井町住宅の一部の居室に緊急通報装置等を設置し、

生活援助員が安否の確認、緊急時の対応、生活に関する相談等の支援を行った。 

   ※入居世帯数    ２２世帯 （前年度２４世帯） 

 

４ 低所得者対策 

（１）高額介護サービス費 

世帯の居宅サービスや施設サービスに係る利用者負担額（保険対象分）の１か月分の合計 

額が次の金額を超えた場合に、申請によりその超えた分について支給する。 

利用者負担段階区分 
利用者負担上限額 

(月額) 

課税所得 690万円以上（※） 世帯：140,100円 

課税所得 380万円以上 690万円未満（※） 世帯： 93,000円 

住民税課税～課税所得 380万円未満 世帯： 44,400円 

住民税世帯非課税等 世帯： 24,600円 

 
●合計所得金額及び課税年金収入額の合計が 80万円以下 
●老齢福祉年金の受給者 

個人： 15,000円 

●生活保護の受給者 
●利用負担を 15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 

個人： 15,000円 
世帯： 15,000円 

  （※）介護サービス利用者または同一世帯に課税所得 380万円以上の 65歳以上の人がいる

場合が対象となる。 
 

（２）高額医療合算介護サービス費 

介護保険と医療保険の両方の負担額を年間で合算し高額になったとき、限度額を超えた分 

について支給する。（医療保険の窓口に申請） 
 

（３）特定入所者介護サービス費 

   低所得の要介護者が施設サービス（介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設）や 

  短期入所サービスを利用したとき、食費・居住費（滞在費）について補足給付として特定入 

  所者介護サービス費が支給される。低所得の要支援者の短期入所サービス（食費・滞在費） 

  については特定入所者介護予防サービス費が支給される。 
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（４）介護保険居宅サービス費等利用者負担額助成事業 

本市独自の低所得者支援策として、平成１４年度より居宅介護サービス費等の利用者負担 

の支払いが困難な方を対象とし、当該利用者負担額の一部を助成している。 
 

① 対象サービス（介護予防を含む。ただし、訪問介護と通所介護の介護予防は除く。） 

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護（地域密着型及び認知症対応 

型を含む）、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、訪問入浴介 

護、小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与 
 

② 対象者と助成内容 

対   象   者 助成内容 

介護保険料 

賦課段階第 1段階 

市民税世帯非課税者で、老齢福祉年金や中国残留邦

人生活支援給付金受給者(生活保護受給者を除く) 
利用者負担額の 1/2 

市民税世帯非課税者で、被保険者本人の合計所得

金額＊と課税年金収入額の合計が 80万円以下の者 

利用者負担額の 1/3 
介護保険料 

賦課段階第 2段階 

市民税世帯非課税者で、被保険者本人の合計所得

金額＊と課税年金収入額の合計が 80 万円を超え

て 120万円以下の者 

 ＊「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入額に係る所得額」を控除 

した額 

  

 ③ 利用実績 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

件   数 （件） 635 587 786 713 600 

助 成 額 （円） 2,173,493 2,081,291 2,896,447 2,487,102 2,056,163 

 

（５）社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業 

介護保険サービスを行う社会福祉法人が、生計が困難な低所得者に対して独自に利用者負 

担額の一部を軽減しており、その軽減した一部について助成を行う。 

 

５ 財政状況 

介護サービスの利用増加により保険給付費の支出が増加しているが、３年ごとに見直しを行

う介護保険事業計画（保険料算定の基礎となる）に概ね沿った状況となっている。 

（１）歳 入                              （単位：千円） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

保険料 1,700,949 1,685,408 1,658,494 1,766,396 1,749,475 

国庫支出金 2,068,799 2,069,173 2,164,016 2,234,855 2,177,469 

支払基金交付金 2,065,353 2,155,934 2,202,373 2,248,909 2,202,906 

県支出金 1,147,016 1,186,188 1,204,399 1,231,078 1,182,673 

一般会計繰入金 1,197,056 1,282,995 1,301,130 1,335,767 1,276,607 

基金繰入金 0 46,503 144,287 99,849 166,644 

その他 114,351 103,859 103,123 256,685 277,204 

計 8,293,524 8,530,060 8,777,822 9,173,539 9,032,978 
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（２）歳 出                              （単位：千円） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

総務費 200,489 223,039 201,480 181,495 174,313 

保険給付費 7,534,248 7,772,900 7,913,417 8,095,984 7,767,737 

地域支援事業費 305,526 315,657 301,104 337,895 341,429 

基金積立金 79,264 10,640 57,112 156,778 232,743 

諸支出金 72,903 105,554 52,615 130,054 111,728 

計 8,192,430 8,427,790 8,525,728 8,902,206 8,627,950 

 

６ 介護保険給付基金                         （単位：円） 

  H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

年度当初残高 536,340,349  615,603,951  579,740,699  492,565,568 549,494,760 

積立額 79,263,602  10,639,748  57,111,869  156,778,192 232,742,749 

取崩額 0  46,503,000  144,287,000  99,849,000 166,644,000 

年度末残高 615,603,951  579,740,699  492,565,568  549,494,760 615,593,509 

 

７ 介護保険料 

第１号被保険者の保険料は市で賦課徴収している。負担能力に応じた負担を求める観点から

所得段階別の定額保険料となっており、平成２７年度から１１段階を採用し、市独自に負担能

力に配慮した保険料負担段階を設定している。また、第２号被保険者の保険料は、加入してい

る医療保険者で算定し徴収している。 

（１）第８期計画期間の保険料段階 

段階 対  象  者 保険料率 保険料年額 

第 1 

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

者 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者または、

合計所得金額（※1）＋課税年金収入額が 80万

円以下の者 

基準額×0.50 

×0.30 

36,600円 

21,900円 

 

第 2 
合計所得金額＋課税年金収入額が 80万円を超

えて 120万円以下の者 

基準額×0.75 

×0.50 

54,900円 

36,600円 

第 3 第 1段階、第 2段階以外の者 
基準額×0.75 

×0.70 

54,900円 

51,200円 

第 4 
市
民
税 

非
課
税
者 

合計所得金額＋課税年金収入額が 80万円以下

の者 
基準額×0.90 65,800円 

第 5 第 4段階以外の者 基準額×1.00 73,200円 

第 6  

市
民
税
課
税
者 

合計所得金額が 120万円未満の者 基準額×1.20 87,800円 

第 7 合計所得金額が 120万円以上 200万円未満の者 基準額×1.30 95,100円 

第 8 合計所得金額が 200万円以上 300万円未満の者 基準額×1.50 109,800円 

第 9 合計所得金額が 300万円以上 400万円未満の者 基準額×1.70 124,400円 

第 10 合計所得金額が 400万円以上 600万円未満の者 基準額×1.85 135,400円 

第 11 合計所得金額が 600万円以上 基準額×2.00 146,400円 
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表中の下線部分：軽減後の保険料額です。 

※１合計所得金額 「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所

得額」を控除した額（年金収入に係る所得額の控除は第１、２、４段階のみ） 

（２）段階別保険料額・被保険者数の推移 

段 階 

年間の保険料額（円） 
年度末現在被保険者数（人） 

[ ]内構成比（％） 

第 7期 第 8期 
Ｈ30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

Ｈ30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

第 1 31,000 25,800 20,700 21,900 21,900 
2,884 3,050 3,034 2,895 2,855 

[11.7] [11.9] [11.6] [11.5] [11.3] 

第 2 51,700 43,100 34,500 36,600 36,600 
1,986 2,087 2,136 2,184 2,263 

[8.1] [8.1] [8.2] [8.7] [9.0] 

第 3 51,700 50,000 48,300 51,200 51,200 
2,123 2,279 2,354 2,431 2,564 

[8.6] [8.9] [9.0] [9.7] [10.2] 

第 4 62,100 62,100 62,100 65,800 65,800 
3,555 3,478 3,329 2,985 2,793 

[14.5] [13.5] [12.7] [11.9] [11.1] 

第 5 69,000 69,000 69,000 73,200 73,200 
5,403 5,648 5,624 5,595 5,548 

[22.0] [22.0] [21.5] [22.2] [22.0] 

第 6 82,800 82,800 82,800 87,800 87,800 
4,426 4,654 4,742 4,500 4,543 

[18.0] [18.1] [18.1] [17.9] [18.0] 

第 7 89,700 89,700 89,700 95,100 95,100 
2,616 2,719 2,746 2,730 2,702 

[10.6] [10.6] [10.5] [10.8] [10.7] 

第 8 103,500 103,500 103,500 109,800 109,800 
990 1,069 1,052 940 939 

[4.2] [4.3] [4.0] [3.7] [3.7] 

第 9 117,300 117,300 117,300 124,400 124,400 
338 367 402 289 287 

[1.4] [1.4] [1.5] [1.1] [1.1] 

第 10 127,600 127,600 127,600 135,400 135,400 
278 317 297 291 285 

[1.1] [1.2] [1.2] [1.2] [1.1] 

第 11 138,000 138,000 138,000 146,400 146,400 
351 387 418 344 340 

[1.4] [1.5] [1.6] [1.4] [1.3] 
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（３）介護保険料決算状況          （単位：円、％）             

区  分 
H30年度 

調定額 収入済額 収納率 

１ 現年調定分 1,706,281,600 1,694,466,428 99.31 

  (1) 特別徴収 1,581,086,300 1,582,004,900 100.06 

  (2) 普通徴収 125,195,300 112,461,528 89.83 

２ 滞納繰越分 31,150,203 6,482,742 20.81 

合  計 1,737,431,803 1,700,949,170 97.90 

 
 

区  分 
R1年度 

調定額 収入済額 収納率 

１ 現年調定分 1,690,393,200 1,679,401,992 99.35 

  (1) 特別徴収 1,565,002,300 1,565,977,400 100.06 

  (2) 普通徴収 125,390,900 113,424,592 90.46 

２ 滞納繰越分 26,058,447 6,006,245 23.05 

合  計 1,716,451,647 1,685,408,237 98.19 

 
 

区  分 
R2年度 

調定額 収入済額 収納率 

１ 現年調定分 1,662,132,600 1,653,375,018 99.47 

  (1) 特別徴収 1,541,804,700 1,542,679,800 100.06 

  (2) 普通徴収 120,327,900 110,695,218 91.99 

２ 滞納繰越分 24,401,700 5,119,168 20.98 

合  計 1,686,534,300 1,658,494,186 98.34 

 
 

区  分 
R3年度 

調定額 収入済額 収納率 

１ 現年調定分 1,770,733,000 1,762,244,200 99.52 

  (1) 特別徴収 1,642,175,700 1,643,170,900 100.06 

  (2) 普通徴収 128,557,300 119,073,300 92.62 

２ 滞納繰越分 21,355,007 4,152,096 19.44 

合  計 1,792,088,007 1,766,396,296 98.57 
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区  分 
R4年度 

調定額 収入済額 収納率 

１ 現年調定分 1,754,779,500 1,746,370,257 99.52 

  (1) 特別徴収 1,632,485,800 1,633,399,900 100.06 

  (2) 普通徴収 122,293,700 112,970,357 92.38 

２ 滞納繰越分 18,091,569 3,104,747 17.16 

合  計 1,772,871,069 1,749,475,004 98.68 

（注）収入済額には還付未済額を含まない。 

 



 

 

 

 

 

Ⅷ 社 会 福 祉 協 議 会 の 活 動 
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Ⅷ 社会福祉協議会の活動 

 

１ 社会福祉協議会 

米沢市社会福祉協議会は、市民誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、社会福祉活動を

行うことにより地域福祉の向上を図ることを目的に社会福祉法に基づいて設置されている民間の

団体です。社会福祉協議会は、活動の指針となる第５期米沢市地域福祉活動計画（令和２年度～

令和６年度）を策定し、住民一人ひとりの努力、住民同士の相互扶助をとおして地域の福祉力を

高める活動に取り組んでいます。 

 

２ 組織体制 （令和 5年 6月 21日現在） 

執行機関  

理事会 １１  

会 長 １  
監 事 ３ 

 

副会長 ２   

常務理事 １  

理 事 ７  
事務局 ７０ 

 
総務管理課 ３５ 

    

議決機関    

 

総務係 ３ 

評議員会 ２４   敬師学童クラブ    ５ 

     窪田児童センター ８ 

社会福祉協議会 

１７支部 

  ひまわり学園 ９ 

  地域活動支援センター ３ 

  高齢者いきいきデイサービス事業所 ４ 

  居宅介護支援事業所 ２ 

  
地域支援課 ３０ 

  

地域福祉係 １５ 

生活支援係 ５ 

地域包括支援センター ９ 

権利擁護課 ４ 

 権利擁護センター １ 

 置賜成年後見センター ３ 
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３ 社協会員・会費 

社会福祉協議会は、市民のみなさんの福祉活動への協力と参加を進めるため普通会費・通常賛

助会費・特別賛助会費制度を取り入れ、必要に応じた福祉サービスを提供できるよう地域福祉・

在宅福祉の充実に努めています。 

住み慣れた地域で暮らし続けるために、市民のみなさんが社協会員となっていただき地域福祉

を支えています。 

（１）年会費 

普通会員 本市に世帯を有する世帯主とする。 年額 600円以上 

通常賛助会員 
本市内の個人及び法人並びに団体で本会の主

旨に賛同して入会した者とする。 
年額 3,000円以上 

特別賛助会員 
本会の主旨に賛同する個人及び法人並びに団

体で入会した者とする。 
年額 10,000円以上 

 

（２）会員・会費の状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

普通会員（世帯） 29,277 29,275 29,042 28,878 28,802 

賛助 

会員 

個人 95 88 103 111 115 

事業所 106 102 106 104 103 

会費額（円） 14,066,060 14,004,620 14,001,480 14,082,080 13,940,750 

 

４ 主な事業 

メインテーマ「なせば成る！愛があふれる福祉の輪」 

基本目標「お互いに助け合い支えあうまちをつくろう」 

 

基本計画１ つたえる（広報・啓発） 

地域住民の福祉活動を推進していくため、見やすくわかりやすい広報紙を作成するとともに、

ＳＮＳの活用やマスコミの協力を得ながら情報発信に努めていきます。また、福祉教育事業や福

祉イベント等を通し福祉活動に対する気運を高めてもらうよう取り組んでいきます。 

実施計画 事  業 

１ 福祉情報を発信する。 (１)社協だより「ほのぼの」の発行 

(２)社協パンフレット・ホームページの充実 

(３)福祉協力店の増強 

市内の企業や飲食店等と協力し、社協の情報を発信する

場を増やしていきます。 

(４)広報検討会の開催 

(５)住民と一緒になっての情報発信 

２ 福祉教育・福祉学習（福祉共

育）をすすめる。 

(１)福祉教育・福祉学習（福祉共育）の実践 

子どもから大人まで、自分も他者もお互いに認め合うこ

とができる社会を目指し、相手の立場になって思いやり

の心を育む内容で実施します。 

(２)「親子で赤い羽根共同募金の募金箱を作ってみよう」

講座の開催 

(３)手話・要約筆記学習会の開催 

(４)福祉指定校事業、福祉指定校担当者会議 
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３ 福祉イベントを開催する。 (１) 米沢市・市民福祉大会の開催 

(２)体験型福祉イベントの開催 

 

基本計画２ つながる（連携・協働） 

身近な地域でお互いにゆるやかな見守りや声かけを行い気にかけ合う関係性ができるよう行政

やコミュニティセンター、支部社協、民児協、関係機関等と連携し研修会や座談会等を開催して

いきます。 

実施計画 事  業 

１ 住民同士のつながりを強化す

る。 

(１)お互いさまの関係づくりの推進 

(２)ゆるやか見守り、声かけの推進 

(３)町内福祉部活動の推進 

(４)民生委員・児童委員の活動周知 

(５)東日本大震災避難者支援 

(６)防災研修会の開催 

(７)町内見守り（防災）マップ研修会の開催 

日頃の見守りや災害発生時の支援に活用できるマップを

作成する研修会を開催します。 

(８)外国籍の方の支援に向けた連携 

災害発生時の支援などについて、国際交流協会などの関

係機関と連携していきます。 

２ 支部社協活動を支援する。 (１)支部社協福祉活動指針（福祉８策）の推進 

(２)町内会長・町内福祉部長等研修会 

(３)福祉ネットワーク懇談会（協議体）の開催 

町内会長、地区委員、民生委員・児童委員、町内福祉部

長などを対象に地域づくりについて話し合う機会をつく

ります。 

(４)おしょうしな福祉座談会の開催支援 

３ 社会福祉法人の公益的な取組を

推進する。 

米沢市社会福祉法人連絡協議会との協働事業 

１６の社会福祉法人で相互に情報交換を行い、福祉課題

の共有並びに課題解決に向けた取組を行います。 

４ コミュニティセンターとの連携

を強化する。 

協働事業の検討・実施 

誰もが参加できる事業の協働に向け、話し合う機会をつ

くります。 

 

基本計画３ つくる（活動・拠点） 

誰もが元気に活躍できる地域や気軽に交流できる集いの場を推進します。また、ボランティア

活動について、身近で気軽に参加できる活動を中心にＰＲを強化するとともに、今後のボランテ

ィア活動のあり方について活動者から意見をいただく機会をつくります。 

実施計画 事   業 

１ 誰もが元気に活躍できる地域を

つくる。 

(１)世代間交流事業 

(２)シニアおもしゃい楽校 

(３)夏休み子ども学校 

(４)米沢市民みんなでグランドゴルフ交流大会 

(５)障がい者ニュースポーツ大会 

２ 集いの場づくりを広める。 (１)ふれあい・いきいきサロン、ふれあい子育てサロン活

動支援 

(２)カフェや食堂などとの連携 

地域の集いの場や情報交換の場について情報を収集し、

地域の福祉の場になるよう協力依頼していきます。 
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(３)地域食堂（こども食堂・みんなの食堂）支援 

地域の居場所づくりや多世代交流、孤食防止となる地域

食堂の支援と地域食堂交流会開催します。 

(４)障がい者とのふれあいのつどい 

(５)障がい者の集いの場「にこ・かふぇ」 

(６)ふれあい会食会の支援 

(７)高齢者いきがい事業 

(８)高齢者いきいきデイサービス（市委託事業） 

(９)地域活動支援センター（市委託事業） 

３ ボランティア活動をすすめる。 (１)ボランティアセンターの運営 

(２)除雪ボランティアセンターの設置運営 

(３)災害ボランティアセンターの運営準備 

コロナ禍での災害ボランティアセンター設置訓練の実施 

(４)ボランティア活動検討会議の開催 

４ 外出支援の実施に向けて検討す

る。 

(１)関係機関との情報交換 

(２)住民同士の助け合い 

先進地の事例紹介並びに住民同士送迎で助け合いをして

いる情報を収集していきます。 

(３)住民同士の話合い 

地域特性に合った外出支援について、話し合う機会をつ

くります。 

５ 活動基盤を強化する。 (１) 地域福祉活動の担い手や協力者となる人材の養成 

 地域での福祉活動の担い手を養成します。 

(２)自主財源の確保 

(３)共同募金会への協力 

(４)福祉団体事務局受託 

（米沢市民生委員児童委員連合協議会 米沢市老人クラブ

連合会（きららクラブ米沢） 山形県共同募金会・米沢

市共同募金委員会 米沢市ボランティア連絡協議会） 

(５)福祉団体への助成 

（米沢市ボランティア連絡協議会 米沢地区保護司会 米

沢遺族連合会 米沢針灸按マッサージ師会 米沢市更生

保護女性会 米沢市民生委員児童委員連合協議会 米沢

手話サークル「年輪」 手話サークルつみ木） 

(６)会の運営 

理事会 評議員会 監査 正副会長会 支部長会の開催 

 

参考資料「ボランティア登録者数の内訳と推移」              （単位：人） 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

団体会員数 1,263 1,156 1,027 547 569 

個人登録者 88 88 83 80 20 

除雪ボランティア

登録者数 
235 0 312 78 244 

災害ボランティア

登録者数 
15 130 11 0 66 

合 計 1,601 1,374 1,433 705 901 
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基本計画４ ささえる（相談・支援） 

地域共生社会の実現に向けて、様々な福祉相談を一体的に受付する福祉総合相談を設置し、行

政や関係機関と連携していきます。また、誰もが住み慣れた地域でいきいきと生活ができるよう、

地域包括ケアシステムの推進に協力していきます。 

また、置賜三市五町の置賜定住自立圏共生ビジョンに基づいて、置賜成年後見センターの運営

を受託し、判断能力が不十分な方の権利擁護を支援します。 

実施計画 事  業 

１ 福祉の総合相談窓口の設置。 (１)福祉相談を一体的に対応する「福祉総合相談窓口」

での対応 

(２)米沢市生活自立支援センター（市受託事業） 

(３)山形県生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）・

米沢市社会福祉資金貸付事業 

(４)米沢善意銀行 

(５)制度の狭間にある方への支援 

(６)関係機関との情報交換 

２ 権利擁護センターの設置。 (１)福祉サービス利用援助事業（県社協受託事業） 

(２)法人後見事業 

３ 地域包括ケアシステムの推進に協

力する。 

(１)見守り体制の充実 

米沢市高齢者見守り支援事業（市受託事業） 

給食配送サービス事業（ふれあい型・生活支援型） 

(２)地域のネットワークづくり 

地域包括支援センター（西部圏域・南部圏域）の運営

（市受託事業） 

米沢市生活支援体制整備事業（市受託事業） 

居宅介護支援事業 

４ 置賜成年後見センターの運営。 

 

(１) 制度や権利擁護等の広報及び啓発 

(２) 二次相談窓口 

(３) 法人後見の受任調整 

(４) 制度の利用促進 

 

地域における利用者本位の福祉サービスをめざし、住み慣れた地域で暮らし続けることを支え

るため、地域福祉活動と連携した事業を展開していきます。 

１ 指定管理事業 (１)窪田児童センターの管理、経営 

(２)ひまわり学園の管理、経営 

２ 受託事業 (１)意思疎通支援事業 

(２)福祉バス運営管理事業 

(３)敬師・窪田各学童クラブ運営事業 
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Ⅸ 管内社会福祉施設等一覧表 
 

１ 特定教育・保育施設 

（１）認可保育所（就労などのため保育を必要とする乳幼児を保育する施設） 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 定員 電話 

興道南部保育園 本町 1丁目 1-84 社)米沢仏教興道会 S23. 8.17 90 21-3756 

興道北部保育園 塩井町塩野 1476-1 社)米沢仏教興道会 S23. 8.17 120 21-5070 

松ヶ岬保育園 西大通 1 丁目 6-56 社)照護会 S23. 9.15 80 21-0349 

明星保育園 門東町 3 丁目 2-27 社)米沢明星会 S24. 1.31 120 22-2260 

山上保育園 通町 4丁目 11－20 社)山上保育園 S25.10.19 110 23-3416 

市立緑ケ丘保育園 矢来 1丁目 3-75 米沢市 S27. 4.30 60 23-1867 

西部乳児園 御廟 2丁目 3-17 社)法音会 S40. 4. 1 50 21-0426 

興道東部保育園 下花沢 3 丁目 10－9 社)米沢仏教興道会 S44.11. 1 100 23-6624 

米沢中央保育園 桜木町 1-75 社)米沢中央保育園 S47.10.31 100 23-5470 

市立吾妻保育園 太田町 4 丁目 1-151 米沢市 S51. 5. 4  60 38-4402 

塩井保育園 塩井町塩野 2081‐6 社)ましみず会 S53. 4. 1 80 21-1225 

プチハウス 徳町 1-38-1 社)米沢仏教興道会 H13. 3.29 50 26-6565 

森の子園保育所 万世町牛森 4172-6 NPO法人森の子会 H17．3.29 60 28-3715 

そらいろ保育園 万世町片子 343 社)照護会 H22．3.16 110 40-0280 

みどり乳児園 塩井町塩野 1480-30 有)幸望いのうえ H25. 3.19 30 22-6679 

 

（２）認定こども園（教育と保育を一体的に行う施設） 

施設名 類型 所在地 設置主体 認可等年月日 定員 電話 

かしのみ幼稚園 幼稚園型 城南 5丁目 1-1 
学校法人 
城南学園 

H27. 3.31 
認定 

 150 21-0205 

幼保連携型認定こども園 

ひばりが丘幼稚園 
幼保連携型 大字三沢 26090 

学校法人 
松原学園 

H28．3.24 
認可 

 165 22-7541 

米沢西部こども園 幼保連携型 御廟 2丁目 3-8 
学校法人 
法音学園 

H29．3.21 
認可 

 213 21-6010 

米沢こども園 幼保連携型 中央 3丁目 6-45 
学校法人 
興譲学園 

R3．3.31 
認可 

  95 23-2134 

戸塚山こども園 幼保連携型 大字上新田 2008 
学校法人 
音羽学園 

H29．3.21 
認可 

 110 37-2419 

米沢中央幼稚園 幼稚園型 中央 7丁目 5-70-5 
学校法人
椎野学園 

H31．3.11 
認定 

 120 23-2569 

興道こども園 
どんぐり 

幼保連携型 直江町 4-100 
社会福祉法人 

米沢仏教興道会 

R2．3.30 
認可 

80 24-8558 

 

（３）施設型給付を受ける幼稚園（１号認定を受けて利用する学校教育法で定められた教育施設） 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 定員 電話 

普慈幼稚園 下花沢 3 丁目 4-30 学校法人巨渓学園 S56.12. 1 60 21-0212 

九里幼稚園 門東町 1 丁目 1-18 学校法人九里学園 S53.12. 1 60 23-9261 
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２ 特定地域型保育事業（所）（家庭的保育事業等） 

（１）小規模保育事業（所）（就労などのため保育を必要とする満３歳未満の子を保育する施設） 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 定員 電話 

さくら保育園 中央 3丁目 8-24 学校法人興譲学園 H29．3.31 19 40-1187 

あゆみ園 大町 1丁目 4-11 
NPO 法人あゆみやまびこ
共に育つ会 

H30. 3.29 16 23-9604 

 

３ 児童保育関連施設 

（１）私学助成を受ける幼稚園 

施設名 所在地 設置主体 定員 電話 

まいづる幼稚園 丸の内 1 丁目 1-47 学校法人松岬学園 R5.3.31 閉園 

東部幼稚園 駅前 4丁目 2-51 学校法人米沢斎藤学園 休 園 

 

（２）認可外保育園 

施 設 名 所  在  地 開設年月日 定員 電話 

おのがわ保育園ドレミ館 小野川町 1770-1 H 5. 4. 1 30 32-2729 

恵泉愛児園 福田町 1 丁目 3-67 S37. 2.25 休 所 

フレンドリーハウス 通町 8丁目 2-92 H15. 4. 1 休 所 

やまびこ園 大字口田沢 3216 H 3. 4. 1 36 31-2620 

おひさまえん 直江町 4-14 H18. 4.15 20 24-6187 

青空保育たけの子 大字上新田 1166 H26. 4. 1 16 070-1143-1166 

 

（３）企業主導型保育事業所 

施 設 名 所  在  地 開設年月日 定員 電話 

キッズ ピーパル 中田町 760-2 H29. 4. 3 30 37-4300 

米沢こころの病院院内保育所 

にこにこ保育所 
アルカディア 1 丁目 808-32 H29. 6. 1 20 27-0506 

 

（４）事業所内保育所 

施 設 名 所  在  地 開設年月日 定員 電話 

米沢ﾔｸﾙﾄ販売（株） 
夢ｽﾀｼﾞｵ 8960花沢保育室 

大字花沢 3056-1 H14. 8. 5 20 21-8960 

米沢ﾔｸﾙﾄ販売（株） 
夢ｽﾀｼﾞｵ 8960西大通保育室 

西大通 1 丁目 5-40 H 5. 5. 6 23 22-8960 

米沢市立病院 こぐま保育所 福田町 2 丁目 3-1756-2 S47.12. 1 40 
22-2450 

(内線 4301) 

舟山病院内 保育所 駅前 2丁目 4-8 S51. 4. 1 休 所 

島貫医院内 保育室 中央 2丁目 5-12 H25. 3. 4 休 所 

三友堂病院内保育所ちびっこ
広場めんご 

大字塩野 2755-3 H26.10.14 20 27-0530 
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４ 児童厚生施設 

児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 電話 

窪田児童センター 窪田町窪田 424 米沢市 S41.10. 1 37-5272 

 

５ 児童養護施設 

乳児を除いた保護者のいない児童や虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所

させてこれを養護し、合わせてその自立を支援する施設 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 定員 電話 

市立興望館 太田町 4 丁目 1-153 米沢市 S24. 6.20 30 38-6109 

 

６ 放課後児童健全育成事業所（放課後児童クラブ） 

働く親たちが安心できるように学校や家庭に代わって放課後の児童を預かる場として、児童の健

全な育成と児童福祉の向上を図るための施設 

施設名 所在地 定員 電話 

東部小学校区学童保育施設 正和こどもの家 1 

             正和こどもの家 2 
東 1丁目 6-107  79 23-1443 

学童保育クラブ 米沢西部みどりの家 直江町 10-22 47 24-3354 

南部学童保育所 キッズ 本町 2丁目 1-35 40 33-9226 

南部学童保育所 ジュニア 

        スター 
本町 2丁目 1-37 80 33-9269 

南部学童保育所 オレンジ 大町 1丁目 4-34 50 33-9446 

北部地区学童保育所 たんぽぽクラブ 

 コスモスクラブ 

 コスモスクラブ第 2 

城北 2丁目 1-52 135 24-4717 

学童保育所 しゃぼん玉クラブ愛宕 御廟 3丁目 11-6 55 21-2244 

学童保育所 しゃぼん玉クラブ西部Ⅰ 
直江町 4-16 

47 21-5972 

学童保育所 しゃぼん玉クラブ西部Ⅱ 50 21-5971 

学童保育所 しゃぼん玉クラブ西部Ⅲ 
直江町 5-49 

39 21-7700 

学童保育所 しゃぼん玉クラブ西部Ⅳ 45 21-3545 

学童保育所 しゃぼん玉クラブ窪田Ⅰ 

      しゃぼん玉クラブ窪田Ⅱ 
窪田町窪田 598-2 

40 37-3000 

40 20-6985 

森の子園第１学童クラブ 
万世町牛森 4172-6 

60 28-3739 

森の子園第２学童クラブ 50 28-3800 

松川小学校区学童保育所 風の子クラブ 通町 2丁目 12-1 60 23-3277 

松川小学校区学童保育所 風の子クラブ第２ 通町 2丁目 11-6 40 23-3277 

わかたかクラブ 大字笹野 4577-1 50 38-6565 

東部小学区学童保育所 あっとホーム 東 1丁目 6-76-23 29 24-0828 

東部小学区学童保育所 ぐっとホーム 東 1丁目 6-76-14 39 24-0828 

東部小学区学童保育所 ほっとホーム 東 1丁目 6-76-21 46 24-0828 
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東部小学区学童保育所 ひっとホーム 東 1丁目 6-76-17 29 24-0828 

児童クラブ まどか 門東町 3 丁目 3-19 54 33-9262 

愛宕地区学童保育 レインボーサウス 

         レインボーノース 
御廟 3丁目 1-2 77 22-5257 

愛宕地区学童保育 レインボーなないろ 御廟 3丁目 2-14-6 39 33-9299 

塩井さくらんぼクラブ 塩井町塩野 3760 40 24-8156 

六郷地区学童保育「のびのびクラブ」 六郷町一漆 68-2 20 090-2805-0585 

広幡地区学童保育「げんきっ子クラブ」 広幡町上小菅 1394-7 38 20-5789 

米沢市窪田児童センター 学童クラブ 窪田町窪田 424 33 37-5272 

敬師学童クラブ 大字関根 531-1 18 35-2113 

南部小学校区学童保育グレース 福田町 1 丁目 3-67 40 23-2211 

おぼこ広場「北斗塾」 中央 7丁目 4-37 32 070-2011-0557 

児童クラブ 太陽の子 大字木和田 453-1 40 33-9701 

 

７ 子育て援助活動支援事業所（ファミリー・サポート・センター事業） 

地域において子どもの預かりの援助を受けたい者（利用会員）と援助を行いたい者（協力会員）

及びその両方を希望する者（両方会員）からなる会員組織が、地域における育児の相互援助活動を

行う事業所 

施設名 所在地 設置主体 電話 

米沢市ファミリー・サポート・センター 
徳町 1-38-1 
(プチハウス内) 

米沢市 24-6464 

 

８ 地域子育て支援拠点施設（子育て支援センター） 

子育てについての相談、情報の提供、助言、その他の援助を行い、乳幼児及びその保護者が相互 

の交流を行う施設 

施設名 所在地 開始年月日 電話 

くれよん 徳町 1-38-1(プチハウス内) H13. 4.20 26-1515 

ぴっころ 西大通 1 丁目 6-56(松ヶ岬保育園内) H17. 4. 1 40-0701 

ろけっと 万世町片子 343(そらいろ保育園内） H22. 4. 1 21-1020 

おひさま 通町 4丁目 11-20(山上保育園内) H23. 5. 9 23-3416 

つむぎ 御廟 2丁目 3-17(西部乳児園内) H25. 4. 8 40-0188 

 

９ 児童遊園 

児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする 

施設名 所在地 面積(㎡) 認可年月日 

市立御廟児童遊園 御廟 1丁目 1859 2,115.30 S37. 7. 1 

市立川井児童遊園 大字川井 55 1,616.54 S39.12. 1 

市立敬師児童遊園 大字関根 13922-1 3,300.00 S53. 8. 4 

市立塩井町児童遊園 塩井町塩野 2300-1 1,044.00 S51. 5.31 
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市立びつき石児童遊園 万世町桑山 1427 953.14 S49.12.27 

市立赤芝児童遊園 赤芝町 101 792.30 S53. 8. 4 

市立中央児童遊園 中央 4丁目 3360-9 830.64 H 7. 4. 1 

市立小野川児童遊園 小野川町 2566-2 660.00 S54.12.20 

市立通町児童遊園 通町 5丁目 2378-1 2,274.65 S55. 7.25 

市立六郷町西藤泉児童遊園 六郷町西藤泉 1376-1 660.00 S56.10. 8 

市立日の出町児童遊園 東大通 2 丁目 9102-1 904.61 H 6. 4. 1 

市立成島児童遊園 広幡町成島 2107-104 33.555.00 H 6.10. 9 

市立舘山児童遊園 舘山 4丁目 6446-24 2,160.54 H11.10. 1 

 

１０ 助産施設 

保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊婦を入

院させ、助産を受けることを目的とする施設 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 定員 電話 

市立病院助産施設 相生町 6-36 米沢市 S45. 8.14 4 22-2450 

 

１１ 相談支援事業所 

地域で生活する身体障がい者（児）・知的障がい者及び精神障がい者の方の生活全般に関する

様々な相談を受け付ける。 

施設名 所在地 設置主体 指定年月日 電話 

あずさ 大字三沢 26100-14 社)山形県社会福祉事業団 H19. 4. 1 24-4335 

すてっぷ 東 2丁目 8-54 社)米沢栄光の里 H21. 4. 1 22-0703 

 

１２ 特定相談支援事業所、障がい児相談支援事業所 

   障がい福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画書を作成し、定期的にモニタリング

を行い、障がい者の生活全般に係る相談に対応する。 

施設名 所在地 設置主体 指定年月日 電話 

あずさ 大字三沢 26100-14 社)山形県社会福祉事業団 H24. 4.13 24-4335 

すてっぷ 東 2丁目 8-54 社)米沢栄光の里 H24. 9.14 22-0703 

なごみ～る 
門東町 2 丁目 2-34

カーサ CALM１階 
有)なごみの部屋 H24.10.17 26-8346 

ばおばぶ 本町 1丁目 5-37 NPO法人置賜自然と共育の村 H24.11. 6 
090-2952-

0523 

なでら 城西 4丁目 5-87 NPO法人なでらの森 Ｈ25.9.10 40-1391 

ともの家 大町 3丁目 3-47 NPO法人ともの家 H25.11.18 33-9035 

相談から・ころ 万世町牛森 4150-6 NPO法人から・ころセンター  R2. 4.15 40-8466 

米沢とまり木 下花沢 2 丁目 5-20 社会医療法人 公徳会 R4.12.16 27-1351 
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１３ 障害者入所支援施設 

施設に入所する障がい者に主として夜間において入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関

する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 定員 電話 

栄光園 万世町梓山 5493-1 社)米沢栄光の里 S45. 4. 1 80 28-9446 

松風園 万世町梓山 5494-1 社)米沢栄光の里 S53. 1. 1 80 28-7710 

梓園 大字三沢 26100-14 社)山形県社会福祉事業団 S48. 4. 1 40 22-0398 

 

１４ 就労移行支援・就労継続支援事業所 

就労を希望する人に対し、一定期間生産活動やその他の活動の機会を提供し、知識や能力の向

上のための訓練を行う。通常の事業所で働くことが困難な人に就労の機会の提供や生産活動やそ

の他の活動の機会提供、知識や能力の向上のための訓練を行う 

施設名 所在地 設置主体 
指定年月

日 
電話 

かにの家 

（chotto e cafe） 
広幡町京塚 2614-2 NPO法人置賜自然と共育の村 H18.10. 1 27-1421 

楓 広幡町成島 282 NPO法人なでらの森 H18.10. 1 40-1821 

森の子ひかり園 万世町牛森 4172-7 NPO法人森の子会 H18.10. 1 29-1000 

にこにこホーム 金池 5丁目 6-29 NPO法人にこにこホーム H18.10. 1 24-0366 

赤とんぼ 通町 2丁目 11-28 NPO法人赤とんぼ H19. 4. 1 21-3343 

ともの家 大町 3丁目 3-47 NPO法人ともの家 H20. 4. 1 26-1288 

なごみ～る 門東町 2 丁目 8-34 有)なごみの部屋 H20. 4. 1 49-8921 

フラワーコート米沢 城西 1丁目 6-36-3 NPO法人聲明会 H21. 2. 1 21-2955 

すてっぷ 東 2丁目 8-54 社)米沢栄光の里 H21. 4. 1 22-0703 

ちっちゃな町工場 福田町 1 丁目 3-69 NPO法人ちっちゃな町工場 H22.10. 1 49-8361 

やまぼうし 直江町 2-30 株)菊地組 H22. 8. 1 22-6555 

さくらんぼの家 吾妻町 4-25 社)仁慈の会 H23. 4. 1 38-6366 

いちみ 東大通 3-12-19 株)いちみ H23. 8. 1 49-7735 

栄光園 万世町梓山 5493-1 社)米沢栄光の里 H23.11. 1 28-9446 

共働作業所夢工房 駅前 2丁目 8-32 NPO法人生き生きの郷 H26. 8.26 33-9360 

極楽麦酒本舗 中央 2丁目 3-18 合)極楽麦酒本舗 H27. 7. 1 40-0291 

から・ころセンター 八幡原 5 丁目 4149-8 NPO法人から・ころセンター H27. 2.12 27-8878 

そらの輪 中央 7丁目 3-15 NPO法人そら H28. 4. 1 49-7330 

みかん 城南 4丁目 1-13 株)my life H28. 4. 5 40-1806 

公徳会米沢就労支援
センター 

下花沢 2丁目 134-7 社会医療法人公徳会 H28.11. 1 49-7651 

くらら 春日 2丁目 2-23 株)修誠会 H31. 4.23 20-4726 
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らせっと 万世町桑山 1728-2 株)からふる Ｒ2.4. 1 27-8426 

ジョブタス米沢 金池 6丁目 5-30 株)ソラフネコーポレーション Ｒ4.4. 1 27-0780 

すまいる 窪田町窪田 1908-2 合)ハッピースマイル Ｒ4.4. 1 33-9302 

ヒカリノアトリエ 城西 1丁目 3-78 株)my life R4.5.1 20-5633 

 

１５ 地域活動支援センター 

障がい者等を通所により地域の実情に応じた創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との

交流の促進等の便宜を供与し、障がい者等の地域生活支援の促進を図る 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 電話 

米沢ひまわりの家 直江町 7-43 NPO法人米沢ひまわりの家 H19. 4. 1 24-9950 

ホープ米沢 城北 1丁目 3-18 NPO法人ホープ米沢 H19. 4. 1 23-6176 

市社会福祉協議会 西大通 1丁目 5-60 社)米沢市社会福祉協議会 H19. 4. 1 24-7881 

とまり木 南陽市椚塚 929 社会医療法人公徳会 H19. 4. 1 40-4055 
 

１６ 生活介護事業所 

常に介護が必要な障がい者に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提

供する 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 電話 

にじの家 太田町 3 丁目 1-32 社)にじの家 H19. 4. 1 22-8581 

かにの家 舘山 6丁目 1-34 NPO法人置賜自然と共育の村 H20. 4. 1 24-3220 

森の子ひかり園 万世町牛森 4172-7 NPO法人森の子会 H21. 8.20 29-1000 

梓園 大字三沢 26100-14 社)山形県社会福祉事業団 H23. 4. 1 22-0398 

さくらんぼの家 吾妻町 4-25 社)仁慈の会 H23. 4. 1 38-6366 

栄光園 万世町梓山 5493-1 社)米沢栄光の里 H23.11. 1 28-9446 

松風園 万世町梓山 5494-1 社)米沢栄光の里 H23.11. 1 28-7710 

にこにこホーム 金池 5丁目 6-29 NPO法人にこにこホーム H24. 3.31 24-0366 

青い帽子 林泉寺 2 丁目 10-21 NPO法人地域福祉共生会 H24.11. 1 26-1170 

万世園福祉サービス事業所 万世町梓山 5496-12 社)米沢栄光の里 H30.10. 1 28-1455 

いちごのこころ 泉町 2丁目 1-6 有)なごみの部屋 R 2. 5. 1 38-7030 

らせっと 万世町桑山 1728-2 株)からふる R4．3．28 27-8426 
 

１７ 共同生活援助事業所 

   障がいのある人に、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排

せつ又食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 電話 

けやき 城西 4丁目 5-87 NPO法人なでらの森 H18.10. 1 40-1391 

あづま 吾妻町 4-25 社)仁慈の会 H20. 7. 1 38-6366 

すてっぷⅠ 東 2丁目 8-54 社)米沢栄光の里 H21. 4. 1 22-0703 

すてっぷⅡ 東 2丁目 8-54 社)米沢栄光の里 H21. 4. 1 22-0703 

すてっぷⅢ 東 2丁目 8-54 社)米沢栄光の里 H29.11.16 22-0703 

やまぼうし 直江町 2-30 やまぼうし H22. 3.30 22-6555 

パステル 本町 1丁目 5-37 NPO法人置賜自然と共育の村 H24. 1. 4 080-1851-6015 
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なせば成る 万世町片子 295-3 NPO法人先施の杜 H27. 4. 1 24-7247 

まつかわ 通町 4丁目 8-17 社)仁慈の会 H28. 5. 1 23-2003 

グループホームにじいろ 城南１丁目 7-34 社)にじの家 H29. 4. 1 40-8706 

ふらぼの 万世町桑山 4485 株)からふる H31. 1.21 27-9450 

グループホーム ３６５日 城西 4丁目 1-14 株)my life R 1.10.25 40-1806 

米沢共同生活事業所 徳町 3-22 社)山形県社会福祉事業団 H20. 4. 1 27-8775 

はなまるグループホーム 成島町 2 丁目 

1-54-13-101 

株) 

Empowerment Holding 
R4.6.1 

070-3103-

8700 

グループホーム 

あどばんすふぉわーど 

福田町１丁目 

1-142 

株)よしだ 
R4.10.1 

33-3733 

 

グループホーム 

ユニコーン 

城西 3丁目 9-1 株)エム・インパクト 
R5.3.1 

27-0590 

 

１８ 児童発達支援事業所 

   日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要

な支援を行う。 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 電話 

ひまわり学園 中央 6丁目 1-45 米沢市 H24. 4. 1 21-1330 

かりやす 万世町梓山 4101-2 株)からふる H28. 3.25 40-1552 

Ｒｅはーと えいる 直江町 7-16 
合)おきたまライフフ

ュージョンおらフ 
H30.9.13 33-9069 

Ｒｅはーと ぴいす 広幡町成島 1027 
合)おきたまライフフ
ュージョンおらフ R4.3.1 20-4760 

supportroom ぱある 徳町 13-7 合）ＰＡ－Ｌ R2. 6. 1 27-7140 

キッズスペースいちご米沢 桜木町 1-44 株）フクシア R2. 7. 1 49-8231 

キッズデイサポート 虹の子 太田町 3 丁目 1-32 社）にじの家 R4.4.1 22-8581 

 

１９ 放課後等デイサービス事業所 

   授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上

のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 電話 

あおいそら 林泉寺 2 丁目 10-21 NPO法人地域福祉共生会 H24.11. 1 26-1170 

なせば成る 万世町片子 295-3 NPO法人先施の杜 H27. 7.15 24-7247 

キッズデイサポート虹の子 太田町 3 丁目 1-32 社)にじの家 H25. 4. 1 40-1800 

ばおばぶ 本町 1丁目 5-37 NPO法人置賜自然と共育の村 H24. 4. 1 090-6253-5859 

森の子わかば園 万世町牛森 4172-2 NPO法人森の子会 H25. 3.21 29-0033 

かりやす 万世町梓山 4101-2 株)からふる H28. 3.25 40-1552 

フレンドリーハウス 通町 8丁目 2-92 合)フレンドリーハウス H31. 4. 1 24-3390 



113 

 

アップルハウス 塩井町塩野 3419-3 NPO法人アップルハウス H30.12.1 22-3711 

Ｒｅはーとぴいす 広幡町成島 1027 
合)おきたまライフフュ
ージョンおらフ R4.3.1 20-4760 

supportroom ぱある 徳町 13-7 合）ＰＡ－Ｌ R2. 6. 1 27-7140 

キッズスペースいちご米沢 桜木町 1-44 株）フクシア R2. 7. 1 49-8231 

 

２０ 保育所等訪問支援事業所 

   保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専

門的な支援その他必要な支援を行う。 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 電話 

ひまわり学園 中央 6丁目 1-45 米沢市 Ｒ2.4. 1 21-1330 

supportroom ぱある 徳町 13-7 合同会社ＰＡ－Ｌ Ｒ2.4. 1 27-7140 

Ｒｅはーとえいる 直江町 7-16 
合)おきたまライフフュ
ージョンおらフ 

Ｒ2.9.3 33-9069 

 

２１ ひきこもり支援事業所 

    ひきこもりサポート事業として、ひきこもり相談窓口の周知と設置、居場所づくり、訪問支援 

等を実施する。 

施設名 所在地 設置主体 認可年月日 電話 

から・ころセンター 東 2丁目 8-116 NPO法人から・ころセンター H27. 2.12 21-6436 

 

２２ 養護老人ホーム 

６５歳以上の者であって、身体上若しくは精神または環境上の理由及び経済的理由により居宅

において養護を受けることが困難な場合、入所により養護する施設 

施設名 所在地 設置主体 開設年月日 定員 電話 

星の村 大字笹野 202-3 社)米沢仏教興道会 S21.10. 1 80 38-3011 

 

２３ 特別養護老人ホーム 

６５歳以上の者であって、身体又は精神上著しく障がいがあるため常時の介護を必要とし、か

つ、居宅においてこれを受けることが困難な場合、入所により養護する施設 

施設名 所在地 設置主体 開設年月日 定員 電話 

成島園 広幡町成島 2120-5 社)緑成会 S52. 4. 1 110 37-2355 

万世園 万世町梓山 5496-12 社)米沢栄光の里 S59. 4. 1 85 28-1455 

花の里 大字笹野 170 社)米沢仏教興道会 H 2. 4. 1 80 38-5501 

おいたまの郷 大字下新田 28 社)敬友会 H12. 4. 1 80 37-7788 

サンファミリア米沢 塩井町塩野 520 社)米沢弘和会 H14.11.29 60 26-8255 

回春堂 大字花沢 2986-１ 社)回春堂 H24. 3.29 60 26-8850 
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２４ 老人保健施設 

疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある高齢者又はこれに準ずる状態にある高齢者に対

し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行う施設 

施設名 所在地 設置主体 開設年月日 定員 電話 

サンプラザ米沢 大字簗沢 3046 社)米沢弘和会 H 2. 1. 1 150 32-2234 

あづま 大字李山 8132-11 社)あづま会 H 5. 4. 1 119 38-5535 

サンファミリア米沢 塩井町塩野 520 社)米沢弘和会 H14.11.29 100 26-8255 

 

２５ 介護医療院 

長期にわたり療養が必要である高齢者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護・

機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設 

施設名 所在地 設置主体 開設年月日 定員 電話 

松田外科医院 城西４丁目 4-25 松田外科医院 R 2. 4. 1 18 21-1155 

 

２６ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

   日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に又は連携して、定期の巡回と随時の

対応を行う事業所 

施設名 所在地 指定年月日 電話 

三友堂定期巡回・随時対応型訪問介護看護ステーション 大字塩野 2755-3 H26.11.17 27-7575 

ケアセンターなごみ 門東町 2丁目 1-6 H28.12.28 38-7030 

定期巡回ステーションさんゆう 西大通 2丁目 2-30 R3.1.8 24-5220 

 

２７ 地域密着型通所介護事業所 

   施設に通い、食事・入浴の日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられる利用定員が

18名以下の事業所 

事業所名 所在地 指定年月日 定員 電話 

デイサービスさくら 桜木町 1-74 H22.1.26 13 22-7722 

マイウェイデイサービス 松が岬 1丁目 1-26 H25.8.27 10 40-1512 

ココロリビング米沢 下花沢 3丁目 9-52 H26.7.29 15 40-8568 

デイサービス奏で館 中央 7丁目 4-37 H27.7.17 15 40-1130 

リハビリ特化型デイサービス Reはーと 広幡町成島 1027 H28.3.24 10 33-9442 

ひなたぼっこデイサービスセンター 舘山 1丁目 2-6-2 H30.4.1 15 37-0781 

楽らくケアセンターデイサービス 大町 5丁目 4-51 H31.1.4 18 26-8680 

楽らくデイサービスやよい 東 3丁目 4-57-101 H31.1.4 18 26-1151 

デイサービスセンター清ら家 春日 1丁目 4-27 R3.2.1 10 40-1550 
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２８ 小規模多機能型居宅介護支援事業所 

   事業所への通いサービスを中心に、事業所への短期間宿泊や居宅への訪問介護サービスを

受けることができる事業所 

事業所名 所在地 指定年月日 定員 電話 

ケアセンターとこしえあたご 御廟 3丁目 5-28 H19.3.1 25 21-3330 

もも太郎さん（駅前） 駅前 3丁目 1784-1 H19.5.1 25 26-1321 

地域ケアセンター東陽館小規模多機能ホーム 城北 1丁目 2-5 H20.4.1 29 37-8181 

小規模多機能型居宅介護事業所やまぼうし 直江町 2-35 H20.4.1 29 22-6500 

小規模多機能ホームぴゅありす通町 通町 4丁目 3-13 H22.1.1 25 40-0753 

小規模多機能ホームこもれびの家 大字花沢 3069-2 H23.11.1 29 26-1520 

小規模多機能ホームぴゅありす大町 大町 2丁目 1-10 H24.4.1 25 49-7020 

小規模多機能ホームぴゅありす金池 金池 7丁目 6-60 H24.11.1 25 40-1725 

小規模多機能ホームこもれびの家上郷 大字川井 3853 H28.5.1 29 28-5330 

小規模多機能ホーム公園丸の内館 丸の内 2丁目 3-3 H31.4.1 25 21-8081 

小規模多機能ホームいとしあ笹野 大字笹野 636-5 R元.11.1 25 38-2300 

 

２９ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

   認知症の高齢者が、食事や排せつなどの日常生活上の手助けや機能訓練などを受けられる

施設 

施設名 所在地 指定年月日 定員 電話 

グループホームピュアグローブ 通町 2丁目 5-62 H13.3.29 9 21-1967 

さんゆうグループホーム ふぃりあ 万世町桑山 4660 H15.3.24 9 28-5720 

グループホーム ピュアフォレスト 大字三沢 26106-14 H15.3.28 18 21-1973 

グループホームこもれびの家 大字花沢 3612-1 H15.7.24 18 37-8065 

グループホーム楓の家 金池 6丁目 8-26 H15.10.31 27 21-7222 

グループホームふきのとう 塩井町塩野 2057 H15.11.6 18 21-5616 

グループホームやまぼうし 直江町 1-5 H16.1.14 18 22-6660 

グループホーム「結いのき」 花沢町 2695-4 H16.1.30 27 37-0960 

グループホームもも太郎さん米沢 通町 5丁目 3-46 H16.2.13 18 37-0845 

グループホーム成島園 広幡町成島 2120-5 H18.3.20 18 36-1003 

グループホーム東陽館 城北 1丁目 2-5 H18.3.30 18 37-8181 

グループホームあすなろ白旗 大字三沢字白旗 26113-65 H18.10.1 9 21-5260 

グループホームあすなろ窪田 窪田町窪田 1421-1 H21.6.1 9 37-2070 

 

３０ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム） 

   ６５歳以上の者であって、身体又は精神上著しく障がいがあるため常時の介護を必要と

し、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な場合、入所により養護する定員が２９人

以下の施設 
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施設名 所在地 指定年月日 定員 電話 

地域密着型特別養護老人ホームあづま 大字李山 8132-11 R5.6.1 29 40-1856 

 

３１ 看護小規模多機能型居宅介護 

   小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合サービスを受けられる事業所 

事業所名 所在地 指定年月日 定員 電話 

湖山ケアサービス米沢 塩井町塩野 1482-4 H25.6.1 25 40-1856 

ケアコンシェルジュ和 門東町 2丁目 8-34 R2.9.1 24 27-8778 

 

３２ 基準該当短期入所生活介護 

   施設に宿泊しながら介護や機能訓練などが受けられる施設      

※網掛けは休止中 

施設名 所在地 指定年月日 定員 電話 

楽らくケアセンターショートステイ 大町 5丁目 4-51 H15.5.30 12 26-8680 

※基準該当サービス 

 指定サービス事業者の要件（法人格、人員基準、設備・運営基準）の一部を満たしていない事

業者のうち、一定の水準を満たすサービス提供を行う事業者については、市町村がそのサービス

を保険給付の対象とすることができる。 

  

３３ 訪問型サービス 

   要支援認定を受けた方や基本チェックリストで該当とされた人を対象に、掃除、洗濯等の

日常生活上の支援を提供するもの 

※網掛けは休止中 

事業所名 所在地 指定年月日 電話 

ツクイ米沢金池介護 金池 5丁目 4-5 H30. 4.1 26-7301 

花の里指定訪問介護事業所 大字笹野 170 H30. 4.1 38-5501 

㈱サン十字ホームヘルプサービス 中田町 751-1 H30. 4.1 37-7231 

万世園ホームヘルプサービスステーション 万世町牛森 4172-5 H30. 4.1 28-1456 

さんデイケアホームヘルパーステーション 大字簗沢 3643 H30. 4.1 32-2030 

おいたまの郷指定訪問介護事業所 大字下新田 28 H30. 4.1 37-7788 

山形県高齢者福祉生活協同組合米沢地域福祉

事業所「まごころ」 
舘山 1丁目 1-19 H30. 4.1 26-3881 

楽らくケアセンター指定訪問介護事業所 大町 5丁目 4-51 H30. 4.1 26-8680 

ラベンダーの丘訪問介護センター 直江石堤 28-2 H30. 4.1 38-4032 

ケアセンターマロニエ 徳町 210-1 H30. 4.1 40-0896 

ひなたぼっこ訪問介護事業所 舘山 1丁目 2-15-3 H30. 4.1 21-6364 

ヘルパーステーションＣＡＬＭ 東大通 1丁目 2-34-2 H30. 4.1 37-1730 

訪問介護ステーション花はな 城南 1丁目 5-2 H30. 4.1 49-7676 
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三友堂ヘルパーステーション 大字塩野 2755-3 H30. 4.1 27-7575 

ケアセンターなごみ 泉町 2丁目 1-6 H30. 4.1 38-7030 

米沢清友会ヘルパーステーション 金池 7丁目 6-60 H29. 4.1 40-1727 

スマートライフ訪問介護事業所 駅前 1丁目 1-110 H29. 9.1 20-5550 

愛のまちヘルパーステーション 城北 1丁目 2-5 H29.12.1 080-6026-9571 

ケアセンターてらす 窪田町窪田 1435-13 R1.8.1 27-8695 

JA山形おきたま福祉センター川西 広幡町上小菅 638-4 R3.5.1 40-1845 

ヘルパーステーションイーズ 下小菅 1074 R3.4.12 20-4833 

訪問介護ステーション万益舎 大字笹野 656-4 R4.12.5 27-0465 

 

３４ 通所型サービス 

   要支援認定を受けた方や基本チェックリストで該当とされた人を対象に、機能訓練や集い

の場などの日常生活上の支援を提供する事業所 

※網掛けは休止中 

事業所名 所在地 指定年月日 電話 

花の里指定通所介護事業所 大字笹野 170 H30.4.1 38-5501 

万世園デイサービスセンター 万世町牛森 4172-5 H30.4.1 28-1480 

成島園デイサービスセンター 広幡町成島字窪平山 2120-5 H30.4.1 37-4048 

デイサービスセンター「さんデイケア」 大字簗沢 3463 H30.4.1 32-2030 

回春堂デイサービスセンター 駅前 2丁目 5-7 H30.4.1 21-2122 

おいたまの郷指定通所介護事業所 大字下新田 28 H30.4.1 37-7788 

さんゆうデイサービスセンター通りゃんせ 西大通 2丁目 2-30 H30.4.1 23-6850 

デイサービスセンター「サンファミリア米沢」 塩井町塩野 520 H30.4.1 26-8255 

ツクイ米沢 栄町 1-4 H30.4.1 24-2539 

デイサービスセンター楓の家 金池 6丁目 8-26 H30.4.1 21-7222 

ＪＡ山形おきたまデイサービスセンター「愛遊」 広幡町上小菅 638-4 H30.4.1 36-0336 

株式会社サン十字 デイサービス 桜木町 1-64 H30.4.1 24-1431 

ラベンダーの丘れんげ草 直江石堤 28-2 H30.4.1 38-4032 

デイサービスセンター東陽館 城北 1丁目 2-5 H30.4.1 37-8181 

いちごのこころ 泉町 2丁目 1-6 H30.4.1 38-7030 

デイサービスセンター結いのき 花沢町 2686-4 H30.4.1 27-1228 

デイサービスさくら 桜木町 1-74 H30.4.1 22-7722 

デイサービスひいらぎ 徳町 210-1 H30.4.1 22-7525 

デイサービス回春堂花沢 大字花沢 2686-1 H30.4.1 26-8851 

マイウェイデイサービス 松が岬 1丁目 1-26 H30.4.1 40-1512 

デイサービス奏で館 中央 7丁目 4-37 H29.4.1 40-1130 

リハビリ特化型デイサービスＲｅはーと 広幡町成島 1027 H29.4.1 33-9442 
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笑楽び塾 東大通 1丁目 2-34-2 H29.4.1 37-1730 

スマート倶楽部 駅前 1丁目 1-110 H29.4.1 20-5550 

デイサービスセンター 夢のみずうみ村 すまいる 成島町 3丁目 2-91 H29.4.1 40-8512 

デイフィットネス が.あ.べ.ら 高畠町大字福沢 289-1 H29.6.1 27-3310 

ひなたぼっこデイサービスセンター 舘山 1丁目 2-6-2 H30.4.1 37-0781 

楽らくケアセンターデイサービス 大町 5丁目 4-51 H31.1.4 26-8680 

楽らくデイサービスやよい 東 3丁目 4-57-101 H31.1.4 26-1151 

デイサービスセンター清ら家 春日 1丁目 4-27 R3.2.1 40-1550 

レッツ倶楽部米沢徳町 徳町 225-1 R3.4.1 40-8851 

ニチイケアセンター米沢 金池 5丁目 13-21 R4.3.31 26-5222 

ニチイケアセンター西米沢 成島町 2丁目 1-110-16 R4.3.31 37-0725 

 

３５ 住宅型有料老人ホーム 

   有料老人ホームとは、老人を入居させて①入浴・排泄・食事等の介護、②食事の提供、③洗濯・

掃除等の家事、④健康管理を行う施設であり、前述のいずれかのサービスを行う場合は、都道府

県知事への届出が必要である。有料老人ホームであれば、特定施設入居者生活介護の指定を受け

ることができる。 

【有料老人ホーム一覧】 

（１）介護付有料老人ホーム 

施設名 所在地 定員 類型 電話 

介護付有料老人ホーム サンメイトきらら 徳町 4-26 48 介護付 37-1222 

介護付有料老人ホーム やすらぎ苑 成島町３丁目 2-127-12 63 介護付 37-1865 

 

（２）有料老人ホーム                           ※網掛けは休止中 

施設名 所在地 定員 類型 電話 

高齢者共同住宅 やまぼうし 直江町 2-35 28 住宅型 22-6500 

有料老人ホーム 楽らく荘 大町 5丁目 4-51 22 住宅型 26-8680 

楽らくケアセンター 楽友館 大町 5丁目 5-14 17 住宅型 26-1630 

住宅型有料老人ホーム まごころ 矢来 3丁目 3-62 11 住宅型 24-7330 

有料老人ホーム ひなたぼっこ きなり 舘山 1丁目 2-15-3 10 住宅型 21-6363 

有料老人ホーム ひなたぼっこ・ひだまり 舘山 1丁目 2-6-2 16 住宅型 22-5141 

有料老人ホーム ぬくもり松が岬 松が岬 2丁目 6-16 50 住宅型 21-2610 

タンポポの家 城西 2丁目 4-82 12 住宅型 21-9550 

ジャスミンの家 中央 2丁目 6-18 16 住宅型 24-6315 

ハナミズキの家 東 2丁目 7-114 12 住宅型 21-1780 

有料老人ホームなごみの部屋 泉町 2丁目 1-6 54 住宅型 38-7030 

シニアハウス公園丸の内館 丸の内 2丁目 3-3 4 住宅型 21-8081 

ウェルリービング悠々 大字花沢 3069-2 20 住宅型 26-1521 
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ウェルリービング優々 大字川井 3853 18 住宅型 28-5330 

有料老人ホーム 清ら家 金池 7丁目 6-60 9 住宅型  

有料老人ホーム 清ら家春日 春日 1丁目 4-27 50 住宅型 40-1525 

住宅型有料老人ホーム 湖山ケアサービス米沢 塩井町塩野 1482-4 15 住宅型 40-1856 

ＪＡ住宅型有料老人ホーム「愛の郷」 塩井町塩野字下坊上 2048-3 25 住宅型 40-8111 

ナーシングホームさんゆう 西大通 2丁目 2-30 40 住宅型 24-5220 

ヴィーヴル駅前南 東 2丁目 2-32 9 住宅型 40-0821 

ヴィーヴル遠山 遠山町 1155-3 20 住宅型 24-5421 

れんげ草 直江石堤 28-2 50 住宅型 38-4032 

認知症ホスピス万益舎 大字笹野 656-4 7 住宅型 27-0465 

いとしあホーム松が岬 松が岬 1 丁目 1-22 3 住宅型 38-2330 

 

（３）サービス付き高齢者向け住宅 

   バリアフリー対応の賃貸住宅で、高齢者が安否確認や生活相談等のサービスを受けることがで

きる。設備、サービス、契約における３つの基準により都道府県に登録する必要があるが、前頁

の①～④のいずれかのサービスを行う場合であっても有料老人ホームとしての届出は不要である。 

平成２７年４月１日より、特定施設入居者生活介護の指定がない場合についても住所地特例の

対象となった。 

施設名 所在地 定員 類型 電話 

ココロハウス米沢 下花沢 3 丁目 9-52 20 住宅型 40-8568 

サービス付高齢者向け住宅おたかぽっぽ 大字塩野 2755-3 39 住宅型 27-1711 

サービス付高齢者向け住宅奏で館 中央 7丁目 4-37 29 住宅型 40-1130 

サービス付高齢者向け住宅リブウェル 駅前 1丁目 1-111 46 住宅型 20-5333 

 

３６ 軽費老人ホーム(ケアハウス) 

６５歳以上の者であって、身体機能の低下や高齢のため独立して生活するには不安が認めら

れるもので家族による援助を受けることが困難な者を低廉な料金で利用させる施設 

施設名 所在地 設置主体 開設年月日 定員 電話 

サンリヴェール米沢 大字簗沢 3423 社)米沢弘和会 H 4. 5. 1 50 32-2414 

 

３７ 介護に関する相談窓口 

   要支援・要介護と認定されると介護サービスが利用できるが、その際、利用者（家族）と

面接しながら目標とする生活をイメージし、「介護サービス計画（ケアプラン）」を作ること

が必要となる。そのため、居宅介護支援事業所のケアマネジャー等への相談が必要となる。 

※網掛けは休止中 

事業所名 所在地 電話 

あづま居宅介護支援事業所 大字李山 8132-11 38-5536 

おいたまの郷指定居宅介護支援事業所 大字下新田 28 37-7800 
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回春堂ケアサービス 駅前 2-5-7 21-2122 

株式会社サン十字居宅介護支援サービス 中田町 751-1 37-7231 

居宅介護支援事業所 フランシア 大字笹野 636-3 38-2300 

やすらぎ苑居宅介護支援事業所 成島町 3-2-127-12 37-1865 

居宅介護支援事業所 やまぼうし 直江町 2-35 22-8511 

居宅介護支援センター ぴゅあふる 春日 1-4-27 21-1995 

ケアセンターてらす 窪田町窪田 1435-13 27-8695 

ケアプランセンター 杏子（あんず） 中央 6-1-219 24-2737 

ケアプランセンター なごみ 門東町 2-8-38 22-7557 

公徳会米沢居宅介護支援事業所 下花沢 2-5-20 49-7190 

こもれびの家居宅介護支援センター 大字花沢 3069-2 40-0185 

サンファミリア米沢居宅介護支援センター 塩井町塩野 520 26-8259 

サンプラザ米沢居宅介護支援センター 大字簗沢 3463 32-2288 

さんゆうすずらん 万世町桑山 4660 29-0109 

三友堂居宅介護支援センター 大字塩野 2755-3 21-8101 

ＪＡ山形おきたま福祉センター米沢 金池 5-3-9 26-4848 

スマートライフ かいごの窓口 駅前 1-1-110 20-5550 

地域ケアセンター東陽館居宅介護支援事業所 丸の内 2-3-3 22-5170 

ツクイ米沢金池 金池 5-4-5 26-7302 

成島園ケアプランセンター 広幡町成島 2120-5 37-2122 

ニチイケアセンター米沢 金池 5-13-21 26-5222 

花の里指定居宅介護支援事業所 大字笹野 170 38-5501 

はみんぐ指定居宅介護支援事業所 大字川井 2995-5 28-5766 

万世園居宅介護支援事業所 万世町梓山 5496-12 28-1456 

ひなたぼっこ指定居宅介護支援事業所 館山 1-2-15-3 37-0786 

舟山病院居宅介護支援センター 駅前 2-4-8 23-4013 

山形県高齢者福祉生活協同組合 米沢地域福祉事業所「まごころ」 館山 1-1-19 37-8236 

米沢市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 西大通 1-5-60 24-4167 

楽らくケアセンター居宅介護支援事業所 大町 5-4-51 24-0087 
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